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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

令和４年３月２日 水曜日 午後４時１０分開会 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１４名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ８番   庄  司  里  香  委員 

  ９番   佐  藤  文  一  委員    １０番   山  科  正  仁  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  委員    １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（３名） 

  ３番   新  田  道  尋  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

 １７番   佐  藤  卓  也  委員 

 

 欠     員（１名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥臨時委員長 大変お疲れさまでございま

す。 

  ただいまから委員会条例第10条第１項の規定

に基づき予算特別委員会を開き、委員長の互選

を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、小嶋冨弥が

臨時に委員長の職務を行いますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は14名です。欠席通告者

は、新田道尋委員、押切明弘委員、佐藤卓也委

員の３名であります。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

小嶋冨弥臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

とし、臨時委員長において指名したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に今田浩徳委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました今田浩徳委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、今田浩徳委員が委員長に当選されました。 

  御協力、感謝申し上げます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

     午後４時１２分 休憩 

     午後４時１３分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま予算特別委員長に当選いたしました

今田浩徳でございます。皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

今田浩徳委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

るとし、委員長において指名いたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に八鍬長一委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました八鍬長一委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました八鍬長一委員が副委

員長に当選されました。 

  八鍬長一副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 
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散      会 

 

 

今田浩徳委員長 それでは、３月９日水曜日午前

10時より予算特別委員会を本議場において開催

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後４時１５分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

令和４年３月９日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ６番   押  切  明  弘  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   庄  司  里  香  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １２番   奥  山  省  三  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   石  川  正  志  委員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  委員    １６番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １７番   佐  藤  卓  也  委員    １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

  ３番   新  田  道  尋  委員 

 

 欠     員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長     
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関 紀 夫 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会   
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１０号令和４年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

今田浩徳委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  欠席通告者は、新田道尋さんの１名です。 

  それでは、これより予算特別委員会を開きま

す。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第10号令和４年度度新庄市一般会計予算から議

案第16号令和４年度新庄市下水道事業会計予算

までの７件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関し、主な留意点を申し上げます。 

  予算特別委員会は３日間にわたり開催されま

すが、本日と10日木曜日の審査につきましては

午後４時頃の終了をめどに進めてまいりたいと

思いますので、皆様の御協力のほどよろしくお

願いいたします。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

を取りながら進めてまいります。 

  質問は、最初に必ず予算書のページ数、款項

目、事業名など具体的に示してから質問される

ようお願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第１０号令和４年度新庄市一

般会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 初めに、議案第10号令和４年度

新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質問ありませんか。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 私から２点ほど質問さ

せてください。ページ数は17ページ、14款使用

料及び手数料の３番、衛生使用料についてです。

中に、火葬場使用料ということで載っている部

分と、２点目には、27ページ、18款寄附金、１、

寄附金、２のふるさと納税寄附金についてです。 

  １つ目ですけれども、先日、１か月ぐらい前

ですかね、このような新聞の記事が載っていま

した。残骨灰の活用について、そのような記事

が載っていたのですけれども、本市では残骨灰

について自治体として何か取組をする予定があ

るのか、今どのようになっているのか、お聞か

せください。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 残骨灰の取扱いについてお答

えいたします。 

  残骨灰につきましては、火葬場を御利用いた

だいた際に収骨いただいて、若干の残骨と、そ

れから一緒にお供えしたものの残り物が生じる

わけなんですけれども、それは火葬場の職員が

一括して共同の場所に収めさせていただいてお

ります。以上でございます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 本市では換金などはし

ていないということですね。自治体によっては、

やはりそのように、ある程度別なところに置い

ておくというところもあるらしいのですけれど
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も、活用をしているところもございまして、量

とかもあるんでしょうけれども、ぜひとも前向

きに検討していただきたいなと思っております。

前向きに取扱いを考えていただくということは

できるものでしょうか。この紙面の中にも、死

者に敬意を払うことを考えるのは大切だけれど

も、自治体で活用するということも大切だとう

たっております。ぜひとも御答弁のほどよろし

くお願いします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 お答え申し上げます。 

  まずは、新庄市の火葬場は最上町との共同施

設になっております。そういった残骨灰の扱い

について、やはり亡くなられた本人の方と御家

族の方の御意向を最大限尊重したいと考えてお

りますので、その取扱いにつきましては、最上

町と検討してまいりたいと考えます。以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  ２点目の、ふるさと納税のことなんです。以

前よりお米が一番人気ということで、返礼品の

中で一番だということは何回かお聞きしており

ます。 

  私、お借りしてきたんですけれども、このよ

うに昨年度だと、どのようなものをどのように

使ったかということを事細かく記載している資

料などもございまして、こういうものも大切だ

なと思っております。 

  しかしながら、今年の部分については、こう

いう活用報告書がないのですけれども、その部

分についてもちょっとお聞きしたいなと思いつ

つ、取組などの中で、お米の産地ということを

もうちょっと強調したらどうかなという気持ち

もございます。そのことについて、地元産、新

庄産の米だということをもうちょっと強調して

いただきたいなという部分について、答弁をお

願いします。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ふるさと納税で、確かに

新庄市のお米が大変人気で、サイトのレビュー

を見ても、新庄市のお米が非常においしいとい

うことを言われて、大変好評を得ているところ

でございます。 

  新庄産のお米ということで、我がまちからお

米を出すときには、当然我がまちのお米でない

と駄目なわけですので、その部分のアピールの

仕方、もっと研究してほしいということでしょ

うから、今まで以上にまた研究して、ふるさと

納税をより多く頂けるように、これからも研究

してまいりたいと思います。ありがとうござい

ます。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） やはり寄附した方は、

その活用についても気になるところだと思いま

すので、ぜひともホームページとか、いろいろ

な部分で、このように詳しく記載しているよう

なものを掲載していただきたいと思っておりま

す。 

  それと、返礼品の中には、今年、他市ですけ

れども、酒田市などは……。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員に申し上げます。

歳入の質問になっておりますので、歳出に関連

する質問と思われますので、歳出のほうでの質

問をお願いしたいのですが。（「分かりました」

の声あり）でなければ、内容を変えて質問をお

願いします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 今の活用報告書という

ことも大切なことだと思います。それと、選択

の余地ということで、見る方が寄附をするのに
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当たって返礼品を主体に考えているわけではな

いので、その方ばかりとは限らないので、ＳＤ

Ｇｓに絡めたような、そういう企画などもぜひ

とも考えていただきたいと思います。その点に

ついてはどうでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 活用の報告書ということ

で、恐らくまちづくり応援基金に充当した部分

で、今年で言えば10月号にこのようにして、令

和２年度の充当を、こういう事業に使わせてい

ただきました、産業、医療、教育というような

形で。 

  令和３年度につきましては、まだ今、寄附い

ただいているところですので、決算の時期に合

わせて、またこういう形で報告させていただき

たいと思います。 

  多くの方々から頂いている部分ですので、有

効活用したという報告はきちんとさせていただ

きたいと思います。 

  また、ＳＤＧｓというような形がありました

けれども、持続可能なまちづくりというような

形で新庄市も目指していくことをしていますの

で、そういった庄司委員からのアピールポイン

トなどもこれから研究してまいりたいと思いま

す。ありがとうございます。（「以上です」の声

あり） 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） おはようございます。 

  私からは、予算ということで、一応私は予算

というと「木」として考えていますので、根っ

この部分からまず質問させていただきます。総

花的な質問になると思いますが、よろしくお願

いいたします。 

  予算総額が185億8,300万円で、前年度比４億

3,000万円、率にして2.3％の減だということに

なっています。これが「木」の本体になってい

るかと思いますが、２ページの第１表の歳入歳

出予算書から見ますが、この歳入の根っこであ

りであります４つの柱、四天王であります市民

税と地方交付税、それから国県支出金、市債と、

ここから質問になります。 

  まずは１款の市民税ですが、これは３月の補

正から判断しますと、令和３年度当初予算から、

個人、法人合わせて約3.6％増で落ち着きそう

に見えております。令和４年度当初予算の１目

の個人市民税を1,472万7,000円、これを減と低

く見積もっておりますが、その根拠は何でしょ

うか。 

  あわせまして、２項の固定資産税の家屋増を

根拠として1,829万円の増と見積もっています

けれども、この社会情勢の中で空き家が増えて

きております。その中で、収納率を保つための

バランス、これをどのように考えた見積りの計

上かをお願いいたします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 おはようございます。 

  初めに、市民税の根拠というようなお話でご

ざいましたが、まず経済情勢を考えたところで

ございます。国で発表しています月例経済報告

や、山形県が発表しています山形県経済動向月

例報告を参考にしたところでございます。 

  月例経済報告によりますと、景気は持ち直し

の動きが続いているものの、新型コロナウイル

ス感染症による厳しい情勢が残る中で、一部に

弱さが見られるとしておりまして、山形県経済

動向月例報告によりますと、本県経済は総じて

見れば緩やかに持ち直しているが、新型コロナ

ウイルス感染症の急激な拡大による影響が懸念

されているところでございます。 

  したがいまして、まずコロナウイルスの影響

がかなりあるんだろうなということで、個人の

住民税につきましては、総じてマイナスの方向
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で検討したところでございますが、予算書上は

プラスになって、前年度と比較しますとプラス

になるということはなぜかと申しますと、確か

にマイナスにしたところでございますが、令和

３年10月分に対してマイナスの再計算をしたと

ころでございます。 

  したがいまして、補正予算でもプラス計上さ

せていただいたところでございますが、総じて

大きくプラスになっているところにマイナスを

加えたということで、前年度の当初予算と比べ

ればプラスになってしまっているという部分も

ございます。 

  それから、固定資産税につきましては、全体

では0.89％の増と見込んだところでございます

が、土地については微増、それから家屋につい

ては3.7％の増となったんですが、これは前年

度当初予算においてコロナ減免を考慮した部分

がありまして、大きくマイナスした部分がござ

います。それが今回プラスにしておるものです

から、家屋についてはプラスになってございま

す。償却資産はマイナスになってございます。

全体としては0.89％の増と見込んだところでご

ざいます。以上でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ということは、この空

き家に関して、未納者、空き家になれば当然、

所有者判別ができないとか、あと所有者がそう

いう能力がなくなってしまったとか、与信的に

問題があるとかとなって収納率が落ちるのでは

ないかという考えで、家屋が増という表現をし

ておりましたので、新築物件が増えてきたと同

時に空き家が増えてきていると、それで相殺さ

れてしまって増減なしではないかなと私は思っ

たものですから、この質問をさせていただきま

した。いかがでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 家屋につきましては、新築増

となる部分と、取壊しなどの差による自然増が

まず考えられます。それから、新築住宅軽減の

満了、先ほど申し上げましたコロナ特例の満了

等がございましてマイナスにしている部分で、

全体としてはプラスと見たところでございます

が、空き家物件が増えていきますと、やはり委

員おっしゃるとおり、未納等の対応が必要にな

ってくる分も出てまいるかと考えておるところ

でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） それでは続きまして、

地方交付税と市債についての質問をさせていた

だきます。総務省が公表しました令和４年度の

地方財政計画を拝見しますと、地方交付税総額

が62兆135億円、前年度比の3.5％の伸び率とい

うことになっております。 

  事業費の補正を見込みまして１億3,700万円

の増と、当市においては増と見積りしておりま

すけれども、ここで併せて考えるべきものが、

22款の市債の中の６目に入っております臨時財

政対策債の大幅な減だと思います。 

  さきの総務省の地方財政計画では、臨時財政

対策債については、前年度比３兆6,992億円の

抑制という方針で公表しておりますが、これを

考慮して、当市においても、その１億3,700万

円は、臨時対策債については減が大きな要因で

あるとなっております。 

  ここで見るものは、地方交付税の増が、その

伸び率と臨時対策債の減がバランスが取れてい

ないのではないかなということで、過去ずっと

臨時財政対策債において賄ってきた部分があっ

た部分を、減になった分でどのように対処して

いくのか、お伺いしたいと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 地方交付税と臨財債の部分に
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ついて御質問がありました。国の地方財政計画

における出口ベースでのパーセンテージが

3.5％の伸びということでございます。 

  実際に、このたびの伸びの3.5％ということ

でございますが、今年度、令和３年度について

は、再算定、追加交付などの分を除いても

7.9％、追加交付分を除くと14.9％ほど伸びて

はございますけれども、実際に令和４年度の当

初予算の交付税を大幅に伸ばすということは、

予算割れ等の影響も非常に大きいところから、

交付税のベースで3.5％の伸びということで、

国の地方財政計画と同程度で見積もってござい

ます。 

  また、臨財債については、このたび大きく減

少の数値ということで、国の地方財政計画では

67.5％ということでございますけれども、実際

に国の財源不足が一定程度解消されたという部

分で、国のほうの交付税の財源は確保されたと

いうことになると考えております。 

  ただし、それが直接的に交付税の増につなが

るかというと、単純にそういうことではないと

推測してございます。 

  実際に、このたびの臨財債の部分については、

予算額で１億8,200万円ということで見込んで

ございます。これについては、令和３年度の決

算比と比較しますとマイナスの67.4％というよ

うなことで、令和３年度の決算ベースを考えま

して、その対比としまして令和４年度で１億

8,200万円というようなことで計上させていた

だいたということでございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ちょっと詳しい数字上

の話はなかなか見えてこないというか、理解で

きない点はあるんですけれど、基本的に我々と

いうか、市民が考える財政の話として大きく考

えれば、交付税が入ってくる、臨財債がプラス

あって、初めて今まで運営してきたものが、臨

財債がぱっと少なくなったことによってバラン

スが取れなくて、財政上問題が出てくるのでは

ないかなということが考えられるわけです。 

  その辺の影響はどのように考えるかというか、

影響はまずあるかないかと。あるとしても、こ

のぐらいのレベルだよと安心できる判断材料が

あるのかなという点でお聞きしたいと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 実際に予算を組み立てる部分

においては、歳入の部分については、実際に低

く抑えた形でやってございますので、当然予算

割れのないようにということで考えた予算の中

で185億円というようなことになってございま

すので、影響は特にないと考えてよろしいかと

思います。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかにござませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 私からは、おおむね２

点お伺いいたします。予算書17ページ、14の１

の１、商工使用料の中のエコロジーガーデン使

用料、それから予算書21ページ、15の２の５、

土木費国庫補助金、公営住宅改善社会資本整備

総合交付金、２点に関してお伺いいたします。 

  初めに、エコロジーガーデン使用料に関して

ですが、対前年度比と比較してみますと、大体

10％近く、今回少ない数で予算化、予算措置さ

れておりますが、少なくなった、まず理由をお

伺いいたします。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 エコロジーガーデン使用

料について御質問いただきました。こちらにつ

きましては、令和３年度のコロナの蔓延防止等

の影響もございまして、予約があった分をキャ

ンセルしていただいた、それから、その地域か

らの受入れを断ったということから、大幅な使
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用者の減が生じたということで、堅めの見積り

で令和４年度分については使用料分を減額した

というところでございますので、御理解いただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） これは施設利用料とい

うところで、耐震改修に併せて、文化財として

の、まず機能を維持すると。その上で、利活用

というところで、例えば民間に活用するという

前提の下、利用料を条例で設定し、我々議会も

承認した上に基づく使用料かと思いますが、例

えばこれからエコロジーガーデンの整備あるい

は利活用を進める上で、大体、事業費の多分使

用料10％程度かと計算できるんですが、これを

少し引上げしていくと。 

  何でこんなことを申すかといいますと、多分

同時に今進んでいる、先ほどちょっと、ちらっ

と言いましたが、道の駅の位置づけとしたとき

に、一定の維持管理費がかさむということで、

現在、それから屋内の利用料あるいは使用料し

か設定してございませんが、エリア１つに捉え

たときに、屋外でやるイベント等に出店される

方にも一定の負担を求めていただかないと、私

はちょっと将来的に難しくなってくるのかなと

考えておりますが、その考えを伺います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 エコロジーガーデンの使

用料の条例改正につきましては、議会の議決を

経まして改正をしたところでございます。その

際も申し上げましたが、おおむね５年をめどに

見直しを行うというようなことも申し上げてお

ります。 

  先ほど、委員のほうからおっしゃられました

屋外の利用料、使用料についても、その際にも

検討していかなければならない事項だろうとは

原課としても考えてございますので、今後、検

討課題とさせていただければと思います。以上

です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 我々もこの辺に関して

は注視してございますので、よろしく取り組ん

でいただきますようお願いいたします。 

  次に、公営住宅改善に関する国からの交付金

ということです。これは前年度比と比較します

と、著しく減っていると。恐らく今年度の当初

予算で盛り込んだ部分が、公営住宅外壁工事、

12月補正の中で、国の交付が得られなかったと

いうところで、事業を１つ見送った経緯を踏ま

えてのことだと思うんですが、そのような捉え

方でいいのでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 国庫補助金の中の住宅費

補助金の内容について御質問いただきました。

委員おっしゃいましたとおり、今回、公営住宅

の改善事業について、令和３年度につきまして

も当初予算に計上させていただいて、国の内示

をもって、残念ながら実施できるほどの内示が

いただけなかったということで、補正で落とさ

せていただいたという経緯がございました。 

  来年度の予算につきましても、このような事

態にならないような形でというか、要望につき

ましては、これまでどおり国へ事業の要望とい

うことではさせていただくこととしております

けれども、実際にその内示の額に合わせて補正

予算の中で対応させていただきたいということ

で考えております。 

  これまで定住促進住宅について、住宅の機能

向上という形での要望をさせていただいていた

ところでございますが、公営住宅と違いまして、

内示率がかなり低いということもありまして、

予定していた事業ができなかったということが

ありましたので、その事業の内容につきまして
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も、住宅の機能向上に向けての対応ができるよ

うな、内示の額に合わせてできるような形で、

今後も検討していきたいと思っているところで

すので、よろしくお願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 半分納得して半分納得

……。やはり交付するかしないかは国において

決定すべきことではあるものの、12月議会のと

きに申し上げましたが、この事業に係る申請は

しているんだということでしたけれども、やは

りここは正々堂々と事業化、予算書に盛り込ん

で、しっかりとした紙ベースでも国に訴えてい

く必要が私はあるのではなかったのかなと思い

ます。 

  例えば、今年度末の補正になりましたけれど

も、来年繰越しされますが、メニューは違って

も、同じ社会資本整備総合交付金増ということ

になって、我が地域にとって、国も幾分か配分

していただいたと。やはりこれは今回、今年度

の当初予算で盛り込まれて、優先順位の問題で、

国によりこれはちょっと見送った。やっぱりこ

れは、最初から言っているように、新庄市にと

っては必要なもの、やはり正々堂々と当初予算

に盛り込むという姿勢は本当に大事ではないの

かなと思いますが、その辺のお考えはいかがで

しょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 ありがとうございます。

予算に計上すべきということで、おっしゃると

おりだとは思います。 

  これまで、令和３年度の事業要望にも合わせ

ました定住促進の外壁改修、建物の機能向上と

いうことで、断熱化を図るということでの要望

をしてきたところでございますが、これまで想

定していた内容が、その部分的な対応をするこ

とが大変難しいということもありまして、この

ような状況が続くようであれば、その工法自体

を変える必要も出てくるんだろうなと思ってい

るところです。 

  これまでどおり強く要望していく、国に対し

ての交付金の要望につきましては、これまで以

上に要望もしていきたいとは考えているところ

ですが、実際に国からの内示の割合も見通しが

つかない部分もありますので、その辺について

は今年度、改めて改修に関する工法の検討など

も加えまして、なお要望していければと思って

おりますので、御理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。（「終わります」の

声あり） 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 何点か質問させていた

だきます。 

  まずは24ページ、16款２項４目、こちらの農

林水産業費県補助金、こちら１億円程度減とな

っておるんですけれども、初日の説明でも、畜

産所得向上支援事業費補助金や産地生産基盤パ

ワーアップ事業費補助金などがなくなったとい

う話だったんですけれども、この２つというの

はどういうものだったのか、詳細を教えていた

だきたいのと、これがなくなったことによって、

その現場でやっている方々にどういうような影

響が出るのかというものを１つ目、質問させて

ください。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 ただいま、畜産所得向上支援

事業費補助金の中身と、なぜ今、減少している

のかという御質問だったと思いますけれども、

この中身でございますが、畜産業の所得向上に

向けました、中小農家、家族経営を含めた意欲

ある担い手が行う生産基盤の強化またはＩＣＴ

活用による飼料管理の省力化など取組への支援
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ということで、今回２つの事業所の中で、事業

主体が第５和牛繁殖組合またはエコもがみ担い

手組合ということで、機械の申請をしていただ

いたんですけれども、総じて３月議会におきま

しても減額補正をさせていただいたという流れ

でございますが、３月におきましては、コロナ

禍の影響によりまして、機械の搬入が困難であ

るという状況の下、今回は３月議会では減額補

正をさせていただいたという内容で、このたび

の２つの案件につきましては、昨年の11月に希

望調査によりまして予算計上をさせていただい

ているところですけれども、今後やはりコロナ

の影響は継続しておりますので、またウクライ

ナへのロシアの侵攻等、どのような影響が出て

くるかということも懸念されておりますので、

注視をしながら、農家の方々と協議をして進め

てまいりたいなと考えているところでございま

す。 

  また、もう一つ、産地生産基盤のパワーアッ

プ事業につきましても、昨年、用途が、新庄市

農業再生協議会におきまして、地域の特性に応

じた農業戦略として定めました産地パワーアッ

プ計画に基づき、意欲のある農業者等が高収益

な作物栽培体系を転換するための２分の１の国

の補助事業をやっているところでございます。 

  今年度につきましては、もがみ中央農協また

は個人の方、２つの事業計画を出していただい

ております。昨年３月におきましては、園芸部

門におきまして、コロナ禍の影響ということを

心配されまして、次年度以降の計画ということ

で減額補正をさせていただいているところでご

ざいます。 

  この２つの事業につきましても、これからも

同じような形で影響が心配されますので、農家

の方、関係者の皆様と協議をしながら、何とか

事業を進められるように検討していきたいと考

えております。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） それでは、ただいまの

説明からいくと、今後、世の中の情勢と言った

ら変ですけれども、今の状況が解決したら、ま

た元どおりに戻すという考え方でよろしいんで

しょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 そう願っておるところでござ

いますけれども、実際には外部の影響だけでは

なく、内部の影響というか、後継者問題がござ

いまして、なかなか思うような進展ができない

というものが現実でございます。 

  といいますのも、例えばこの産地パワーアッ

プ計画につきましても、やはり収益が幾ら向上

するんだという計画を立てる場合に、今までど

おりでは、さらなる事業展開ができないという

ことから、新たに事業展開をするには、やはり

後継者、新たな担い手のお力を借りたいという

ことが現実でありますので、農林課としまして

は、担い手の育成に全力を尽くしていきたいと

考えているところでございます。 

  また、畜産所得につきましても、振興につき

ましても、後継者問題が大きく横たわっており

まして、なかなか大規模な形での支援策を講じ

ていくということが難しいという現状でござい

ますので、その点につきましても、農家、関係

者の皆様と協議をしながら、担い手の育成に努

めてまいりたいと考えているところです。以上

です。よろしくお願いします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 分かりました。困って

いる方がいなければよろしいんですけれども、

これをやりたくて、こういう事業がないという

ものは、やっぱり当人の方々、やる気があるの

にという形にもなり得ると思いますので、一応

そういう話を聞きながら進めていただければと
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思います。 

  続きまして、同じ項目なんですけれども、16

款２項４目の、25ページの説明の一番下になる

んですけれども、収入保険新規加入緊急奨励事

業費補助金というものが今回できると思うんで

すが、こちらはどのようなものなのか詳細を教

えていただければと思います。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 ただいま収入保険新規加入緊

急奨励事業補助金ということで、これにつきま

しては初めての事業となります。といいますの

も、前回、今回、全国的な加入状況から言いま

すと、東北の中で山形県が最下位なんだという

ことで、何とか、頻発、激甚化する自然災害、

またコロナ禍による農産物の低落など農業経営

における様々なリスクが増大しておりますので、

農業セーフティネットの重大性を十分認識しま

して、市、県合わせて応援をしていきましょう

という内容でございます。 

  現在この加入者につきましては、新庄市では

94名の方が加入をしています。 

  また、その加入資格者につきましては、青色

申告をしている方というのが１つの条件となっ

ております。そして、青色申告をなさる方が加

入資格者321名となっております。 

  市といたしましては、50％加入率を目指した

いということから、70経営体の加入を見込みま

して、歳入でございますので、県負担分が１経

営体２万円で、70経営体ですので140万円とい

うことで、市といたしましても１万円の負担を

計画しているということでございます。以上で

ございます。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。

こちらの収入保険、私も少し聞いたことがある

んですけれども、災害時、水害とかがあったと

きに、田んぼとか畑があれのときに、収入が減

ったものに大分補助されるということで、入っ

ている方はかなり助かるものだなと言って、聞

いたことがあります。 

  今後、その青色申告という問題もあるんでし

ょうけれども、こちらも青色申告の方を増やし

ていただいて、災害時等、緊急なときに補助で

きるようなシステムがあれば、市の持ち出しと

かという部分にも関わってくることとなると思

いますので、ぜひうまく進めていただければと

思います。 

  続きまして、25ページ、16款２項５目に関し

てです。こちら商工費県補助金なんですけれど

も、これに関して、ちょっとこの説明の部分と

はまた違うんですけれども、前からまちづくり

というか、商店街活性化について、ちょっと補

助、援助が足りないのではないかという話も前

にさせていただいたこともあるんですけれども、

やはり農業関係のものとかは県からの補助は多

いんですけれども、国からの補助というと、結

局、土木費とかも結構あるんですけれども、こ

の商工費の補助金というものは国からも県から

もなかなか新庄市の予算に出てこないというも

のがありまして、もともとのメニューがないの

か、それとも事業をしないからこういうところ

に出てこないのかというものの、ちょっと不明

点があります。 

  なかなか、商店街というもののために補助金

がないとなると、また話が別になるんでしょう

けれども、上げていただいているのかどうか。

ちょっとその辺を詳しくお聞かせいただければ

と思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 御質問いただきました。

商工関係の国・県補助事業につきましては、全

くないということではございませんが、なかな

かハードルが高い部分がございます。 
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  現在も、いろんな形で使えるものについては

手を挙げたいというような思いもございますが、

新年度におきましては、現在、県の議会でも審

議されております補助金もあるやに聞いており

ます。そちらにつきましては、消費喚起事業と

いうようなことで、市町村に補助金を出したい

というような県のお話もございますので、そう

いったことについては有効に活用させていただ

きたいなと考えてございます。よろしくお願い

します。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） そういう補助金が出て

くるのであれば、ぜひ有効な活用をしていただ

きまして、また、ほかにも多分国とかのものも、

私も昔なので、ちょっと名前等忘れたんですけ

れども、そういうものもあるはずなんです。そ

ういうものも活用してちょっと、今年度という

わけではないんでしょうけれども、今後、商店

街にも目を向けていただけたらなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、28ページに移りまして、19款２

項５目まつり振興基金繰入金なんですが、これ

は一般質問のとき、途中で終わってしまって、

続きになるみたいな感じで申し訳ないんですけ

れども、こちらの金額が2,078万8,000円という

形で繰入れされているんですけれども、こちら

の金額に対しての支出項目が、ちょっと私の見

た限り曖昧だなと、どういう動きになっている

のか分からなかったので、詳しい説明をしてい

ただければと思います。ではなくて、この

2,078万8,000円の繰入れの理由をお聞かせいた

だければと。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 まつり振興基金繰入金の

2,078万8,000円につきましては、主要事業等で

もございますが、山車派遣事業の実行委員会の

負担金が1,571万8,000円、それから３月補正で

していただきました企業版ふるさと納税の

1,000万円のうち507万円、こちらを新年度の事

業で活用させていただきたいので、繰入金を行

うということでございます。よろしくお願いし

ます。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ちょっとこちらは、じ

ゃあ支出で質問させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それと、最後になんですけれども、昨年度も

ちょっと聞いたんですが、確認のためちょっと

お願いしたいことが、いろいろな基金があるわ

けですけれども、１番の財政調整基金も含めて、

最後の中小企業緊急災害等対策利子は要らない

んですけれども、基金のこの予算が、歳出が終

わってからの残高をそれぞれ教えていただけれ

ばと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 今現在の令和４年度の末の見

込みという形でよろしかったでしょうか。 

  まず初めに……（「３年度」の声あり）令和

３年度でいいですか。申し訳ございません。令

和３年度末の残高で、財政調整基金については

15億6,759万1,000円と見込んでございます。そ

れと、次のまちづくり応援基金の部分について

は12億1,002万5,000円です。次のものづくり教

育奨励基金については52万1,000円でございま

す。それと、市有施設整備基金については16億

3,929万円。それから、まつり振興基金3,940万

6,000円、令和３年度末での残高ということで

ございます。下のものはいいんですね。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございまし

た。こちらの基金も、これから様々なものをや
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るに当たって大変な時期が来るかもしれないの

で、しっかり管理していただいて、繰入れして

いただければと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） まずは11ページ、１款

１項２目法人市民税なんですが、先ほど山科委

員の質疑の中で、課長の答弁の中で、月例経済

報告であったり、山形県経済月例報告だったり、

また前々年度ですかね、令和３年10月までの実

績であったりということを基にして、今回の地

方税、市民税の推計、見立てを行ったというこ

とであるかと思うんですが、全国的な状況を見

ますと、新庄市と同じように、例えば法人税に

ついては、コロナウイルスの感染症からの影響、

一部持ち直しが見られるということで、経済活

動の回復に伴って企業収益の増を見込んでいる

ということで、そういったプラス、国の地方財

政計画の割合などを参考にして、今回増額、

6,859万7,000円前年度比と計上をしたのかなと

思っておりますが、先ほどの返答の中で、固定

資産税の中の償却資産、こちらが減額になって

いるということは、企業が投資をしないと、償

却資産というものは増額に上がってこない。そ

れを減額に見越しているということは、この法

人税の予算の中で6,859万円増になるというこ

とが、実際的には見立てとして、見込みとして

実際は厳しいのではないかというところを察す

るところがあります。 

  願わくは、今年度、景気が見込まれて、業績

が回復して、こういう状況になることを望んで

いる、それは私もそうなんですが、昨年度の予

算書を見ますと、法人、現年の均等割の部分に

ついて、法人の１号から９号まで全て、まず10

月までの集計をしたものの中で、次年度の見込

みを立てていくんだと思うんですが、会社の数

と、そして均等割の額と、それを照らし合わせ

た総計というものを出すことができていたんで

すが、今年度に関しては、それが出ていない。 

  まずは、この出ていないところについて、実

際どういうことになっているのかを伺っておき

たいということと、次には、先ほどもありまし

たが、16ページの11款１項１目地方交付税と、

30ページにある２款１項６目臨時財政対策債、

こちらは相関関係にあります、先ほど山科委員

も質疑されたように。 

  その中で、課長からは、財源に対しては足り

なくはならないというか、影響は特にないと考

えているという返答をいただいておりますが、

懸念されることが、今回、2021年の水準を下回

らないように、実質その同水準を確保したと、

国が決定したことで、普通地方交付税について

は前年並みの金額になった。でも、結局その振

替が起きて、臨財債の減額が起きている。 

  トータルすると、前年度に比べても全体とし

ては減額をしている。そうすると、一定の評価

ができると、地方の６団体にしたとしても。や

はり新庄市としての財源の見通しというものは

実際は厳しいのではないかと思っているところ

でした。 

  その中で、懸念されていくことが、これにつ

いてはどのように新庄市で考えているのかとい

うことを伺っておこうと思ったのが、その臨財

債の振替の額の減によって、そして今後、実際

に数字が確定してくるわけです、令和３年度に

基づいて。そうしたときに、課税の実績、税収

も含めて標準課税の部分が、財政を、交付税を

見ていくときに重要な一つの数字になってくる

かと考えているんですが、その課税の実績と、

また推計の基準税額というところに差が生じて

きた場合、普通交付税の精算の措置が講じられ

るのではないかと懸念をされているという１点

がありまして、ちょっとこの中では、大幅な税

収というものは今後どうなるかはまだ見通しが
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ないんですけれども、大幅に税収を、景気が回

復していって税収が見込めていったといった場

合に、令和４年から令和６年にかけて普通交付

税の減額精算が想定されるのではないかと。 

  そうなった場合、新庄市として今後どういっ

た見方をしているのかと、対策をしているのか。

そういったことをあらかじめ聞いておきたいと

思います。 

  まずはこの２点について、お願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  叶内委員に申し上げます。質問の際は、その

内容は簡明なものとなるよう御配慮をよろしく

お願いいたします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 法人住民税の均等割について

御質問いただきました。従来まで、これまでは

法人数の推計を行い、そこに税率を乗じて均等

割額を算出しておりましたが、その方法により

ますと、例えば新しい企業が新庄に入ってきた

とかという場合については月割課税になりまし

て、乖離がすごく大きくなります。そこで、直

接金額を推計するという方法に変えたものです

から、ここに法人数は載ってこないというよう

な形にさせていただきました。以上でございま

す。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 ２点ほどいただいております

けれども、まず初めに地方交付税と臨財債の関

わりの中で、先ほど山科委員からの質問にもあ

ったわけですけれども、このたびの地方財政計

画の中では、地方交付税については3.5％の伸

び、臨財債については67.5％の減というような

ことで、国の、いわゆる財源の部分については

そういったことがなっておるわけでございます

けれども、実際の本市に交付される部分で、先

ほどはお話しできませんでしたけれども、地方

譲与税の部分がそれ相当に伸びておりますので、

実際には、先ほど山科委員にお答えしたとおり、

影響はまずないんだろうということでお話しさ

せていただいたところでございます。 

  それと、税収と、いわゆる交付税の関係とい

うようなことの御質問でございましたけれども、

税収が増えれば、確かに交付税が減るというよ

うなことになってございますが、実際に税収と

交付税を足した部分で考えれば、逆に税収が減

れば交付税は増えると、そういった仕組みにな

ってございますので、それについては、そうい

う意味では財政的には特段影響がないと。税収

が増えれば交付税は減りますけれども、逆に税

収が減れば交付税が増えるという算式でござい

ますので、実際には市の予算としてはプラマイ

ゼロというような考えにも成り立つのかなと思

います。 

  ただ、当然これからの税収の部分については、

先ほど税務課長がお話ししたとおり、人口減少

の中で、それ相当に落ち込むのではないかとい

う懸念もございますけれども、その部分につい

ては当然、交付税の措置の部分でも、地方６団

体の部分において、毎年のように実際に要望等

を出しておると。 

  実際に、いわゆる地方交付税の考え方は、本

税が基本だというようなことで６団体からはず

っと言ってきていることでございますので。臨

財債については、当然、国が足りない分を市と

国で折半してお借りするということになるかと

思いますけれども、それについては本税でお願

いしたいというようなことを毎年のように要望

しているという状況にもありますので、よろし
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くお願いいたしたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今、まずは法人税につ

いて、これまでの計上の在り方と、途中から新

しい業者が参入してきたときの乖離が大きいと

いうことで。 

  そうしますと、この１号法人から９号法人の

中で、今年度においては、どれほどの新規参入

というか、見込んでいるのか。検討できる範囲

の中でお願いしたいということと、地方交付税、

臨時財政対策債につきましては、コロナ禍にお

いて本当に注意した推移を見ていかなければ、

様々な自治体で懸念している、実際の実績数と

今現在の推計のものと、その乖離が出てきたと

きの修正ということが出てくるのではないかと。

それに伴った自治体なりの予算の確保というか、

そういったことが非常に必要になってくるので

はないかという懸念が生じているということが

ありましたので、そういったことを見据えた財

政運用をしていかれるのだと思いますので。 

  あとは、臨財債については、できればなくし

てほしいと、本税で全て交付してほしいという

働きをしてくださっているということで、また

さらにそれが戻るように、平成13年以前に戻っ

ていくような訴えというか、活動をさらにして

いっていただきたいと願っております。 

  まずは法人税について、どうでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 令和４年度の均等割額につき

ましては、令和３年度調定見込額と同程度と推

計したところでございます。したがいまして、

法人数も大きな変動はないんだろうなと考えら

れるところでございます。以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 償却資産のところでマ

イナスになっているということは、本当に、実

際の実数値が出てこなければ、実際に本当に市

中がどうなのかということが分かりかねるのか

なと思っておりました。 

  注視していかなければならないということと、

コロナでやっぱり傷んでいる町の中を手当てを

していかなければいけないんだろうと。課長の

答弁からだけでは、ちょっと推察できない、い

ろんな状況があるのではないかと思っておりま

したが、予算の中では、まずは注視をしていく

という答弁なのであろうと思いますので、その

ように注視していきたいと思っております。 

  次にですが、18ページの14款１項６目住宅使

用料、使用料及び手数料、こちらの使用料の額

が前年度比に比較してマイナスとなっておりま

す。このマイナスの理由をお願いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅使用料の収入見込額

について御質問いただいたところです。今回計

上させていただいております見込額につきまし

ては、現在の入居者数の調定額をベースにしま

して、その金額に対しての徴収率ということで

計上させていただいております。 

  市営住宅、定住促進住宅につきましては、空

きが生じた時点でその都度募集をしているとこ

ろでありますけれども、市営住宅の応募率が

年々減ってきているということがございまして、

入居率が少し下がってきているという状況にあ

ります。その辺も踏まえまして、今年度よりは

少し下がっているということで計算させていた

だいたところでございます。以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 空き室、今、昨年の調

定率によって、それを倣ったということであり

ますが、現在、応募率が、応募自体が年々減っ

てきているとはいうものの、空き室の今、率で
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すね、どう推移していますか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市営住宅の応募状況とい

うことでございます。実際、今年度の実績に関

して言いますと、令和３年度、これまで退去さ

れた部屋数から言いますと28戸ほどあります。

これに対して、実際応募された方、入居された

方というものが12戸ほどということで、その差

異が積み重なってきているということが見えて

きております。 

  この入居の応募の状況でございますが、やは

り住宅の新旧の状況、また設備の状況などもあ

りまして、古い住宅への応募が極端に減ってき

ているということがあるかと思います。こちら

につきましては、住宅の改善事業などによりま

して、住宅の改善、各部屋の改善、また入退去

に応じての修繕におきまして改修はしてきてい

るところでありますが、やはり市場のアパート

等との比較によって若干応募の状況が少なくな

っているというものは現実的なものなのかなと

感じております。 

  こちらにつきましても、入居率の向上に向け

ていろいろと考えていくということは必要にな

るかなとは思いますけれども、現状のところ、

その大きな改善ということにつきましては、こ

れから検討していくということで考えていると

ころでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 設備や老朽化等、経年

で設備自体が古くなって今のニーズに合わない

というようなことが空き室を増加させている理

由なのでは、それも問題としては大きいとは思

います。 

  お尋ねしたいことが、本当、住宅に困難があ

って、そのことを理由に、市のこういう公営住

宅、定住促進住宅に対して、年間、相談の件数

というものはどのくらいあるものでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公営住宅の相談件数とい

うことで御質問いただいたところです。市営住

宅の募集に関しましては、退去に合わせて年間

４回から５回程度、募集はかけております。そ

の状況で、相談に来られる方につきましては、

その都度、五、六十件ほどの応募はございます

けれども、その中で応募される住宅というもの

が偏ってしまっているということが発生してお

りますので、実際、公営住宅制度が出来上がっ

た昭和20年代、昭和30年代という状況とは大き

く近年、その困っている状況に関しましては変

化しているのではないかなと感じているところ

でございます。 

  最近の傾向からいいますと、住宅には当然困

っていらっしゃって御相談いただいているもの

だと理解しておりますけれども、その中でも自

分たちの生活様式に合ったような住宅を求めて

いるということも、応募者の中には大きなウエ

ートとして感じているところがあるのかなとは

感じておりますので。 

  その辺、小桧室団地や野際団地などといった

新しく建てた住宅につきましては、応募の数も

それなりに多く来ているところでありますが、

玉の木団地、北新町団地といった少し年数のた

った住宅につきましては、応募者がいないとい

うときも発生するようなこともありますので。

その辺の状況を踏まえまして、今後の住宅の更

新につきまして考えていきたいと思っています。

以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今回残念なことに、市

内の中で、身体の不自由と、そしてまた家の老

朽化もあり、積雪があって住宅が潰れてしまい、
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お亡くなりになったという本当に悲劇がありま

したが、この亡くなられた方だったんですが、

本当に生活の在り方と、そして自分の身体の状

態と、そして建物を、住むところを探していた

やに聞いております。そして、その際に市にも、

公営住宅に入れないかどうかということの相談

をしたやに聞いております。その際に、連帯保

証人などの問題で無理だと言われたのではなか

ったかなと。 

  そうした場合に、今のニーズに合わせて、も

ちろん改修していくことは当然必要なことで、

トイレ一つ、和式便座はもう多くの人が使わな

い状態になっている。そして、蛇口一つ、シン

グルレバーを好まれる、一つ一つが生活様式が

変わってきて、それに対して解消していくとい

うことは当たり前のことであると思います、公

営住宅や定住促進住宅であっても。 

  しかし、この公営の運営しているものという

のは、住宅のセーフティネットですよね。その

セーフティネットの網の目から漏れてしまう。

そういう状況にどうしても、その人の状況がな

ってしまっている場合がこれからも出てくると

思うんですね、高齢になればなるほど。連帯保

証になる人もいなくなり、そういったものをど

うやって守っていくのか。 

  今回は本当に非常に、状況を知ったときに、

市の住宅があったのではないかと。市の住宅に

入れなかった。連帯保証人がいないということ

で審査にもならない、相談にもならない。民間

に行ってくれと。民間に行けば、もっと厳しい

わけです。なぜならば、民間は事業だから。事

業という言い方は変ですけれども、収益事業だ

からです。 

  そうした場合に、セーフティネットとしての

公営住宅の在り方、条例から全て、どう変えて

いくのか、見直していかなければいけないので

はないかと、高齢社会に適応させていきながら。

そういったことを考えざるを得ない状況なので

はないかなと思っておりますが、そういった点

についてはどのように考えているのか。伺って

おきたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅の入居相談について

の御質問をいただいたところでございます。住

宅の入居に関しての御相談につきましては、随

時お受けしているところでありますが、実際に

募集しているときの応募をされるかどうかと、

できるかどうかという御相談も、随時御相談に

は乗っているところでございます。 

  今回御質問の中にありました、積雪でお亡く

なりになった方につきましては、実際、市に相

談されたかどうかということの内容につきまし

て、私のほうで承知しておりませんでしたので、

内容につきましては認識としてありませんでし

たけれども、それ以外の御相談につきましても、

その方の状況に合わせまして相談に乗っている

ところであります。 

  また、保証人の関係で残念ながら御辞退いた

だくという方も中にはいらっしゃいますので、

そちらにつきましても、条件に合うような形で、

こちらでも、市としましても相談に乗っている

ところでありますけれども、条件が満たされな

いという場合につきましては、残念ながら御辞

退ということで対応させていただいているとこ

ろもありますので、御理解いただければと思っ

ているところです。 

  また、保証人の必要条件につきましては、公

営住宅、法律の中でも、各自治体で検討が進め

られている内容でございます。場合によっては、

保証協会という形での保証人に代わるような制

度を導入している自治体もございますので、そ

の辺についても、導入の内容について研究して

まいりたいと思います。以上でございます。 

今田浩徳委員長 叶内委員、再度申し上げます。

質問は簡明にお願いします。 
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２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今の高齢化という時代

に合わせて、公営住宅の条例、また使用できる

条件等、そして、そういったものを見直し、整

備していくということが求められているのだろ

うと、今回のことを通じて非常に感じましたの

で、ぜひに検討していっていただきたいと思い

ます。それについて、再度いかがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公営住宅の制度に合わせ

まして、市の条例等、公営住宅法に基づいた条

例という形になると思いますけれども、その内

容につきましては今後とも検討を進めていきた

いと思っております。以上でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 次に、29ページの21款

４項４目雑入、こちらは決算においては、その

他雑入が全て課ごとにまとめられておりますが、

予算書においては、その他雑入というふうに一

まとめになってございます。 

  その中で、エコロジーガーデン、やすらぎ交

流施設電気水道料、エコロジーガーデン創造交

流施設電気水道料、そして行政財産目的外使用

料ですね、エコロジーガーデン、そしてエコロ

ジーガーデン宿泊交流施設シーツ代、こちら前

年度比に対してどのようになっているのか伺い

ます。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 予算書の30ページの、そ

の他雑入の中の、エコロジーガーデンの関連す

る雑入ということでの御質問かと思います。電

気水道料の使用者負担分につきましては約205

万2,000円を見込んでおります。 

  それから、目的外使用については、おおむね

令和３年度と同額を見込んでおります。 

  宿泊者のシーツクリーニング代、こちらにつ

いても堅めに見積もって、今年度、大分少なく

なりましたので、減じて１万2,000円程度とい

うようなことで見積もっているところでござい

ます。よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 11ページの１の１の１、

個人市民税、２に法人市民税が載っています。

前年度比で5,387万円増となっていますが、こ

れをこのように見込んだ理由、お願いします。 

  住民税非課税世帯に対する給付金、それから

子育て世帯臨時給付金は収入として認定しない

ということで確認をお願いしたいと思います。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 個人住民税の見積りについて

でございます。まず、経済情勢として、先ほど

申し上げましたとおり、コロナウイルス感染症

の影響は引き続き懸念されるということで、依

然として厳しい状況が続いているなということ

で考えてございます。 

  所得の内訳については、全ての項目について

マイナスで考えてございます。ただし、前年度

当初予算と比較しますと、プラスになっておる

という御質問だと思いましたけれども、先ほど

申し上げましたとおり、令和３年10月のデータ

に対して、所得のマイナスをして再計算した結

果でございまして、結果で推計値としてござい

ますものですから、昨年度の当初予算と比べれ

ばプラスになってしまっているということで、

例えば補正予算後の予算額と比較しますと、今

回の令和４年度の予算を比較しますと約１億円

の減になっているということでございます。 

  それから、例えば令和２年度、令和元年度の

当初予算と比べましても、約１億円ずつの減に
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なっておるということでございます。以上でご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 補正予算後で見ると、

約１億円減ということで、コロナの影響などに

よって所得の減少があると言っておられました。 

  さらに、私としては、それに関わって市民税

の減免が令和３年度はどうだったのか、件数や

金額が分かればお願いします。 

  それから、もう一つは、令和３年は消費税

10％増税が10月からでした。令和４年度は１年

分、消費税10％になるわけです。これに対する

市民税の影響をどのように捉えておられるのか、

お願いします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 今、手元に令和３年度分がな

いものですから、令和２年度のことでお話し申

し上げますと、実際、個人の市民税については

減免はございません。法人市民税について、公

益社団法人等について、いわゆる収益事業を行

っていないということで減免はございます。Ｎ

ＰＯ法人等でございます、いわゆる収益事業を

行っていないということで減免しているという

ケースはございます。 

  それから、コロナウイルスのお話かと思いま

したけれども、基本的にコロナウイルスの減免

は、国保、介護、後期の減免でございます。個

人の市民税についてはございません。以上でご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 消費税10％増税が、今

度、令和４年度は１年分になるわけですが、そ

れに対する市民税の影響はどのように見ておら

れるでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 先ほど申し上げました、財政

経済状況等によりますと、個人消費はおおむね

堅調のような記載がございます。したがいまし

て、そのとおり、ある程度堅調なことを維持し

ていっているのではないかと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それはもしかしたら甘

いのではないかなと私は考えます。 

  消費税増税が行われて以来、その直後からコ

ロナ感染が広がり、結果、市としては１億円も

の税が減額していると私は捉えました。それが

このように現在コロナは感染が続き、さらに消

費税10％増税は１年間分となり、そうなったと

きに、税の厳しさというか、消費の厳しさとい

うか、それはもちろん税に関わってくるわけで、

非常に厳しいと見るべきではないかと思います

が、意見があればお願いします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 例えば、初日に御可決いただ

きました補正予算、法人市民税でもプラスの補

正をさせていただいたんですけれども、令和３

年度の状況を見ますと、製造業、金融機関、小

売業などが非常に伸びているといったような状

況にございます。例えば、旅客・宿泊業、娯楽

などの業種ではダウンしてございますけれども、

小売業などについては伸びているといったよう

な傾向がございます。その傾向は続いていくの

ではないかと想像しておるところでございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今おっしゃったように、

旅館、宿泊、それから娯楽はダウンしている現

在だということで、小売が伸びているというも

のは、市内の中小の零細のお店、自営業などや
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っている皆さんの小売が伸びていると言えるの

かなと、私は非常に懸念しています。 

  といいますのは、自営業者の皆さんで今、税

金申告の勉強をしているわけですが、そういう

方々の中では、３月でやめるか、廃業かという

声がかなり上がっていると聞いております。 

  そういう中で、税収が伸びると考えられるだ

ろうか、私は疑問に思うんですけれども、どう

でしょうか。 

今田浩徳委員長 ただいまの質問は、本予算の質

疑と違う内容と認めますので、この件に関して

の答弁は必要なしと判断いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑に入りた

いと思います。質疑ございませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） では、４点質問させて

いただきます。１つ目が予算書42ページ、２款

総務費１項総務管理費11目市民政策対策費の街

頭防犯カメラ整備事業について、あと２点目が

予算書109ページ、10款教育費５目社会教育費

１目社会教育総務費ということで、ちょっと社

会教育施設についての公共施設Ｗｉ－Ｆｉ整備

事業についてというところ。それと、もう一つ

が予算書109ページ、10款教育費５目社会教育

費７目重要文化財旧矢作家住宅管理費のことに

ついて、あともう一つが、予算書のどこに書か

れているかちょっと分からなかったところがあ

って、昨年度から始まっている事業が継続され

ていると思うんですけれども、多分、予算書59

ページ、３款民生費２項児童福祉費２目児童母

子措置費の子ども家庭総合支援拠点のことにつ

いて、４点お聞きいたします。 

  まず最初の、街頭防犯カメラ整備事業につい

てということなんですけれども、新規事業とし

て、令和４年度、令和５年度と街頭防犯カメラ

整備事業を行うということです。交通事故が多

発する交差点や通学路に設置して、犯罪や事故

等の事件発生を未然に防止して、安全で安心な

地域づくりを行うということなんですけれども、

今回８か所ですか、来年も８か所ということな

んですけれども、具体的に場所などが分かりま

したら教えていただけたらと思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 防犯カメラの設置事業につい

ての御質問でございます。 

  今回、令和４年度、市内８か所に設置を予定

してございます。今現在、既に市内８か所に設

置済みではあるんですけれども、それに加えま

して、来年度も８か所ということで考えてござ

います。 

  その場所につきましては、市内の交差点、通

学路の要所、それから防犯上の要所、例えば今

年度、令和３年度ですと、金沢のアンダー、東

山に向かうアンダーに、見渡せるようなカメラ

を設置したんですが、警察のほうから、防犯上

ここに設置をお願いできないかというお話を受

けて設置したものでございます。 

  このような形で、来年度、候補地を何か所か

うちのほうで設定してはおるんですが、それ以

上、関係機関と打合せいたしまして、正式に決

定していきたいと考えております。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） いろいろ関係機関と共

同して場所を決めているということなんですけ

れども、具体的に場所、例えば交差点でしたら、

多分市道とか県道とかにかかわらず、やっぱり

交通事故の多発場所とかに取付けされているん

だと思うんですけれども、具体的に場所を教え
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ていただけないでしょうか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 平成４年度と５年度、８か所

ずつという形で……（「令和」の声あり）失礼

しました。令和４年度と令和５年度、２か年に

わたりまして８か所ずつということで考えてお

るところですけれども、具体的にということで

ございますが、まずは若葉町アンダー、東山ロ

ータリー、金沢の地下道、それから新庄小学校

の丁字路、沼田町の交差点付近、それから駅東

駐車場。全部申し上げたほうがよろしいのでし

ょうか。小田島町交差点、それから石川町交差

点、昭和交差点、鳥越交差点付近、住吉町交差

点が２か所です。それから、松本の一方通行の

入り口の中から今現在考えているところなんで

すけれども、先ほど申し上げましたように、学

校関係者とか警察等の意見を調整しながら決め

ていきたいと思っております。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。

これから設置されるということで、市内が中心

のようでしたけれども、さっき昭和の交差点と

言いましたか、ちょっと聞き間違い。すみませ

ん。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 大変失礼いたしました。昭和

シェル。「シェル」が抜けておりました。場所

としては栄町付近になるかなということでござ

います。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました。昭和シ

ェルのですね。本当に市内中心ということです

けれども、私も泉田地区なので、ちょっと最近、

ひき逃げ事故とかいろいろあったので、やっぱ

りそういったところもあれなのかななんて今、

一瞬思ってしまったんでしたけれども、やっぱ

り防犯カメラというものも大事ですので、よろ

しくお願いします。 

  今年度、最上広域のほうでも、ゆめりあに防

犯カメラを約30台、新しく更新したということ

ですので、やっぱり危機管理の上でも大事だと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、２つ目ということで、公共施設Ｗ

ｉ－Ｆｉ整備事業ということで、主にちょっと

社会教育施設のところでお聞きさせていただき

ます。 

  今年度、事業費138万3,000円ということで、

国庫補助金と、あと地方創生臨時交付金で行う

ということなんですけれども、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により増加したオンライン会議

やイベントの需要に応えるために、エコロジー

ガーデン及び社会教育施設において、ネットワ

ーク環境の整備をして、利用の利便性の向上を

図るということですけれども、ちょっとこの件

に関して12月の一般質問で、施設におけるＷｉ

－Ｆｉ設置状況ということで質問させていただ

いたとき、課長より、生涯学習施設においては、

以前、事務所近くにおいてＷｉ－Ｆｉなどは使

えることができるんだけれども、各部屋で利用

者の方々のＷｉ－Ｆｉは使用がまだできない状

態であるとおっしゃっていて、可搬式のネット

ワーク機器の貸出しなども行っているというこ

とだったんでしたけれども、今回は、この公共

Ｗｉ－Ｆｉ整備事業というものは具体的に、本

当にオンラインによる会議とかイベントが各お

部屋でもできるということなんでしょうか。詳

しい事業内容を教えていただけるとありがたい

です。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 社会教育施設におきます

施設のＷｉ－Ｆｉ設置状況でございますけれど
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も、基本的に各お部屋に可搬式、動かすことが

できるＷｉ－Ｆｉのルーターを設置いたしまし

て、そこにおいてオンライン会議や、そういう

ことができるような形で対応したいと考えてお

ります。 

  設置する可搬式ルーターとして、同時に50台

程度がつないでいっても影響を及ぼさないよう

な形のものを置きたいと考えておりますので、

十分、会議などにおいて御覧いただくことにつ

いては問題ないのかなと考えてございます。よ

ろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 今、オンライン会議と

かすごく多いんですけれども、やっぱり今後の

効果についてどのようにお考えでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 現在も、指定管理者に管

理していただいている施設において、指定管理

者で可搬式のルーターを導入したところ、会議

においての利用もかなりお申出があるというこ

とのお話をお聞きしておりますので、今回この

ような形で各施設に導入することによって、そ

ういう部分も促進できるかと思いますけれども、

あと実際、会議などそういうもので直接お部屋

で使うということがない場合については、施設

におけるフリーＷｉ－Ｆｉというような形で、

ロビーなどにおいて市民の方からも利用いただ

くような形にしたいと考えておりますので、併

せて市民の方々の利便性の向上ということで考

えているところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ちょっと中止になって

しまったんでしたけれども、東京でやっている

イベント、東京の方とのオンライン中継という

ことで、先日ゆめりあで何かやる予定だったん

ですけれども、やっぱりそういったことが本当

に、遠くでやっているところとオンライン中継

でいろんな情報を入れたりとか、そういうこと

も本当にできればいいなと思います。 

  また、前も言ったときがあるんですが、各そ

ういった社会教育施設とかで老人会の方たちが

集まって、オンライン100歳体操とか、会話も

できれば、こういう時期にはいいかと思います。 

  それと、今年の１月の読売新聞の記事で、ウ

ェブで自治会というものがあって、やっぱり自

治会役員が高齢化する中、担い手確保にもデジ

タル化が一役買っているということで、何か電

子回覧版みたいなものがあって、何か若い方が、

それでしたら若い方もいろいろ自治会の情報が

分かるということですので、そういったウェブ

などを使って、いろいろ情報伝達ができるよう

に今後もよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、３つ目なんですけれども、重要文

化財旧矢作家住宅管理事業費ということについ

て、地元のところで、やっぱりちょっと回って

いますと、よく、矢作家はどうなっているんだ

ということで聞かれますので、ちょっとそこに

対して質問させていただきます。 

  昨年度から耐震改修工事ということで、令和

５年の完成に向けて、調査、計画、耐震補強、

そしてまた今後、屋根のふき替えなども行われ

るのではないかと思います。 

  今回、半分が起債で、残りが一般財源で、ま

た今年と来年かけて改修工事というものが行わ

れると思うんですけれども、来年度含め２年で

どのように行っていくのか、その工程を教えて

いただきたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 矢作家住宅の耐震補強の

部分につきましては、令和２年度に一番最初に

調査に入りまして、文化庁の調査官の指導を基
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に、どのような形にしていくかということの協

議を進めてきたところでございます。 

  そのことを受けまして、来年度につきまして

は、まず矢作家住宅の屋根のふき替えを中心に

考えておりまして、そこに対する改修工事、ま

ず来年度につきましては屋根のふき替えのため

の部材の購入ということを考えています。２か

年事業でお願いすることにつきましては、やっ

ぱり、かや屋根でございますので、その部材の

調達を早いうちにさせていただきたいというこ

とで、令和４年度につきましては、その部材の

購入をして、令和５年度には、春というか、雪

解け早々にはふき替えに進めていきたいと考え

ておりまして、２か年事業とさせていただいた

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） では、令和５年度の完

成に向けてということでなんですけれども、ち

ょっと今コロナ禍でなかなか、民話まつりとか

もできないようになってしまっているんですけ

れども、文化財ということなので、今後この望

める効果というか、どのようにお考えでしょう

か。歴史まちづくり計画にも位置づけられてい

るものでありますので、利活用とかはどのよう

に考えているか教えてください。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 旧矢作家住宅につきまし

ては、江戸中期の古民家というか、農家の代表

的な形をなしているということで、重要文化財

ということで捉えているところでございます。 

  そのような中、やっぱり民話語りをそこでし

ていただいたりとか、新庄を訪れた方々につい

ても矢作家を御覧いただくという部分がござい

ますので、観光などにおいても寄与するのでは

ないかと考えてございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ぜひ今後もよりよい形

で利活用ができればと思います。整備計画、整

備事業、よろしくお願いいたします。 

  それと、ちょっと最後なんですけれども、子

ども家庭総合支援拠点ということで、昨年度の

あれに出ていたんでしたけれども、児童福祉法

に基づき、児童及び妊産婦の福祉に対して、事

情の把握、情報の提供、相談、調整、指導、関

係機関との連絡調整で、その他必要な支援を行

う拠点ということで、庁舎内に昨年設置された

わけなんですけれども、その後の利用状況とい

うものはどのようなものでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子ども

家庭総合支援拠点事業としましては、昨年10月

に設置いたしまして、１階の相談室を整備した

ところでございます。 

  こちらの事業としては載ってはいないんです

けれども、予算書の59ページの児童母子措置事

業費、この中の会計年度任用職員報酬とありま

すが、この３人の報酬になっておりますけれど

も、このうちお二人が家庭児童相談員となって

おりまして、この事業の子ども家庭相談員とい

うような位置づけにして、国からの補助金を充

てているところでございます。 

  こちらにつきましては、一歩一歩お子さんと

一緒に進んでいってほしいということで、とこ

とこルームという名称をつけさせていただきま

して、必要に応じて相談のための部屋として活

用しているところです。 

  ２月現在になりますけれども、相談としての

利用は、部屋としては五、六件ではございまし

たが、そうしたもののほかに、入所のための御
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相談で、ちょっと子供の様子も見せていただき

ながら相談をしたケースもありまして、ちょう

どお母さんと、それから少し遊びのスペースも

ありますので、お子さんの状態なども見せてい

ただきながら、相談を受けさせていただいたと

ころでございます。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 人件費というところで

予算書に入っているということですね、家庭児

童相談員ということで、分かりました。 

  ２月現在、五、六件ということですけれども、

すごく、中を見せていただいたんですけれども、

子供が遊べるスペースもあって、ゆったりと相

談できるような場所になっているなと思わせて

いただきたいと思いますけれども、ちょっと、

あまり使われていないとしたら、やっぱりその

原因とか今後の対策とかはどのように考えてい

らっしゃるでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 御相談

につきましては、その部屋だけを使っていると

いうこともないということもありまして、福祉

フロアにある相談室ですとか、随時、ケース会

議と呼ばれる会議で、支援の必要なお子さん、

家庭についての事細かな会議をする場合もあり

ますので、少し広い会議室が必要である場合も

あるものですから、そうした使い方をしており

ますが、お子さん連れの個人的な御相談などに

は積極的に利用し、また使いやすいようにして

いきたいと思っているところです。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 分かりました。いろん

なところで相談業務に乗ってくださってよかっ

たと思います。本当に子供連れの方にはすごく

いい場所だと思いましたので、ぜひ、さらなる、

また使われ方というか、いい形でされますこと

を希望させていただきます。以上です。 

今田浩徳委員長 ただいまより１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  他にございませんか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） このたび、私からは１

点となります。 

  それでは、82ページ、７款商工費３目観光費

のうちの新庄まつりｉｎ巣鴨山車派遣事業実行

委員会負担金1,571万8,000円についてお伺いし

ます。 

  この事業については、今年１月６日、産業厚

生委員協議会で初めて示されたものであります。

当日は、ほかの案件も当然ありましたが、この

件については報告だけということで、質疑もな

く一方的に終了したということで、当時、私も

１つ２つお聞きしたかったんですが、その機会

はなかったという、非常に、１月６日、残念に

思った案件でございます。 

  改めて、この事業の中身、内容をお知らせく

ださい。そこからお願いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 82ページの山車派遣事業

についての御質問をいただきました。主要事業

の概要の14ページにも記載されておりますけれ

ども、こちらの事業につきましては、令和７年

に新庄の藩開府400年を控えまして、新庄まつ

りの知名度向上というようなことで、藩祖、戸
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沢政盛公の入部400年となるこの令和４年の年

に山車を派遣していきたいということでござい

ます。 

  期日につきましては、今年の11月の第１土日

ということで、場所については受入れ実績のあ

ります巣鴨地域、派遣内容につきましては、山

車、それから、囃子、あと前回は派遣しており

ませんが、神輿渡御行列ということで考えてお

ります。 

  前回の平成29年度の派遣の際は３台で、山車

と囃子のみというようなことでありました。そ

のときの運行経路については、大学から出て、

大きい明治通りに出てから、都電荒川線の踏切

を渡って、巣鴨駅のロータリーを回るというよ

うな行程でありましたけれども、今回につきま

しては、ＪＲの巣鴨駅のロータリーを回らない

コースを通りたいなと考えているとこでござい

ます。 

  前回の平成29年と違うところは、大学から直

接、来ていただきたいと前回はオファーがあっ

て、その流れから、山車を派遣し、その後、大

正大学とのフィールドワークの受入れ、それか

ら物産の販売のアンテナショップ等々の開設に

もこぎ着けたところでございます。 

  そのような中で、ちょうど400年を迎えると

いう節目のプレ事業ということで今回実施した

いということで御提案しているものでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） では、あと二、三、ち

ょっと聞いていきます。 

  前回といいますか、まだ過去に１回しかされ

ていないわけなんですが、平成29年10月に１回

目、それから約、今度、今年の10月となると、

５年間これをやっていないわけです。これはな

ぜ、この空白の時間が起きたのかをちょっと、

なぜでしょうか、教えてください。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 山車派遣については、毎

年その山車を持っていくということもできませ

んし、ある程度の資金的なものも準備も必要だ

ということで、ちょうど、このたび提案させて

いただいているものが、400年のプレ事業とい

うような位置づけで実施できないかということ

で検討していたところ、ちょうど令和４年度が

いいのではないかということで御提案申し上げ

ているものでございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） １月６日の資料により

ますと、平成29年、１回目の成果として、新庄

まつりのＰＲとプロモーション、新庄市の知名

度の向上に大きく貢献した実績があるという文

言が載っていますけれども、これは具体的に、

例えば、平成29年の10月に行っていますから、

平成30年の８月に、東京都巣鴨、この周辺から

大勢の東京の方々が新庄まつりに来られたのか

なと、この文章を見る限り感じるんですが、具

体的にどういった貢献、実績があったのか。数

字で何か表せるものはありますか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 具体的な数値ということ

で、押切委員から御質問がございました。実際

には、大正大学の外郭団体で、ティー・マップ

という旅行代理業を行っている部署がございま

す。そちらを介して、東京巣鴨方面からの新庄

まつりのツアーの造成もしていただいたところ

でございます。人数については、現在手持ちに

ございませんので、はっきりと申し上げること

はできませんけれども、そちらからの受入れも

多く実施できたということで御理解いただけれ

ばと思います。 
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６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 私は、ここ２年ほどの

コロナ禍、当然新庄も、特にここ数週間は新庄

も随分、20人、30人という数値が出て、飲食店

のみならず、関係する、経済的には非常に困窮

している。また、そういった飲食、観光に限ら

ず、例えば農家においても、米価の暴落に近い

ような下落、また去年、今年と大雪に見舞われ、

独り住まいの高齢者中心に非常に難儀したこの

２年を考えれば、私は約1,570万円使って東京

に新庄まつりを持っていくというものはどうも

理解できない。これは市民の理解が得られない

のではないかと思うんですよ。 

  もっとほかに予算を振り分けて、今言ったコ

ロナ禍、米価の下落、大雪対策に使ってはどう

かなと思うんですが、その辺どう思いますか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま押切委員からる

る御提案ありましたけれども、今回の財源につ

いてはまつり振興基金ということでございます

ので、新庄まつりに特化した使用の仕方という

ようなことでございます。 

  御提案いただいたような大雪対策ですとか、

そういったものの使途には向いていないのかな

と思いますので、御理解いただければと思いま

す。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 特別会計、まつり振興

基金からの繰入れということは分かりますけれ

ども、これは元をただせば当然税金なわけで、

たまたま財布がちょっと違う、ちょっと名前が

違うだけで、ちょっと納得できないと思います。

どうですか、納得できませんけれども。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 この背景には様々ございます。今、

２月の中旬から、この地域のコロナが非常に蔓

延して、経済的に非常に厳しいと。そんなとき

に、祭りなど行っている暇はないんだろうとい

うような時期的な問題もあるかと思います。 

  これについて協議したのは11月、上京した折

に、何らか応援したいというような形が向こう

から提案され、前回は全て向こうからの費用で

お祭りを呼んでいただいたと、1,500万円頂い

たということです。 

  今回については、ふるさと納税というような

ことをベースに考えておりまして、関東近辺か

ら非常に多くの支援をいただいている、納税い

ただいているという方々に対して、何らかの形

でお礼できないだろうかというようなこともご

ざいました。 

  そうした中、11月というのは緊急事態宣言が

解除されて、そして予算要求の段階ということ

で、半年後のこれを想定しているということは

全然ございません。ですから、逆に言うと、収

まってほしいなという思いであります。このま

まコロナとして取り扱われるときに行くことは

不謹慎であり、当然中止というようなことにな

るわけです。 

  しかし、新庄まつりの起源、市民が疲弊した

ときに大きな祭りをやりながら盛り上げるとい

った原点に返っても、大切なことだなと思って

います。 

  また、担当課との話合いの中では、提案を受

けているものが、行く際には地元の観光業者の

バスを使うなどと、そういうような意味合いで

応援ができるのではないかというような話もい

ただいている、担当からはそういう話を。なる

ほどなというようなことで。観光業は、誰も人

が来てくれない、誰も乗ってくれないと。では、

自らどうやって使うのかといった場合、こちら

から行くか、向こうから呼ばれてくるかという

ことになるのかと思いますが、市内の観光業者
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もそういうような形で協力できて、応援できた

らいいなという思いもある。 

  当然、令和７年、開府400年という大きな事

業があります。そのプレの中で、当年の令和７

年はできないと。前年についてもかなり厳しい

だろうというようなことで、令和４年か令和５

年というようなところで収まりそうだという予

測の下にあったということはぜひ御理解いただ

きたいなと思っております。 

  やはり、新庄まつりがちょうど、作成する場

所、そして受入れ体制、それから、これまで５

年前にやったときの警察あるいは交通事情、そ

うしたことが、前回のクリアのときは職員は何

度も何度も足を運びまして説明し、理解をいた

だいたということがございます。東京のあれだ

けの人混みと車の数の中で、簡単に、はいそう

ですかというふうなことは、警察も向こうもい

かない状況でありますが、前回行ったというこ

とで、非常に向こうも協力的であるというお話

を聞いております。そんなことも総合的に考え

ていると。 

  押切委員のおっしゃることについては、別の

経済対策ということではあろうかと思っており

ます。これについて、３月30日に臨時議会をお

願いしたいなと思っているところでございます。 

  それについては、本当に２月中旬から始まっ

たコロナ対策で疲弊している部分、さらにはウ

クライナ戦争で非常に状況が変化してきている

中での経済対策については、十二分に今、内部

で検討しているところであります。これは別個

に考えていきたいと。それがあるからこっちに

充てる、あれが、こっちがあるということでは

なくて、そのお金はふるさと納税に寄附してい

ただいた方に対する、向こうに、新庄が元気だ

よということを見せることも大事ではないかな

というような思いをしているところであります。 

  決して強引にやるというつもりはございませ

んので、結果的に、コロナとか様々な諸事情が

許されなければ、イベントを全て中止あるいは

延期ということもやってきましたので、しかし

予算を上げていない以上は事業は実施できない

と。半年後、本当に今できることは何だったん

だといったときに、あれをやっておけばよかっ

たなと、市内の業者も、それによってバスを使

えたねと。皆さんからいろんな御意見をいただ

いて、盛り上がって、そしてコロナに負けない

ぞというような状況ができればいいなと思って

います。 

  御心配なさる資金については、先ほど申し上

げたような形で、ふるさと納税、大変、高額頂

いたお金でありますので、大事に使いたいなと

思いながらも、お返しするということもとても

大事なのかなという思いをぜひ御理解いただき

たいと思います。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） では、もう一つ確認し

ておきたいと思います。 

  山車若連、囃子若連、あと、神輿担ぎの３団

体、これは今現在、去年のうちからもお話は当

然、相談はされていると思いますけれども、今

日現在、人数だとか、集まれそうですか。それ

と、その合意形成とか了解とか、どの辺まで話

が進んでいるのか。ちょっとお聞かせください。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 こちらの想定としまして

は、山車につきましては２若連で約20名程度ず

つの40名、それから、囃子につきましても２若

連で各20名程度の40名、それから、神輿渡御行

列につきましても、神輿については、ちょっと

持っていけないのかなと考えてございますので、

ちょっと新庄として、ほかでは珍しい挾箱であ

りますとか、傘回しなどの数十名程度を予定し

ております。 

  一度、各若連については打診はしているとこ
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ろでございます。現在のところ、各連盟なりで

協議をしていただいているところでございます

が、現在のコロナの状況からすると、なかなか、

はい、すぐ、そうですかというのは言えないの

かなというような状況があると思います。 

  今後、まつり実行委員会が４月に開催されま

すので、その開催の状況、それからコロナの状

況も併せて見ながら、粘り強く御協議していき

たいと思います。よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ほかにござませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 最初にちょっと、項目

を述べる前に、先ほどの山科春美委員の矢作家

の改修ということに関連して、ちょっと質問さ

せていただきたいと思います。 

  予算書を拝見しますと、恐らく来年度、実施

設計に入るのかなと。何を今さらと言われるか

もしれませんが、やはり大きなお金をかけて、

重要文化財としての位置づけをまず守ると。 

  ただ、私はちょっと考えることは、山科委員

の質疑にもあったように、それをすることによ

って効果は何だということでございます。やは

りそこは、泉田は地元なので、ちょっと私も表

現を工夫しなければいけませんけれども、文化

財、そこだけ１か所、それよりは、もしかして、

新庄市が抱える施設で関連性のあるようなとこ

ろに移築してしまって、１か所、例えば市民の

方でも、よそからお越しになる方でも、１か所

に行けば市の文化財が２つ見られるんだという

ような考え方はちょっとできますか。そんな余

地はございませんか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 国の重要文化財である建

造物でございますので、たくさんの市内外の方

から御覧いただくということはとても大事なこ

とというか、ありがたいことなのかなと思って

いるところでございますけれども、やはり矢作

家住宅につきましては老朽化が進んでおりまし

て、ここ２年、３年の計画の中で、今の部分を

大規模改修をさせていただきたいということで

進めている事業でございますので。今の萩野に

あるというか、その地区においての屋根を中心

とした改修工事を進めさせていただきたいと考

えてございますので、よろしくお願いします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 何を今さらという話を

するので恐縮なんですが、やはり、今回は国の

お力も借りて改修事業をすると、これはオーケ

ー。やっぱり、でもその預かった以上は、新庄

市としてはそれを維持管理しなくてはいけない

んですよ。 

  先ほど私は、市民をはじめ来訪者から見てい

ただくという観点でいきましたけれども、やは

り同じような種類の施設を近くに何か所か、少

し集めておけば、その後の管理経費が少し安く

という言い方は変ですけれども、より効率的な

管理ができるのではないかといった観点で申し

上げました。 

  なお、この事業に関しましては、これはでき

れば予算を順次執行していく上で、プロセスを

常任委員会で結構ですので、そちらに進捗の状

況を報告するような、今お考えはあるのか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 事業の進捗状況について

は、各議会に御説明させていただきながら進め

ていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） それでは、私が準備し

たことをちょっとお伺いします。 

  時間の都合で全部行けるか分かりませんけれ



- 207 - 

ども、初めに項目だけ上げさせていただきます。

予算書37ページ、２の１の７の企画費、やまが

たＡＩ部運営コンソーシアム負担金、それから

56ページ、３の２の１、児童福祉総務費、民間

立保育所等施設整備費補助金、それから予算書

74ページ、６の１の４、畜産業費、畜産所得向

上支援事業費補助金、それから88ページ、８の

２の２、道路維持管理費のうち、街路樹剪定に

係る委託料、それから、ちょっとこれは関係し

てくるんですが、91ページ、８の４の３、公園

費、施設管理業務委託料、それから90ページ、

８の４の１、都市計画総務費、道の駅測量業務

委託料に関して質問いたします。 

  まず初めに、総務費企画費のうち、やまがた

ＡＩ部運営コンソーシアム負担金ということで、

これは県への負担金の中身だと思いますけれど

も、この事業は今年になって出てきた事業でご

ざいますので、事業の内容、それから今現在ど

のような事業効果を見込んでおられるのか、お

伺いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 やまがたＡＩ部運営コン

ソーシアム負担金でございますけれども、この

コンソーシアム、県と、県内にある各校の各市

で応援してつくっているものなんですけれども、

設立が令和２年８月ということでございました。

それで、今、デジタル化推進基本計画もつくり

ましたけれども、これからますます需要が見込

まれるデジタル人材、若いうちから県内の高校

生とかを育てようということで、民間と自治体

と学術研究の部分がみんな一緒になってつくっ

ているものでございます。 

  それで、これは初め令和２年８月にできたと

きに、県内11校の60名だったんですけれども、

昨年、令和３年に新庄のほうで神室産業高校と

新庄北高が参加しました。それで、全体で13校

の100人となりまして、今現在、令和４年でお

聞きしているところでは、東高校も参加すると

いうような形でお聞きしております。 

  これを横断的にやっていく形で、授業という

よりは部活動というような形で、ＡＩの、それ

ぞれの高校で、例えば高専でいうロボット甲子

園みたいものがありますけれども、ＡＩ甲子園

というような形で、ＡＩを使った自分たちのプ

ログラミングとかを発表していこうみたいな形

でなっていくということで、デジタル人材を若

い山形県の中で育てていこうという事業でござ

いまして、これからのデジタル推進においては

非常にいいのかなと。 

  以前、庄司議員からもありましたけれども、

今のデジタル化の中では、必ずしも学校に行か

なくてもＺｏｏｍのような形でできたりもする

ので、そういったことを若いうちからぜひ学ん

でほしいという意味で、今回、令和４年度から

新たに参加することにしたものでございますの

で、よろしくお願いします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 初めての企画であり、

今、課長のお話をお伺いしますと、ここ３校が

参加される予定だということで、若者にとって

は非常に自分の夢につながるような企画になれ

ばというような、有効な事業かと思いますので。

来年度どのように進むのかということで、確実

に、しっかりしたところで評価していただけれ

ばと思いますが、どうでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 今年度も３月26日に高校

でＡＩ甲子園をやるそうですので、それらも参

考にさせていただきながら、新庄の高校生が本

当にどういうことを学んだかということを私も

令和４年度にしっかり見届けたいなと思ってお

ります。以上です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 
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今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 市の職員の立場ではな

いかもしれませんが、よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、民間立保育所に係る整備の負担金の助

成ということで、この予算に関しては主要事業

にも載ってございますが、新設、新しくつくる

ための補助事業かと思います。あらあらなとこ

ろ、国が２分の１、それから残り、新庄市が４

分の１、それから事業者が残りの分負担と伺い

ました。 

  事業規模、それから全てのものが対象になる

わけではないということから、ケース・バイ・

ケースのことを想定しなければなりませんが、

既存の今ある民間立の保育所あるいは認定こど

も園の施設の状況は決して芳しいものばかりで

はないということで、一部修繕が必要な箇所に

もこの事業を活用することはできるのでしょう

か。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 民間立

保育所等施設整備費補助金についての御質問を

いただきました。こちらについては、まず国の

厚生労働省の保育所等整備交付金交付要綱、そ

れから文部科学省の認定こども園施設整備交付

金交付要綱に基づいて行う予定でございます。 

  こちらにつきましては、やはり様々種別があ

りまして、まず令和４年度の予算に上がってお

りますものは小規模保育施設の創設ということ

で、早速手を挙げていただいていたものがござ

います。そのほか、改築、増改築、それから大

規模改修、それから老朽民間児童福祉施設整備

など、やはり様々制約もございますが、そうい

ったところの改修ができるようなことでござい

ます。 

  特に、大規模改修の、老朽化という部分です

けれども、おおむね10年を経過して使用に堪え

なくなって改修が必要だということであれば妥

当だということで、例えばトイレの増設、改修、

照明、電気設備等などが挙げられることとなっ

ております。以上です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） これは今年度になりま

すか、ちょっと時期をど忘れしましたけれども、

常任委員会でも、民間立の方々の協議会が立ち

上がったということで、委員長に汗をかいてい

ただきまして、我々議員も、どのようなことを、

現状を大体知ることができました。 

  12月議会に入る前にも、課長からは、私ども

の起新の会にお越しいただいて、勉強した次第

でございまして、やはり事業者がどういった考

えをお持ちなのかということは主眼に置きつつ

も、行政としてお手伝いできる部分なのかなと

思いますが、現在のところ、事業者の皆様から、

ここを直したいというような、もし数字的な部

分、何件ぐらい市に寄せられているのか、差し

支えなければ教えていただきたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 この事

業をまず進めるに当たって、各園の状況のヒア

リングを行ったところでございました。 

  各園とも、まだまだ概算の状況で、要望とい

いますか、希望といいますか、そういった範疇

ではございますけれども、令和８年度までの間

で11施設からいただいております。内容につき

ましては、来年度については、新規の開設工事、

そのほか防犯対策ということでフェンスの設置

ですとか、それからトイレの改修、そのほか老

朽化に伴う改装工事、それから移転などを考え
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ていらっしゃる園もあるようでしたけれども、

毎年こちらは見直しを図りながら、協議を行い

ながら進めてまいりたいと思っているところで

す。以上です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 今、課長から、極めて

強い意思表示をしたものと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、畜産業費です。このたび、質問事項に

引き合いに出しました畜産所得向上支援事業費

補助金、これは中身は恐らく畜産の方々が機械

を新たに導入するときの補助なのかなと思いつ

つ、ちょっとお伺いしますが、畜産業のそもそ

もの経営支援という捉え方はできますか、でき

ませんか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 今、委員おっしゃいますよう

に、畜産所得向上支援事業につきましては、農

家の方、団体の方の機械補助ということで対応

させていただいているものでございますけれど

も、畜産農家の減収対策ということでございま

すから、減収対策につきましては、コロナ禍に

おきまして、肉用牛、また肥育牛、繁殖牛の流

通が停滞をしておりましたときに、１頭当たり

5,000円という形で、畜産農家への減収に関わ

る対策ということも一応させていただいている

ところでございますから、考えられないのかと

いうことではなくて、やっぱり積極的に考えて

いくべきものと捉えております。以上です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 一般論をちょっと入れ

ながらいきます。牛の餌となる部分です。鶏や

豚もあるんですが、穀物、いわゆる濃厚飼料と

言われる部分は世界的に需要が高まりまして、

なかなか手に入らない。前提として今、飼料価

格が非常に高騰している状態であります。 

  さらに追い打ちをかけているものは、海外か

らの供給網、つまりサプライチェーンがちょっ

と今ほぼ機能していなくて、畜産業、乳牛、そ

れから繁殖、それから酪農等ありますけれども、

大変、餌の確保に皆苦労しているというような

お話を私は聞いておりますけれども、その辺に

関しまして、農林課は今どのように捉えていら

っしゃるのか、お伺いいたします。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 農林課といたしましても、飼

料等の高騰につながりますコロナ禍、またウク

ライナへのロシアの侵攻、このたびの交付金の

減額等、畜産農家にとっては経営を圧迫する事

態が想定されておりますから、農家の方に直接

お伺いする機会がございまして、お話を聞いた

ところ、何とか今は耐えている状況ですと。た

だメーカーからは、じわりじわりと上がってき

ていますよということで、今後、価格の高騰で

経営が困難であるということも訴えられており

ましたので、今後の状況を注視いたしまして、

国、県と連携の下、適時支援策を講じていきた

いという考えでおります。以上です。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 今、課長の答弁の中で、

国、県と連携したとございましたが、肝腎の国

が、交付金に至っては５年間かけて大幅な見直

しを迫っているということで、それはそれで、

あとは政治的決着を私は期待するしかないので

すが、ですから、その部分に関して、あともう

一つ、今は濃厚飼料の話をしました。牛に関し

ていくと、繊維質、いわゆる粗飼料と言われる

牧草、わら、これを食べないと牛は育たない。 

  新庄市内の例全てということではありません

けれども、例えば私の近所の昭和地区において

は、ある程度規模が大きくて、それぞれ連携を
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保って、各自、自分の餌とする草地を周りの人

から借りながら餌を自給しているんです。 

  今回、再生協議会での決定になろうかと思い

ますけれども、国の言うことを聞いてしまえば、

牧草に関しては今年度、影響を受ける可能性が

ある。その部分、再生協の中で、例えば県でや

るのか、市の再生協でやるのかは別としてです

が、各作物ごとの交付金の見直しとか、これは

できますか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 乾燥した飼料等につきまして

も、農畜連携ということで、家畜を飼育してい

ない農家の方についても御協力いただきながら、

飼料調達をしているということでございます。 

  それで現在、飼料用作物ということで国から

交付されておる金額が１億5,000万円ほどござ

います。何も手だてをしないということですと、

今年から9,000万円の減額になってしまいます。

といいますのも、10アール３万5,000円、播種

をしまして、刈取りをして３万5,000円ですよ

と。播種をしないんであれば、その経費は見る

必要はないでしょうというふうな国の考え方か

ら、１万円と減額をされているということで、

それでは通常、農家の方は、じゃあ、やめたと、

ほかの転作作物を作ってしまうとか、さもする

と水田に戻してしまうという危機的状況も考慮

されます。 

  ただ、今、委員おっしゃったように、再生協

議会で協議するポイントではあろうかと思いま

すけれども、相対で、牧草に対しての支援策、

そのほかは野菜等主要作物に対しての交付金と

いうことで、大枠、入ってくる金額が同じなも

のですから、じゃあ１万円になった牧草に手当

てを回しますかといいますと、それではニラと

かネギ、その他の野菜の分を減額しなければな

らないというふうな、今現在の制度ですと、中

身になっているものですから、一概に牧草だけ

にシフトをしていくということもなかなか難し

い案件だと思います。 

  ただ強いて言えば、１年間播種をして１年で

刈取りをしていただけると。ですから今、青刈

りトウモロコシに55ヘクタールほど作っており

ますので、エンバクであれ、その他１年生の青

刈りトウモロコシにシフトをしていくとか、そ

のための機械補助とか、播種の機械とか、刈取

り機械の補助とか、農家の方、またＪＡの方と

皆さんと協議をしながら、この１年かけて何と

か進んでいきたいなと考えております。以上で

す。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 恐らく今、課長が、１

億5,000万円というものは国からの交付金とい

うことで、大体慣例ですと12月の末頃に支払わ

れるということで、タイムリミットは迫ってご

ざいますが、当初予算では盛り込まないにしろ、

多分畜産の方々は悲鳴を上げるのではないかと

想像しておりますので。 

  ６月なり、９月なり、12月であるかもしれま

せんが、この件に関しては、市のできる範囲の

ことも検討すべきかと思っておりますので、来

年度、議論してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  ちょっと時間がないので、最後に道の駅の測

量の委託料というところで、１月の全員協議会

で、今、整備計画の素案が我々にも示されまし

た。委員協議会等でも質問させていただいた内

容で、相手、今、国と折衝中だというところで、

ちょっと無理な質問をするかもしれませんが、

例えば、本来であれば、素案に示されている代

替施設、整備したいという施設も出ているので、

それに関しては庁舎内でやはり事業費を積み上

げて、大体のところを我々に示すことが、私は

最初なのかなと考えています。 

  今回の予算案として上程されているものが、
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前の全協で頂いた資料を拝見しますと、もう年

度明け早々に入るんです。その辺の執行の時期、

今どのように考えていらっしゃるのか、お伺い

いたします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅に関しまして、今

回、予算計上をさせていただいております道の

駅整備の用地測量の業務委託、あと不動産鑑定

業務委託ということで、２本立てで予算計上を

させていただいているところでございます。 

  こちらの予算の執行時期ということで御質問

いただいたところでございますが、これまでも

国土交通省と一体型に向けての協議をさせてい

ただいておりました。 

  市の方針といたしましても、その内容につい

てお示ししながら協議をさせていただいており

まして、市の意向につきましては、国でもおお

むね御理解いただいているものということで私

どもも認識しているところでございます。 

  この状況で進みますと、新年度に入りまして、

国で一体型の方向性を回答いただけるのではな

いかと期待しているところでございますが、も

し国からの一体型の実施に向けての回答をいた

だけた場合、速やかに市としても連携して進め

られるように、新年度に入りましたら、この事

業については用地の測量と不動産の鑑定業務に

関しましては、この後の用地の確保に向けた事

業展開ということで、国と連携した形で進めら

れるように速やかに執行していければという形

で考えているところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） これは、今、定例会に

おいても、八鍬議員が一般質問の中でお伺いし

ているように、２月の末から広く、誰でも市民

であればインターネット等で市のホームページ

から、市の素案は誰でも見ることができるとい

うことで、パブリックコメントですか、されて

いると。 

  我々は、やっぱり市民の皆様からちょっと質

問が来るものは、どんなことをやりたいのか大

体分かったと。ただ、以前、大体、交通量に合

わせた概算ということで６億5,000万円という

事業費が独り歩きしていて、本当にこの事業に

対して、よしあしを今、判断できない状態であ

ると。 

  ですから、それは国交省の試算に基づくとい

うか、一定の計算方式に基づく金が６億5,000

万円であったとしても、本来あの素案に示され

ているような施設を生かすためには、どれぐら

い事業がかかるんだというところです。 

  私はもう少し、さっきの繰り返しになります

が、示す必要があるのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅に関しましての整

備費用、これまでお示ししている数字といたし

ますと、皆様には当初、一番最初の基本構想か

らしますと９億幾らと、その後、内容について

一度精査をというか、見直しをさせていただい

て、必要な施設分だけを見込んだものとしまし

て６億5,000万円ほどということでお示しして

いるところでございます。 

  その後、内部といたしましても、その内容に

ついて、もう一度精査はしているところでござ

います。実際には、国との協議の中で、施設の

整備の方法だとか、工法だとか、建物のグレー

ドなんていうところにつきましては今後の協議

ということで、変わる可能性は大きくあるかと

思います。 

  ただ、舗装の部分だとか、造成の部分に関し

ましては、おおむね、やり方とすれば、国とし

ても市としても方法とすると、そう大きく変わ
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らないのかなという形で考えているところでは

ございますが、これまでお示ししている数字よ

りは圧縮していくことは間違いなくできると思

って考えております。 

  ただ、数字的なものに関しましては、まだこ

こでお示しできるほどのところまで詰まってい

ないということで御理解いただければと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 時間がないときは答弁

は結構ですが、今年は大雪ということで、街路

樹、それから公園内の植え込み、私はかなり傷

んでいるものと想定します。 

  予算的には昨年度と同じ額を設定しておりま

すけれども、より丁寧な対応をお願いいたしま

す。終わります。 

今田浩徳委員長 ただいまより10分間休憩します。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時５７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  次にございませんか。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） それでは、５点ほど

質問をさせていただきます。初めに、予算書64

ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛

生総務費の特定不妊治療費助成金について、次

に66ページ、４款衛生費１項、同じ保健衛生費、

４目の健康増進費の新庄かむてん健康チャレン

ジ事業委託料について、続きまして81ページ、

７款商工費１項商工費２目商工振興費の移動調

理販売車両等導入支援事業費補助金について、

次に98ページ、９款消防費１項消防費５目災害

対策費の自主防災組織育成事業費補助金につい

て、最後になりますが、100ページ、10款教育

費１項教育総務費３目教育指導費のIＣＴ支援

業務委託料についてお伺いいたします。 

  初めに、１点目は64ページ、４の１の１とい

うことで、特定不妊治療費の助成金についてお

伺いします。子供を希望する夫婦のうち、10組

に１組が不妊症と言われています。さらに、晩

婚化などでこの傾向が進んでいると言われてお

ります。この４月から、いよいよ保険の適用も

始まります。そこで、特定不妊治療費助成金に

ついて、詳細をお伺いしたいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 特定不妊治療についての御質

問をいただいております。 

  委員おっしゃるとおり、令和４年４月からい

よいよ、不妊治療をします市民の方に対して保

険適用になるということで、安心して治療を受

けられる環境が整ってきたのかなということで

考えております。 

  今回、予算に上げております特定不妊治療費

の助成金でございますが、こちらにつきまして

は、保険適用になる間、令和３年度から令和４

年度にかけて不妊治療をしていらっしゃる移行

期の治療計画に支障が生じないようにというこ

とで、経過措置ということで、その分のこれま

でと同様の不妊治療費の助成となってございま

す。以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。所得制限も撤廃されるということで、大変、

またこれから不妊治療に対して進むのではない

かなと思っております。 

  また、不妊症の専門医院というか、機関は５

か所、県内にあると聞いておりますが、新庄最

上地区には残念ながらありません。治療と仕事

の両立の難しさ、そして心理的な負担も大きい

ことから手厚いケアが欠かせないと思います。 
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  政府の2022年度予算案では、不妊症などに悩

む人への相談支援や、当事者に寄り添うピアサ

ポーターの育成事業なども実施が盛り込まれて

おるようです。 

  本市においても、相談体制の充実が大切だと

思いますが、この点についてはいかがでしょう

か。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 不妊に悩む子育て世帯の相談

体制ということでございますが、新庄市としま

しても、子育て世代の包括支援センターを設置

しておりまして、妊娠期から出産、子育て期に

おいて安心して子育てができるようにというこ

とで、相談体制の整備を行っております。 

  また、その妊娠する前の、結局、不妊に悩む

御家族の相談ということですので、そういった

ことに対しても併せて相談体制を整えながら、

皆さんが子供をもうけることができるように、

相談体制を整えながらやっていきたいと思って

おります。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 分かりました。 

  それと、不妊症とは違うんですけれども、不

育症というものもあります。不育症は、妊娠し

ても、２回以上の流産や死産を繰り返し、結果

的に子供を持てないとされるものなんですけれ

ども、関連して一応、不育症の助成については

どのようにお考えでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時０４分 休憩 

     午後２時０５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 不育症の助成についての考え

ということでございましたが、現時点で助成と

いうものは考えてございませんでしたけれども、

そういった治療に悩む方がいらっしゃるという

ことを認識しておりますので、様々な情報を得

ながら今後検討してまいりたいと思います。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 山形県では不育症対

策があるようですので、ぜひお願いしたいと思

います。 

  続きまして、66ページ、４の１の４、新庄か

むてん健康チャレンジ事業委託料について、事

業の詳細をお願いしたいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 では、かむてん健康チャレン

ジ事業についてということで御説明させていた

だきます。 

  こちらは、今年度の令和３年度において補正

を組ませていただきまして、事業を実施してい

るものでございます。スマートフォンアプリま

たは活動量計を活用しまして、健診の受診やウ

オーキングの歩数などを健康行動に応じて参加

者にポイントを付与するもので、市民自らが健

康づくりを実践するために、運動習慣の動機づ

けや定着に向け支援する事業となってございま

す。 

  具体的には、活動量計、普通の万歩計のよう

なものですが、そちらで歩いた分、歩数計をカ

ウントする、またカロリー計算などもなってご

ざいまして、そちらを各社会教育施設であると

か、健康課の窓口、全体で５か所にリーダーラ

イターというものがありまして、それにかざす

と、インターネットを通してデータが蓄積され

るというものでございます。 

  また、皆さんお使いのスマートフォンのアプ

リもありまして、アプリを使いながら、同じそ
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ういったチャレンジ、歩数計をカウントしなが

らやっていけるというものでございまして、そ

の歩数に応じてポイントが多く加算されていく

というようなものでございます。 

  そういったことで、皆さんの、運動しましょ

うという一つのきっかけになるのかなというこ

とで進めている事業でございます。以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 分かりました。ただ、

今の時代、スマートフォンとかお持ちでない方

もいるかもしれません。そういった場合はどの

ようにしていかれるんでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 スマートフォンをお持ちでな

い方に関しましては、先ほど申し上げたとおり、

活動量計といいまして、万歩計のようなものが

ございまして、お一人の方の参加費として

2,000円頂いておりますが、そちらで活動量計

をお渡しして、それを使って参加していただく

ということでございます。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 貸出しをされている

ということで、その辺もしっかり周知をお願い

していただきながら、自らの健康づくりを実施

して、健康長寿を延ばすことにもつながります

ので、さらなる、多くの市民の方が参加できる

ようにお願いしたいと思います。 

  続きまして、３点目、81ページ、７の１の２、

主要事業にもありますが、移動調理販売車両等

導入支援事業費、キッチンカーとなっていまし

たけれども、600万円とありますが、詳細につ

いて再度詳しくお願いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 予算書の81ページ、主要

事業では13ページとなります。主要事業の概要

のほうが分かりやすいのかなと思いますが、こ

ちらの事業につきましては、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響を受けまして、新たに移動調

理販売車両等を導入しまして創業や事業拡大に

取り組もうとする市内の中小企業者、個人に対

して補助金を交付しまして、市内事業者の販路

拡大、経営力の強化を図っていきたいというも

のでございます。 

  内容としましては、補助金が600万円とあり

ます。こちらについては、補助上限額を１事業

体当たり200万円としまして、補助率を３分の

２以内としております。採択の予定件数としま

しては３件をめどとしておるところでございま

すが、こちらは公募を行いまして、早いもの順

ということではなくて、事前に研修会、それか

ら外部有識者を含めた審査会によって、その３

件を決めていきたいと考えてございます。こち

らの研修会を受けた方が、その公募の申請をし

ていただきまして、その後、研修会の講師等も

含めた外部委員会で審査を行って決めていきた

いというようなものでございます。よろしくお

願いします。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。周知をして、そしてまた研修会を開催し、

公募をして採択ということで、３件と今、課長

から話がありました。大まかなスケジュール等

についてお願いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 大変失礼しました。予定

スケジュールですけれども、４月の下旬頃には

募集の周知、セミナー開催の周知を図りたいと

考えてございます。６月には、そのセミナーを

開始しまして、外部講師の派遣をいただきなが

ら、そのセミナーを開催したいというようなこ
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とで考えてございます。７月中には、補助金の

申請、公募の締切りを行いまして、こちらの申

請期間については、おおむね１か月ほどを見て

いるものでございます。それから、８月には外

部審査委員を含めた審査会を開催しまして、８

月下旬頃の補助決定というような形で進めてま

いりたいと考えてございます。その後、その補

助決定を受けた事業者の改装、購入なりが終わ

った段階で実績報告などをいただくということ

で考えているところでございます。よろしくお

願いします。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 分かりました。それ

では、初めての新規事業ということで丁寧に進

めていただきたいと思います。 

  何かエコロジーガーデンの中にも、そういっ

たキッチンカーが集合されるような、そういう、

入っておりました。その点も踏まえながらです

けれども、本当にコロナ禍に負けない新たなに

ぎわいにつながるかなと思って期待をしており

ますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、４点目、９の１の５、自主防災

組織育成事業費補助金250万円についてなので

すが、現在の組織率と、それから今後の組織向

上に向けての取組などについて、お伺いしたい

と思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、お答えさせていた

だきます。 

  自主防災組織の組織率ですが、現在、実際お

話を進めている団体もありまして、またさらに

伸びるのかなと思っているところなんですけれ

ども、現在82.4％になります。 

  今後の自主防災組織の取組ということですけ

れども、やはり住民説明会ですとか、研修会、

それからアドバイザーの派遣事業等活用しまし

て、町内の方々に助言ですとか行いながら、組

織率の向上につなげていきたいと。 

  また、環境課で出前講座等も実施しておりま

すので、そういった町内、地区に出向く機会を

増やしまして、さらに頑張って向上につなげて

いきたいと考えております。以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 82.4％ということで、

分かりました。 

  それと、令和２年度の決算で100万円ほどだ

ったんですけれども、令和３年度はまだ決算を

締めていないのであれですけれども、大体どの

くらい使用されているのでしょうか。防災資材

の購入補助とかについてです。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 まだ途中なんではございます

が、今現在155万円執行しております。内容は、

新規の申込みが５地区、それから２回目以降の

更新が４地区ございました。この金額につきま

しては、対象となる物品について、例えばラジ

オの類い、救助用ロープですとか、毛布とかの

類いとか、大きいものでは発電機等まで様々ご

ざいますので、今現在、合わせまして９地区か

らの申請で150万円の執行となっております。

以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 分かりました。継続

団体にも上限５万円ということで、購入費の２

分の１となっておりますけれども、やっぱりま

だまだ周知が不足なところがあるのかなとも思

っておりますので、その点よろしくお願いしま

す。 

  また、自主防災組織は1995年の１月に発生し

た阪神・淡路大震災を機に全国で結成化されま

した。防災のために最も機能したものは地域住
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民だったと伺っております。被救出者の98％が

住民自らの活動によるものだったと言われてお

ります。 

  本市においては、11年前ですけれども、その

ときは、組織率はもう山形県でも新庄市が最低

で、たしか二十数％だったと思います。現在

82.4％ということで、本当に自主防災組織への

意識の向上が高まってきているのではないかな

と思っております。 

  ただ、結成率と実態との乖離が全国的に課題

になっているようです。メンバーの高齢化と訓

練不足が問題となっており、実際に災害にどれ

だけ対応できるのかとの専門家の声もあると伺

っております。 

  組織の結成とともに、その後の活動、またフ

ォローについてどのようにお考えでしょうか。

お願いします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 自主防災組織のその後の活動

ということでございますが、まずは様々な説明

会、研修会、あるいはアドバイザーの派遣事業

を活用しまして、実際の自主防災組織としての

機能の仕方、その地区の方の避難誘導に関する

こと、また災害の復旧に関すること、こういっ

たことも、助言ですとか、指導を行っていきた

いと考えております。 

  また、新庄市の防災訓練にも地域の方、自主

防災組織の方々に積極的に参加いただいて、よ

り実践的な訓練という形で有事の際に備えてい

ただくような、このようなことでまずは考えて

おります。以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） コロナ禍の中で、避

難訓練もなかなかできない状況の中ではありま

すけれども、やっぱり何といっても日頃の地域

のコミュニティーが何より大切ではないかなと

思っております。今後もしっかりと御指導をお

願いしたいと思います。そしてまた併せて、防

災士連絡協議会等もありますので、連携を密に

してお願いしたいと思います。 

  最後になります。100ページの10の１の３、

ＩＣＴ支援業務委託料についてお伺いします。

ＩＣＴ支援員を配置し、教員のスキル向上、授

業支援、研修等のサポートを行い、児童生徒の

情報活用能力の育成を図ってまいりますと市政

報告にもありました。人員等について、詳細を

お伺いします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

今田浩徳委員長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 ＩＣＴ支援業務委託料に

ついての説明を申し上げます。 

  令和２年度末に１人１台タブレットというこ

とで学校で使い始めましたが、実質は今年度、

令和３年度が１年目として捉えております。 

  現在、やはり教員間でも活用能力に差がある

ことは事実でございます。また、効果的な活用

が各校でなされているんですが、周知について、

まだ十分でないという実態がございます。努力

はしていても個人差ということがあるわけです

ので、これについては定例の議会でも御指摘い

ただいておりました。 

  そこで、授業支援ということで各校の指導の

支援をする人的なサポートということで考えて

おります。具体的には、学校といいますか、学

級数に応じて時間を配分して、その支援員が各

校に訪問するということでございます。大きな

学校ですと160時間ぐらい、あと小規模校です

と年間80時間ぐらいと考えております。 

  具体的には、授業に入っていただくとか、授

業の準備とか、専門的なプログラミングとか

様々な活用が考えられますが、教員のスキル向

上とか、あと苦手な先生に対しての支援とか、

それだけではなくて、実際に授業の中で子供と

も関われるといいますか、低学年の授業などで
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も担任と一緒になって子供に指導をしてもらう

とか、結果的に、教師の支援もそうですが、子

供たちも育成、活用能力が高まるということを

期待した事業でございます。以上です。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） すみません。実際に

支援員さんは何名いらっしゃるんですか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

今田浩徳委員長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 大変失礼しました。まだ

詳細についてはこれからだと思うんですが、基

本的には、市内９校ございますので、全校を回

っていただくということを考えますと、イメー

ジとしましては、２人か３人で回っていただき

たいなと思っているんです。ただ、実際その計

画上でできましたら、同じ日に２校が重なって

しまった場合とかということについても柔軟に

対応いただきたいなと思っておりますので、で

きれば数が多いほうがいいと思っているんです

が、そこはこれから業者の方と相談していかな

ければいけないなと思っているところでござい

ます。 

１６番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

今田浩徳委員長 髙橋富美子委員。 

１６番（髙橋富美子委員） 子供たちも、家にタ

ブレットを持ち帰って、本当に楽しそうにやっ

ている姿を見て、今から本当にこういった時代

なんだと思って、改めているところです。しっ

かり、やっぱり、先ほどもありましたけれども、

教員の皆様のスキル向上、また研修等のサポー

トをしていただきながら、本当に皆さんが活用

できるように、一日も早く望んでおりますので、

今後ともよろしくお願いします。 

  以上で質問を終わります。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） それでは、午前中の歳

入に続いて、歳出の質問をさせていただきます。

歳出ということで、今度は「枝」とか「葉」の

ほうに入っていきたいと思いますが、ページ数

が86ページと90ページ、それから106ページの

３点になろうかと思います。 

  まずはこの86ページ、７款商工費１項商工費

内の廃目整理ということで、財政課長から説明

がありました。今回、まず予算をゼロにして、

今後の感染拡大に応じて、臨時補正予算によっ

て的確に、かつ効率的に実施していくという説

明をいただきましたが、これはやっぱり国県の

支出金等の動向に大きく左右されまして、大変

なかなか予算を当初からつけるということは厳

しい状況は理解しておりますが、なかなか後手

後手に回ってしまって、救済が遅くなってしま

うということがあります。 

  ですから、市として事前に独自のメニューを

考えておくとか、それを準備しておいて、いつ

でも救済措置に回れるような体制を取っていく

必要があろうかと思いますが、いかがでしょう

か。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 大変ありがとうございま

す。原課としましても、後手後手にならないよ

うに、支援メニューにつきましては随時作成し

て準備しているところでございますので、その

時期になりましたら御提案させていただければ

と思います。よろしくお願います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 当然そういう答えにな

ろうかと思いましたけれども、ぜひ、去年とい

うか、毎年同じ時期に同じことの救済をやって

きたという経緯はもうキャリアとして積んだわ

けですから、ある程度は、この時期にこういう

救済が必要だなということを分かってきた時期
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だと思います。その辺をしっかり踏まえて対策

を立てていただきたいなと思います。 

  90ページになります。８款土木費４項の都市

計画費１目の都市計画総務費12節の委託料とい

うことで、先ほど石川委員からありましたけれ

ども、道の駅関連についての予算となります。 

  課長からも、設計、それから不動産鑑定とい

うことで進めていくという内容かと思いますが、

この事業、先ほど石川委員から出た内容で、概

算とか、あと整備関係の内容は重ねて質問いた

しませんが、非常に重要な点として、この事業

を進める上では、何のためにするのかというこ

とをまず第一だと思うんですが、私が考えるに

は、北側、北部の方の利益誘導というものも考

えなければならんということで、これは新庄市

内に限ったことではなくて、金山町、それから

真室川町とか近隣全てを考えた上で、回遊して

いく、お客さんを誘導していくという施策が同

時に必要ではないかなと考えるわけなんです。 

  その辺も一緒に考えて、例えば金山のマルコ

の蔵に寄って、それから真室川の梅の里公園に

行くとか、それから萩野地区の石動神社、それ

から鹿子踊とか、あと先ほど出ました泉田の矢

作家、そして昭和のプラネタリウムとか、そう

いう要所要所を回遊する企画というものを、高

規格道路の推進、進み方と合わせまして施策を

取っていくということで、商工観光課と都市整

備課のすり合わせが必要かと思うんですが、そ

の辺は同時に進めていく施策を取っておるでし

ょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の整備に関しての

目的ということで御質問いただいたところです。

これまでも様々な場面でお話をさせていただい

ておるところでございますが、エコロジーガー

デンの道の駅に関しましては、新庄市の歴史的

な風致も踏まえまして、新庄市の目的道の駅と

して整備を行うということで考えているところ

でございます。 

  また、市内への観光という部分につきまして

も、当然、市街地に向けての点在する歴史的な

資源とか、また観光的な部分での回遊に向けて

も、拠点として活用していきたいということで

は考えているところでございます。 

  また、北部に関しましての、新庄市以外の町

村に対しての誘導というか、回遊というふうな

道筋につきましても、現在のところ、まだ調整

ということまでは実施していないところであり

ますけれども、当然、新庄市内においても観光

の資源として活用できる部分も多く存在してい

るということは認識しておりますので、今後、

商工観光課とも、その整備に向けて、回遊の方

法などにつきましては協議、調整させていただ

ければと思っているところですので、よろしく

お願いいたします。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） やっぱり目的に重みを

持たせないと、市民の方もなかなか納得できな

いという点があろうかと思います。 

  実際は、もう金山町でも道の駅の議論はなっ

ておりますし、かといって、できるかどうかは

別にして、そういうような構想はあることはあ

ると伺っています。 

  それもやっぱりいろんな意味で、新庄市の場

合は、取りあえず１発目の道の駅というものは、

皆様がイメージする、ああいう大きな施設では

ないよということは重々説明はしなければいけ

ないと思うんですが、ある程度そういう風致、

それから歴史、新庄市と、あと近隣の町村のマ

ッチング、うまくできるような施設に積み上げ

ていくということは大事と思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、106ページです。10款の教育費４

項義務教育費１目学校管理費14節の工事請負費
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ですが、これは萩野学園、私の母校になります

が、エアコンの設置工事ということで、これは

大変、エアコン設置ということで非常にいい予

算であろうかと思いますが、ある程度、児童生

徒の学びの場の環境の整備という点では非常に

注目すべき点だと思っております。 

  ただ、設置することだけが目的ではなくて、

その後、効率よく機器が作動しているのかとい

う点のチェックというものが必要かと思います。 

  これはちょっと実際にあった話でありますけ

れども、学園内、教室内隅々と全て暖房が行き

渡るかとか、冷房が行き渡るかと。実際、寒い、

例えば暑いと言う子供もいれば、全体でありま

すと体感の問題もありますので、なかなか、そ

れを一概に全部統一するとか困難でしょうけれ

ども、実際寒くてストーブがちょっと必要だと、

エアコンだけでは寒いということが多々ありま

して、ストーブの購入をしたという実例もあり

ます。 

  例えば、それを購入するにしても、そういう

細かい予算といいますか、その設置後の対応で

きない部分に対する予算というものの取り方を

どのように考えているのかをお伺いしたいと思

います。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 委員長、平向

真也。 

今田浩徳委員長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 萩野学園のエ

アコン設置に関連してでございますが、萩野学

園につきましては２か年で工事、エアコンを設

置していくという考えでございます。単年度、

今年の夏までに何とか早急に終わらせたいと考

えておったところですが、かなり電源工事も必

要だということで、来年の夏までに間に合わせ

るような形で進めたいと考えているところです。 

  通常の維持管理の中で、空調設備ですとか、

暖房等の運営に関しては、一定の基準を設けて、

夏の猛暑の中でも児童生徒の健康等に影響がな

いような形で、冬についても、寒さに対してそ

れなりの対処ができるような形で、学校施設運

営の中できめ細かく対応しているところでござ

います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 明倫学園新設、新しい

学校ということで、かなり気密性が保たれてい

て、非常に、そんなに寒いとか暑過ぎるなんて

いうことはないと思うんですが、ほかの学校を

考えてもらえば、まだまだ気密性に優れていな

い学校、それから、どうしてもまばらに、児童

生徒によっては、私の席は寒い、僕の席は寒い

と言う子供もいるような状況であると思います

ので。その辺の点検とチェック等はよくやって

いただいて、今後どういう対処をするかと、予

算もしっかりつけるような形で持っていっても

らいたいと思います。 

  それから、ちょっと悩ましい質問になるんで

すけれども、これはちょっと委員長にお伺いし

たいと思いますが、ちょっと喫緊な質問になろ

うかと思います。北本町のアーケードの件なん

ですが、当初予算に入っていないということで、

ところが、これは代執行自体がもう予定では４

月の末に行われる、判断するというようなこと

でありますので、この辺を議題にしていいのか

どうかをちょっとお伺いしたいと思います。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時３３分 休憩 

     午後２時３４分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  山科委員に申し上げます。このたびの予算の

内容に加味されておりませんので、この項目に

ついては審議対象外となりますので、御理解の

ほどよろしくお願いします。 
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１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 分かりました。一応、

代執行をやったときに、これは質問ではありま

せんから。ちょっと休憩を取ってもらっていい

ですか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時３５分 休憩 

     午後２時３６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

  山科委員の質問をお受けいたします。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ちょっと御無理を聞い

てもらってありがとうございます。 

  実は、それはテレビ、それから新聞でも報道

されまして、ある程度周知の中に入ってきてお

ります。 

  この事案は、予算執行にも非常に影響を与え

ると思います。４月が過ぎて、５月から、もし

仮に代執行になったときに、予算的に相手方が

払えないという場合は、やはり代執行にもって

いくという形だと思います。このときに多額の

撤去費用がかかるわけです。新聞報道だと

7,000万円を超えるのではないかというような

内容でありましたので、その辺の、ここではっ

きりさせておきたいことは、撤去、その他の費

用請求先、それから事前の対処として、もし未

回収になってしまった場合の担保をどのように

見積もって、この工事に着手するのかという点

をお伺いしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 北本町商店街のアーケー

ドの天井の落下事故の関係での御質問でござい

ます。 

  一般質問のときにも一部答弁という形でさせ

ていただいたところですが、現在命令中の天井

の補修につきましてはおおむね完了したという

ことで、これから北本町の商店街の法人組織へ

請求という形を取らせていただく準備をしてい

るところです。 

  また同時に、命令をさせていただいておりま

した本体の撤去工事ということにつきましても、

現在４月30日までという期限を切らせていただ

いて、措置命令をさせていただいているところ

でございます。こちらにつきましても、期限を

切っておりますので、その期限ということにつ

きましては、法人でも今後手配をかけて解体で

きるぐらいの期間を取っての期限ということで

設定をさせていただいたところでございますが、

今現在、これまで法人とも何度か連絡を取らせ

ていただいて、その期限までの施行、履行に向

けて促している最中ですということでお示しさ

せていただければと思っております。 

  また、その内容につきましては、30日までの

期限とありますので、それまでできるだけ早く

履行していただけるような形での協議、調整を

させていただきたいとは思っているところです

が、実際に４月30日時点で履行がかなわないと

いうことであれば、その時点で予算的なものの

措置と、併せまして皆様への報告等も必要にな

ってくるかなということで考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上でござ

います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 悩ましいところなんで

すけれども、北本町と名称が出ておりますので、

昭和会だとは判断しておりますが、この実法人

名がもう出されておりますので、北本町の方々

にとっては非常にデメリットな面も出てきてい

るのかと思います。 

  なおかつ、この法人名の代表者というものを
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私は把握していないのですけれども、代表者は

誰であって、なおかつその請求をするとすれば、

昭和会に請求になるのか、それとも昭和会に構

成する人員が大変いると思うんですけれども、

その方全て連名でやるのかという点、ちょっと

詳しくお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 現在、請求を出している

相手方ということでございますが、市として対

応しているものとしましては、市道の占用物件

に対しての是正命令ということになっておりま

すので、市の占用権者に関しましては北本町の

法人ということで、法人組織へ請求をするとい

う形で進めているところでございます。 

  その代表者ということでございますが、実際

には、具体的にその代表者として成立している

かどうかということにつきましては、今現在こ

ちらで把握しているものではありませんが、現

在の会としての代表ということで示していただ

いている方を法人の代表として連絡をさせてい

ただいているところでございます。以上でござ

います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） なるべく一般質問のよ

うにならないように質問させてもらいますけれ

ども、代表者個人名、ここでは伏せてしようが

ないと思うんですが、これは、例えばアーケー

ド撤去にもう着手していくという前提であるわ

けですから、その後にも、アーケードがなくな

った後は、今度は雪のことをどうするんだとか

という費用がかかってくる。恐らく１億円近い、

超えるぐらいのお金がかかってくるのかなと思

います。 

  アーケードの整備に関しては、市の管轄であ

ろうから、それは北本町昭和会の方に関係ない

んでしょうけれども、基本的にその原因を誘引

してしまったという責任も出てくると思うんで

す。 

  何を言いたいかといいますと、例えばここで

１億円近い予算の穴が開いてしまった場合に、

今、財政も厳しいということで、道の駅に関し

てもいろんな意見がありまして、それを考えれ

ば、同じようにまた穴を開けるというふうな事

案があれば、なおさら市民の方の反発が大きく

なってしまうと思うんです。その辺をいかに説

明していくかという点が重要かと思う。 

  例えば、過去に別の商店街の方々も全てアー

ケードを撤去して、なお整備してというものが

進んできたと。その方とのバランスも考えない

といけないと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 仮に代執行をしなければ

ならない状況になったということでの仮の形で

のお答えという形になると思いますけれども、

当然ほかの商店街の中での対応ということも、

自分たちの会の中でそれぞれ設置したものにつ

いては撤去もしていただいていたと。その中で、

今回の北本町商店街につきましても、同じよう

な形での整備と管理をしていただいていたもの

ということで理解させていただいているところ

です。 

  今回の、仮に代執行をする形になるというこ

とに関しましても、この請求先といたしまして

は、あくまでも商店街、法人という形での対応

ということで、私どもとしては請求もしていき

たいと考えているところでございます。 

  実際に費用の回収についてどのようになるの

かということでございますが、当然、本来であ

れば法人でその対応をしていただくということ

が大原則となると思いますので、その回収に向

けても、しっかりと回収できるような形で調べ

させていただいた上で対応していきたいと考え
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ているところです。以上でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） これで最後の質問にな

りますけれども、今、課長おっしゃった、回収

の努力はするということで、仮に、一番先の質

問に戻しますが、未回収の場合の担保として何

かがないと、努力しますではなくて、行政代執

行をする上で、後で請求しますからね、分かり

ましたと言われても、その回収の担保がなって

いないわけですから、その辺の担保に関しては

どのように取っておくというか、担保としてど

のように捉えているかという点を最後に質問さ

せてもらいます。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 回収の担保ということで

御質問いただいたところです。 

  実際には、現在も会として成り立っている、

また資産としてお持ちであるものもあると了解

しておりますので、そちらについての原資、資

産も活用していただきながら、回収に向けた計

画をつくってもらいながら進めていくというこ

とが必要になってくるかなとは思っております。 

  いずれにしましても、その担保がないとでき

ないのかということで申しますと、当然私ども

としましては、市道の管理者として利用者の安

全が第一だということがございますので、施設

が壊れて利用者の方が被害に遭うようなことが

ないように、一刻も早く履行に向けて進められ

るよう指導していきたいと思っているところで

ございますので、御理解いただければと思いま

す。よろしくお願いします。（「終わります」の

声あり） 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時４５分 休憩 

     午後２時５５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、質問ございませんか。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 歳入に引き続き、歳出、

よろしくお願いいたします。 

  ページ数です。80ページの２款商工振興費の

学生向け企業見学バスツアーと学生トライアル

雇用推奨金、学生企業訪問奨励金、この学生向

けの予算についてお聞きしたいと思います。 

  コロナ禍で地元就職希望者も多いと聞いてお

りますので、実績等お知らせください。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 御質問いただきました、

最初に学生向けの企業見学バスツアーの負担金

についてでございますが、こちらについては最

上地域の雇用対策協議会へ負担金を支出してお

ります。令和３年度の実績では、小学生の親子

ものづくり企業説明会に児童14名、保護者12名、

参加しております。 

  それから、高校生地元企業の魅力体験ツアー

ということで、生徒41名、それから先生４名が

参加しております。こちらのツアーにつきまし

ては、Ａコースが山形航空電子、それからエッ

サム、ダイユーを回っていただきました。それ

から、Ｂコースが真室川の庄司製材、それから

サニー電子とアクーユマリエＴＡＭＡＨＩＭＥ

を回っていただいたということでございます。 

  それから、学生トライアル雇用奨励金につい

ての御質問もいただきました。こちらにつきま

しては、新庄出身の大学生、それから専門学生

に夏休みとか春休みなどの長期の休みを利用し

まして地元企業で就労体験をしてもらうという

ことで、企業と大学生等のマッチング機会の創

出を図っているものでございまして、こちらに
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つきましては、令和３年度の実績でございます

が、１社で１名の御利用がありました。残念な

がら今年度は少なかったんですが、前年度等は

もう少し多かったのかなと感じております。 

  それから、学生企業訪問奨励金、こちら昨年

度、令和２年度より総合政策から商工に移管さ

れた事業でございまして、事業内容につきまし

ては、最上郡外からの市内事業者への就職活動

を行った学生に対しまして交通費を支給したも

のでございます。職場訪問でありますとか、イ

ンターンシップ、それから採用試験等に対し交

通費の２分の１に相当する額を支給しておりま

す。上限につきましては、１社当たり５万円と

いうことでございまして、令和３年度の実績で

は、２社に対しまして６万4,525円、それから

学生に対しては延べ23名の御利用があったとこ

ろでございます。以上よろしくお願いします。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 続けていくことで、い

ろいろな方たちとの出会いもあって、地元に戻

りたいという方の、やっぱりそういう気持ちに

応えてあげてほしいと思いますので、ぜひとも

続けてほしいと思っております。 

  次に参ります。81ページの、先ほども髙橋委

員からもちょっと取り上げていただきました移

動調理販売車両等導入支援事業の補助金につい

てです。先ほどの内容はもうお聞きしたのでい

いのですけれども、新庄市は冬期が長いので、

屋外で商業活動をすることがなかなか厳しいと

ころがあると思います。 

  先ほどお聞きした商店街の方たちの販路とし

て活用したいという課長のお話も重々分かりま

す。ただし、難しい部分が多いので、軽トラッ

クとか活用の大きいものにも販路を広げるとい

う考えはないのでしょうか。 

  また、３社ということで、いろいろその精査

をするためには、飲食店という枠組みがもう決

まっていらっしゃるのでしょうか。商工会議所

などとも協議とかをされているのかについても

お聞きしたいです。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 御質問いただきましてあ

りがとうございます。移動調理販売車両等導入

支援事業費の補助金でありますので、いわゆる

キッチンカーと言われるものでございますが、

このキッチンカーの種類については、軽のトラ

ックから軽ワンボックスカー、それから大きく

はワンボックス、それからトラックタイプと、

いろんな形でございます。その種類、内装の設

備によっても事業費が大きく変わるものであり

ますので、このたびは上限額を設定しているも

のでございます。 

  また、国等の事業もございますので、こちら

の活用とは別に、市独自の事業というような形

で行ってまいりたいということであります。 

  冬場の活動期間、なかなか難しいのではない

かと、そういうことの御指摘も十分承知してご

ざいます。市内でできなければ、ほかの雪の降

らないところに出張していただくということも

販路拡大につながるものと認識してございます

ので、よろしく御理解いただければと思います。

以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 外貨を稼ぐということ

もまた一つのやり方だということを課長からお

聞きして、なるほどと思いました。 

  もちろん外に目を向けるということも大切だ

と思います。ぜひとも、小さくまとまることで

はなく、やはりこれで評判がよければ、またそ

の枠を広げるとか、次年度にもまたそういう考

えを持つということも大切かと思いますので、

ぜひとも、これから長い道のり、いろいろ切磋

琢磨しながら、皆さんと共にいいものをつくり
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上げていただきたいと思っております。 

  先ほどの歳入のときにお話ししました、ふる

さと納税のことです。37ページの２款総務費、

１、総務管理費の部分なんですけれども、ふる

さと納税事業費のことです。歳入のときから続

きとなりますが、返礼品として、酒田市では木

質バイオマスの発電の電気を返礼品にして、メ

ディアでも取り上げられ、大変注目をされてお

ります。 

  本市でも、もがみバイオマス発電所がござい

ます。市民の皆様に発信するためにも、ぜひと

も返礼品として考えていただくことを検討して

いただきたいと思います。このような考えにつ

いて、前向きに捉えていただけるでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 その件につきましては、

先ほど申しましたように、いろいろと勉強して

いきたいと思います。勉強、勉強ばっかりする

のかと言われると悪いので、今現在、先ほど歳

入で、庄司委員から、市としてもＳＤＧｓに貢

献するようなことは何か商品として検討してい

ただけないかというようなことで、研究すると

いうような形でしたけれども、じゃあ今、我々

は何を考えているかというと、一つは、市内の

横根山工業団地にある会社で食用コオロギをや

っていますよね。これは本当に珍しいと思うん

ですよ。 

  それと、市内の鮮魚店で大豆ミートというも

のもやっているんですけれども、いわゆる動物

の肉、動物を育てている上で、メタンガスの発

生とか排せつ物の処理とか、いろいろなそうい

った部分があるんですけれども、新庄市でこう

いったものをふるさと納税でアピールできれば、

一つのＳＤＧｓの活動としてのＰＲもできるか

なということで。今、御質問いただいたので、

今、我々が考えているＳＤＧｓのところで、そ

んなところもちょっと事業者とやっていきたい

なということで御紹介だけさせていただきたい

と思います。 

  実現できるように、来年度の後輩たちにしっ

かりと指導していきたいと思います。以上です。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 課長のすばらしい熱き

御回答をいただき、ありがとうございます。ぜ

ひともＳＤＧｓに絡めて、新庄市でも発信して

いただきたいと思っております。 

  次の質問になります。84ページ、７の商工費

の湯沢雄勝・新庄最上地域関連連携交流事業委

託料についてです。昨年度は、お互いの市報な

どで、お互いのイベント情報などを発信したり、

雪まつりで稲庭うどんのキッチンカーを招いた

りしたと思います。 

  次年度はどのような計画や企画をされる予定

でしょうか。お答えください。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 新庄最上・湯沢雄勝地域

間連携交流事業委託料についての御質問をいた

だきました。 

  こちらにつきましては、なかなか、今年度も

コロナで実施できるのか危ぶまれた状況ではあ

りましたが、何とか、全てがうまくいったとい

うことではございませんが、ちょっと筋道をつ

けることができたのかなと思ってございます。 

  ただ、こちらから湯沢に行くイベント自体が

中止になったということもございますので、新

年度におきましては、そちらのほうにも新庄か

ら出向いていって、交流をしていけるような事

業ができればなと思っております。 

  また、湯沢からも、うちの各イベントにはこ

れまでもたくさんの事業者も来ていただいてい

ることも、委員も承知のことと思いますので、

そちらも継続しながらやっていきたいと思って

おりますので、今後ともよろしくお願いしたい
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と思います。 

８ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８ 番（庄司里香委員） 山形も秋田も比較的コ

ロナは落ち着いていると、ちょっと前まで思っ

ておりましたので。やはり雪国で、お互いに同

じような規模で、同じような感じでされている

まちだと思っております。湯沢市と提携関係を

続けていただいて、その魅力をお互いに相乗効

果でうまく発信していただきたいという気持ち

で質問させていただきました。 

  私の質問はこれで以上です。 

今田浩徳委員長 今日お持ちの方おりますか。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） それでは、私から質問

させていただきます。 

  ページ数、38ページになります。２款１項７

目、今回、新規事業といたしまして、令和７年

度にやりたいと思っています歴史的風致を生か

したまちづくり推進事業の詳しい内容をよろし

くお願いいたします。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員に申し上げます。

マイクが入っていないようですので、もう一度

お願いします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 御指名ありがとうござ

います。それでは、もう一度再質問させていた

だきます。 

  ページ数、38ページになります。歴史的風致

を生かしたまちづくり推進事業について、令和

４年度から始めて、令和７年度に完成すると思

っておりますが、この事業の詳しい内容につい

てお聞かせ願います。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 予算書のページとしては

39ページになろうかなと思っております。歴史

的風致を生かしたまちづくりということで、令

和４年度中に、12月の完成を目指して計画は策

定してまいります。ただ、この中で、予算の中

にありますように、例えば重点区域整備方針策

定支援業務とか、新しいところで、また歴史的

風致形成建造物調査業務委託料とかとあります

けれども、計画書を策定して、その次の年から、

それがスタートできる、そこまでを令和４年度

でやらなければいけないだろうと思っておりま

す。 

  その一つとして、重点区域の整備方針策定業

務というものは、歴まち計画の重点区域、特に

新庄城址、最上公園を核としながら、新庄駅か

ら新庄城址、このまちの中心地を対象として、

まちづくりの方向性、重点区域の方向性をどの

ようにしていこうかということを令和４年度の

うちに検討して、そして令和５年度からの10年

間の中でやっていきたいと。その中で、基本的

な考え方の整理とか、新庄城址、最上公園やそ

の周辺の町並みの整備のイメージとか、そうい

ったものを令和４年度には策定業務と一緒にや

っていきたい。 

  また、歴史的風致形成建造物調査業務という

ことにおきましては、新庄市内に残る街道沿い

の蔵とか旧家のような、そういったもので未指

定の建物があるわけなんですけれども、そうし

たものを調査しながら、歴史的風致として今後

取り込んでいけないかというようなことも令和

４年度中に調査をしていくという形で、そして

令和５年度から事業が様々動いていけるように

というような形で、令和４年度にやっていきた

いと思っております。以上です。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。今回の

計画では、ハード面のことかなと思っておりま

す。やはりハード面とプラスしてソフト面も充
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実していかなければならないと思っております。 

  それを踏まえまして、ページ数、112ページ

になります。10款５項６目文化財保護費、こち

らにつきまして、やはりこのソフト面の特に要

しては、歴史をやっぱりひもといていかなけれ

ばならないと思っています。そちらにつきまし

て、またページ数、114ページになりますけれ

ども、ふるさと歴史センター事業費については、

古文書整理委託料がついております。そのソフ

ト面においてでも、やはりここも充実していか

なければ、新庄市の歴史がどのように動いてい

るのかも分からないと思います。 

  ハード面とプラスして一緒に進めていき、古

文書の作成料もしっかりと予算をつけて、新庄

市がどのように動いたのかをしっかりとするべ

きだと思います。 

  詳しく言えば、この予算には入っておりませ

んが、学芸員を要は配置したり、やはり歴史を

ひもとく方をもっともっと充実させることが必

要だと思いますが、今回この予算には載ってい

ませんが、今後どのように動くんでしょうか。

そして、やっぱり強化していくということを示

さなければいけないと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 ふるさと歴史センターの

古文書整理業務委託についてでございますけれ

ども、今後、新庄市の歴史について、いかに学

んでいく機会を設けていく考えかということに

ついての御質問だと思いますので、その件につ

いて回答させていただきます。 

  今後、新庄開府400年事業とか歴まちの中で、

ぜひ市民の皆様からも歴史に興味を持っていた

だくと、この新庄市でどういうことがあったか

ということを興味を持っていただく機会を設け

ていきたいとは考えております。 

  その中で、様々な講座開催をしていったり、

あと古文書につきましては、特殊技能というわ

けではないんですけれども、やっぱり外国語の

ような形で、それを読んだり、その内容を把握

することはなかなか難しいものですから、そち

らについての講座を開催しながら、市民の方か

らそういう古文書とか歴史的な部分に触れてい

ただく機会を設けることはできないかとも考え

ていきたいと思っております。 

  古文書整理につきましては、なかなか進める

ことができていない状況ではございますけれど

も、古文書の書いてある、新庄にある団体の方

の協力を持ちながら、歴史センターにある資料、

古文書の整理を進めていきたいと思っておりま

すので、併せてよろしくお願いいたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） やっぱできないとなれ

ば、総合政策課長、必要ではないですかね。難

しいと言っていて、市民を、これは盛り上げる

ことも必要でしょうけれども、できなければ協

力隊の方を派遣したりとか、そういうことを踏

まえて協力的にやっていかなければ、令和７年

度までしっかりとした歴史を学んでいかなけれ

ばいけないと思うんですけれども、そういうこ

とを取り組むのは令和４年度ではないですかね。

その辺、薄くないですか。ハード面でだけでい

いんでしょうか。ぜひともこの辺は予算にしっ

かり取り組むべきだと思うんですけれども、新

庄の歴史を学ぶ部分では、古文書は必要だと思

うんですけれども、その辺の考え方はいかがで

しょう。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時１４分 休憩 

     午後３時１５分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 
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今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 市民の方々から歴史を学

んでもらう機会ということでございますので、

そんなに早急に何ができるということはなかな

かやっぱり難しいのかなと思って、令和４年度

中に新庄市の歴史を全て知っていただくという

ことはなかなか難しいと思いますので。 

  ただ、そういう機会を設けて、小さい子供か

ら成人の皆様までに、そういう機会を設けるよ

うな対応はしていきたいと考えています。 

  また、歴史センターへの学芸員の配置などに

つきまして、今後やっぱり検討、前から申し上

げているところでございますけれども、その辺

人の手当てについては今後考えていかなければ

いけないのかなと思っているところでございま

すので、よろしくお願いします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 市民の方に伝えるには

難しくてできないと言っていましたよね。分か

らなければ、それを教える方が必要ではないん

ですかね。かなり専門的なものですから、外部

から人を呼んで、しっかりして解いていただく

とかをしなければ、今の市民の方々では、人が

足りないと言っているわけですから、その辺の

補充をやっぱり、ふるさと応援隊の方あたりを

しっかり募集してやるとか、やっぱりその辺を

強力にしていかなければ、令和７年度の、要は

まちづくりに関してでも、しっかりソフト面を

強化する必要があると私は思うんですけれども。 

  先ほど、課長の答弁ですと、市民の方に知ら

せると言っていますけれども、知らせる前に学

ぶべきことを学ばなければいけないと思うんで

すが、その辺の考え方をもう一度お聞きしたい

と思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 新庄市におきましては、

新庄市史というものがございまして、そちらを

まず中心に、その資料ということで皆様から知

ってもらう機会を設けていきたいと考えており

ます。 

  なかなか、新庄市の古文書というものは、そ

の古文書の中身を解説したような中で、市史も

できておりますので、そこについては市民の皆

様が歴史を学んで、新庄でどのようなことがあ

った、今後どのように歴史を学んだ上で新庄市

で取り組む、こういうことできるのではないか

と、過去にはこういうことがあったから、過去

を学んで将来を考える上でも、市史などを活用

しながらしていきたいと。 

  古文書の整理について、それとはまた別な部

分であるのかなと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひとも古文書の整理、

解析につきましては積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

  なぜかといいますと、いろんな今、大河ドラ

マにしかり、この新庄市には西郷隆盛が来たと

言われております。そういったことも踏まえて、

歴史的に大物の人が、大人物がこちらに来ると

なれば、市民の関心も強くなると思いますので、

その分析が、解析ができていなければ先に進ま

ないと思います。 

  やはり市民の関心を含むためにも、やっぱり

こういった起爆剤を一つ一つ解析することによ

って先に進むと思いますので、ぜひともこの辺

をもう少し予算をつけて、解析の部分をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  次に、38ページになります。２款１項７目商

工費、昨年の主要事業では、新型コロナウイル

ス対策費として、市出身で市外に進学した学生

に対し、地域産品を活用した生活応援物資を支
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給しております。内容といたしましては、

5,000円程度の新庄市の特産を贈っております

が、令和４年度は贈っておりません。同じよう

なコロナ予防のために、学生がいるわけなので、

なぜ令和４年度はこのような特産品を贈る、要

は施策がなかったのかをお伺いいたしたいと思

います。また、補正で対応するのでしょうかね。

そういったことを含めて、学生に、去年は贈っ

たから今年は贈らないではなくて、全部の学生

に対してひとしく対応するべきだと思うんです

けれども、その辺いかがでしょう。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 学生への特産品の支給と

いうような形で、初年度は、コロナが起きたと

きには様々なことがありまして、２万円給付、

昨年度は5,000円の特産品という形でしたけれ

ども、学生たちにしてみれば、ある程度コロナ

という中での新しい生活様式、２年間で社会的

になってきたのかなということと、あとこちら

から学生にお贈りして、新庄の情報もぜひ届け

させてくださいという２つの面があったんです。 

  そのうちの学生との情報のやり取りというも

のは、今、情報発信、ＬＩＮＥとかも開設、始

めましたし、最上総合支庁でも、県で高校を管

理しているというような形で、学生への情報伝

達の仕方を考えていくというような形があった

ものですから、今のところ、そちらで学生と市

とのつながりというものを強めていきたいと。

特産品事業につきましては、この２年間で終了

でいいのではないかなと判断させていただいた

ところでございます。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 昨年の学生にお聞きし

ますと、この特産品は非常に評判はよかったで

した。新庄市からこのような特産が届いて、す

ごい新庄市が私たちを思っているという言葉を

お聞きいたしました。 

  ぜひともこういう事業は続けたほうが、コロ

ナに関係なく、新庄市が私たちを見ている、そ

して私たちを頼りにしているということは非常

に大事だと思うんですけれども、それをやっぱ

り２年間で終わらせることは非常にもったいな

い事業だと私は思っております。 

  ぜひとも、子供たちは宝だと言っております

ので、そういうことをやっぱり形にするのは新

庄市ではないでしょうかね。情報発信だけでは

なくて、物を贈ること、そして、もらった学生

はかなり心に響いております。そういったこと

を形にすることも市の役目だと思うんですけれ

ども、今後の展開をもう一度お聞きいたします。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 私の範疇ではないんです

けれども、例えば子育てでも、そういった子供

の子育て政策を新しく始めたりとか、様々な形

で新庄市の方に、我々のほうで言えば、地域お

こし協力隊に12月から着任していただいて、移

住・定住とか情報発信とかをしますので、施策

の形というものは変わっていくこともあるとい

うことで、その辺は御理解いただきたい。 

  ただ、そういったつながりを求める新たな手

法も検討しているということで、ぜひ御理解い

ただきたいと思います。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ぜひともこれは続ける

べきだと私は思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、ページ数、63ページになります。４款

１項１目母子保健事業費、主要施策でいいます

と８ページになります。こちらでは新しく産後

ケア事業や電子母子手帳の導入、そしてまたビ

ジョンスクリーナーの導入などをうたっていま

すが、これは新規事業ですので、どのようなも
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のなのかをお聞かせください。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 では、母子保健事業の新規事

業について御説明させていただきます。 

  まず、産後ケア事業でございますが、こちら

につきましては、出産後１年以内の母子に対し

まして心身のケアや育児のサポートを行い、産

後も安心して子育てができる支援体制の確保を

行うための事業となってございます。 

  現在、コロナ禍ということもございまして、

育児不安を抱えたまま外出できずにいる産婦や、

また核家族化が進みまして、なかなか相談しづ

らい、する人がそばにいない、そういった環境

もございます。 

  そういったことで、そういった不安を取り除

くために、助産師が家庭訪問等を行うことで専

門的なケアや指導ができ、家庭や地域での孤立

感や育児不安の解消を図ることを目的として実

施してまいります。 

  次に、ビジョンスクリーナーでございますが、

こちらは備品購入費となっておりまして、こち

らは、子供の中に50人に１人はいると言われて

います弱視の早期発見に向けまして、国におい

ても３歳児健診での屈折検査という検査がござ

いまして、そちらの導入を決めたところでござ

います。 

  屈折検査では、遠視や乱視などの程度、斜視

の有無を調べまして、数秒で弱視のリスクが判

定できるものとなっております。 

  子供自身が小さいこともあって、そういった

見え方を上手に説明できなかったりということ

もございますので、３歳児健診のときに視覚異

常を早期に発見して、適切な治療につなげるた

めに導入するものでございます。 

  また、電子母子手帳でございますが、現在、

妊娠が分かりますと、健康課窓口に来ていただ

きまして、母子手帳を発行してございます。そ

の母子手帳を電子化いたしまして、スマートフ

ォンのアプリによる電子母子手帳というものが

ございます。そういったものを使いまして、今

の情報化社会の中で、スマートフォン、そうい

ったことになれ親しんでおります世代でござい

ますので、そのアプリを使いまして、妊娠中の

記録や乳幼児の健診等の子供の成長記録、また

予防接種のスケジュール管理などが簡単にでき

るというものになっております。 

  また、地域の子育ての配信機能としまして、

情報を発信しまして、孤立の解消、子育ての充

実感の増加なども期待できるところであります。 

  また、急な健診日程の変更等の情報提供もさ

せていただけるということで、母子手帳の通常

のものに併せまして電子化したものでまた活用

していただくという事業でございます。以上で

す。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。ビジョ

ンスクリーナーについてなんですけれども、こ

ちらは医療行為になるのか、ならないのか、ち

ょっと教えていただきたいと思います。やはり、

これでもし発見された場合は、すぐさまお医者

さんに行かなければいけないとは思うんですけ

れども、早期発見、早期治療の場合も含めて、

医療行為に当たるのか当たらないかも含めて、

十分な精査が必要だと思うんですけれども、そ

の辺の確認は健康課ではどのようにやっている

のか。ちょっと確認したいと思います。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 ビジョンスクリーナーにつき

ましては、こちらは３歳児健診ですので、もち

ろんその時点で小児科の先生もいらっしゃるん

ですが、保健師で検査をするということになり

ます。 

  検査結果につきましては、一般の私たちの健
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康診断等でも調べたときにすぐ結果というもの

は出ますが、そういった形ですぐ結果が分かる

ようなもので、健康相談の中で、またその必要

性に応じて通常の検査というか、精密検査とい

いますか、医師の治療のほうに案内していくと

いうような形になると思います。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） そちらのビジョンスク

リーナーについて、新規で導入しますので、ぜ

ひとも、医療行為になるか、ならないかを含め

まして、これをうまく使っていただきたい。要

は、早めに発見していただき、早めに治療して

いただければ治るものでございますので。ぜひ

ともその辺は、新庄市は子育てしやすい、要は、

ことにつなげていただきたいと思います。 

  そしてまた今回、電子母子手帳の導入に含め

てなんですけれども、そういうアプリで今お薬

手帳も一緒に電子化になっておりますけれども、

やはりこういうものを含めて、若いお母さん、

お父さん方には、お薬手帳も電子化することに

よって、要は持ち運びやすい、そして使いやす

いことにもなるんでしょうけれども、そういう

ものについてはどのように検討をしているんで

しょうか。それとも、していなければ、よろし

いんでしょうけれども、いかがでしょう。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 お薬手帳のアプリというもの

も、私も実際に使ってみたことがございまして、

認識してございます。ただ、市として進めると

いうような形では、今、周知等をしてございま

せんが、ただ無料のアプリとなっていると思い

ますので、そういった機会がございましたら、

そういったものもあるよという周知をしてまい

りたいと思います。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 世の中にはいろんなア

プリがありますけれども、お薬アプリも、要は

お薬手帳を忘れたということもありますので、

そういったものもあるということも、やっぱり

勉強、そして検証も必要だと思いますので。ぜ

ひともこの辺の在り方についても、要は利便性

が高くなるということですので、その辺の研究

も一緒にしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  最後になりますが、56ページになります。３

款２項１目民間立保育所等施設整備補助事業で

ございますけれども、こちらの事業についての

内容と、認可外も使えるのかどうか。その辺の

詳しい内容をよろしくお願いしたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 民間立

保育所等施設整備費補助金交付事業でございま

すが、こちらは国の補助要綱等に沿った実施を

したいと考えているところでございますので、

認可外につきましては、この時点では対象外と

いうことにはなっております。 

  ただ、今回初めての事業ということもありま

して、ちょっと細かい点、まだまだ、こちら側

としても研究するところもたくさんあるんです

けれども、できる限り多くの施設の方、要望も

11施設いただいておりますので、今回、来年度

は創設ということになりますけれども、令和５

年度以降も協議を重ねながら、どのようなこと

が必要なのかといったことも聞き取りながら進

めていきたいと思っているところです。以上で

す。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 先ほども石川委員がお

尋ねになったと思うんですけれども、今年度創
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設ということですが、やはり認可外の方々も修

理だったり、施設の増築も含めまして、新庄市

が子育てに優しいまちになるためには、やはり

保育施設のしっかりとした整備をすることが一

助になると思いますので。 

  ぜひともしっかり研究していただき、やはり

新庄市だけではなかなか難しいとなれば、国、

県のほうでも必要ですので、大いに、要は民間

立、そして認可外を含めまして、全部使えるよ

うな政策をしっかり取っていただきたいと思う

んですけれども、いかがでしょう。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 佐藤委

員からは、12月議会のときも認可外の件につい

ては御質問いただいていたところだったと記憶

しております。その際には、現在ある認可外に

ついての補助要綱等見直しをしていきたいとお

答えしたところでございますけれども、当初予

算につきましては、まだその時点で間に合わな

かったといいますか、できなかったというとこ

ろもあるんですけれども、県の補助事業も抱き

合わせでありますので、そうしたところを今年

度見直しをしていきたいとは考えているところ

です。以上です。（「終わります」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかに質問ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

 

散      会 

 

 

今田浩徳委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、３月10日木曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集お願いし

ます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時３２分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

令和４年３月１０日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ６番   押  切  明  弘  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   庄  司  里  香  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １２番   奥  山  省  三  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   石  川  正  志  委員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  委員    １６番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １７番   佐  藤  卓  也  委員    １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

  ３番   新  田  道  尋  委員 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長     
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関 紀 夫 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会   
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１０号令和４年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

今田浩徳委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  欠席通告者は、新田道尋委員の１名です。 

  これより、３月９日に引き続き予算特別委員

会を開きます。 

  審査に入る前に、３月９日にも申し上げまし

たが、再度確認のため、審査及び本委員会の進

行に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議はおおむね１時間ごとに10分間の休憩を

取りながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。質問の際は、必ず予算書のページ数、款項

目、事業名などを具体的に示してから質問され

るようお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、こ

れより審査に入ります。 

 

 

議案第１０号令和４年度新庄市一

般会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 初日の審査に引き続き、議案第

10号令和４年度新庄市一般会計予算を議題とい

たします。 

  一般会計の歳出について質疑ありませんか。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） おはようございます。 

  まず最初にお聞きしたいのは、東北農林専門

職大学、仮称でありますけれども、この件につ

いてお伺いをしたい。 

  ただいま委員長から、款項目にないやつは駄

目だというふうな話がありましたけれども、私

も予算書を見ましたら、専門職大学に関する事

業費の計上はありませんが、質問してよろしい

でしょうか。 

今田浩徳委員長 はい、お願いします。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 実は、令和４年度の施

政方針の５ページに、新庄最上地域初の４年制

大学である（仮称）東北農林専門職大学の開学

を令和６年度に控えており、学術研究拠点とし

ての発展も期待されますと。そのため必要な手

だてをしっかりと整えていかなければならない

と感じておりますという市長のお言葉がありま

した。 

  この件に関しましては、新庄最上地域で官民

一体となって誘致活動をやってきました。かな

りの要望をしてまいりました。このたび山形県

議会の２月定例会で、キャンパスの整備費とし

て13億4,700万円ほどの予算計上がされており

ます。また先般、４日の日ですか、県議会の一

般質問の中で３名の方が専門職大学に関する質

問をされておりまして、これも昨年12月に実施

設計が完了したことを踏まえて、着実に進んで

いるような感じがします。今月の下旬には校舎

建設工事の公告がされると、そしてまた契約後、

６月議会では工事請負契約の議案が出され、７

月に着工と、着実な歩みを進めております。 

  新庄市選出の山科県議の質問の中で、学生が

学ぶ臨地実務実習地の取組を質問されておりま

して、農林水産部長は、昨年３月までに県内全

ての市町村で確保したとなっています。新庄市

の中にも候補地になっているかと思いますが、

それでは今まで新庄市として、専門職大学の開
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学に向けて、どんなお手伝いをしたのか、実例

があれば挙げていただきたいと思います。令和

元年の12月、開学することが決定した後、議員

も何名か専門職大学について質問され、あれか

ら大分たっておりますし、今までやってきたこ

とはどんなことがあるのか。施政方針にもある

ように、必要な手だてをしっかり整えていかな

ければならない。 

  やはり専門職大学は、県が事業主体なので、

そっちのほうは関与できないとしても、サポー

トできる面はいっぱいあると思う。一般質問の

答弁の中で、例えば学生たちの居住空間の確保

とか、通学の足の確保とか、いろいろあったか

と思います。今まで何をやってきたか、お答え

願えますか。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ただいま下山委員のほう

から、東北農林専門職大学に関して、市のほう

で検討してきたことということでございますけ

れども、まず今、御質問にありましたように、

学生の住居関係、あと研修地に関する関係、そ

して学生の足に関する、いわゆる交通に関する

関係というような形で、検討委員会を開いて、

また県とも話合いを進めてきております。 

  それぞれの担当のほうでやっているわけです

けれども、例えば私のほうで言えば、足の確保

につきましては、県の管理監がいらっしゃった

ときにも、カリキュラムはできましたというこ

とで見せていただきましたけれども、なかなか

冬の休みが長いとか、あと土日も生物というか、

生き物を相手にするので、そういったところの

足の確保とか、様々な課題があるというようこ

とをお聞きしております。 

  その中で、我々としても、民間事業者の山交

バスとかとお話をさせていただいた中では、な

かなかちょっと難しいというような形で、県の

ほうには、学生の２年目から現場に行かなけれ

ばいけないので、バスといってもなかなか通年

というのは難しいのではないだろうかというよ

うなお話を聞いたりしておりますので、その辺

のところは県と市町村が一緒になって運営する

方法を考えていかなければいけないのではない

かということで、14日にも、また最上総合支庁

のほうで意見交換会がありますので、学生の足

の確保についてはそのような形で、今後進めて

いかなければいけないというふうに検討してい

るところでございます。 

  あとは、それぞれ言いますか。私のほうは、

そういう形です。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 農林部門でございますけれど

も、新庄最上地域におきましての実地実習地の

確保ということで、既に県のほうに報告をして

いるところでございます。 

  その中で、東北専門職大学ということで、実

習地については広く東北も候補地として設定を

していきたいというふうな旨で御返事をいただ

いているところでございます。以上です。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 都市整備課のほうでは、

学生の生活の場としての住宅の確保ということ

で、これまで市としても検討をしてきたところ

でございます。その中で県のほうとも協議をさ

せていただいてはいるのですけれども、中心市

街地への若者の誘導を図ることも含めまして、

空き家の改修を行って、学生の住宅の確保とい

うふうなことも進めていきたいということで、

検討を進めているところでございます。 

  また、空き家のリノベーション事業以外に関

しても、そのほかの手法についても、市として

できることということで検討は進めているとこ

ろでございます。以上でございます。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 
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今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） それぞれに担当課がや

っていらっしゃる。だけれども、全然見えない

のね。あれほど令和元年に、議会としても県に

対して意見書、設置の要望を出して、かなり例

えば最上総合支庁長や副知事にお願いをしてき

たり、そしてまた、たしか令和元年11月の末で

したか、当初、新庄最上地域の官民挙げて、代

表者20名程度で要望会をするという話がありま

した。でも、ちょうど私そのとき議長をさせて

もらっておりましたので、最上総合支庁長にお

願いをして、新庄市議会は全議員を対象にした

要望運動させていただきたいということで、急

遽、県庁から建設会館に会場を変えていただき

ました。そしてまた、他の７町村の議会の議長

方の御協力も得て、この８市町村議会、定数が

90ぐらいありますけれども、大体80名ちょっと

参加をしました。 

  要望会で、私も議会議員を代表して一言と言

われまして、１分間の時間を与えられました。

１分間に何を話せるかなと。でも、当時参加し

た80数名の議員の代表として、我々の熱意を私

は知事に受け取ってもらったと思っている。そ

の後、12月に新庄市に決まったと。 

  そしてまた、たしかその年の12月の末頃かな、

８市町村の首長と議長の懇談会がありました。

その中で言ったのは、何とかお願いした立場の

中で支援することはできないのかということで、

市長、覚えていらっしゃいますか。覚えていな

いですか、市長。でも、なかなか見えてこない。

例えば、せっかく総合政策、農林、都市整備で

やっているのであれば、外へ対するアピールだ

って必要なのではないでしょうか。新庄市は、

欲しい欲しいと言っておきながら、決まったら

何もしないみたいな形に取られると、これは困

ったものだと思います。 

  総合政策課、課長は２年間の中で、計画を４

つか５つくらいつくって大変だったと思います

けれども、例えば対外的な窓口を、開学支援室

みたいな形で組織化することだって必要ではな

いかと思いますし、あと各種団体ともそれぞれ

にお話しされているでしょう。農林課だって、

農協とか、いろんなところをされているだろう

し、都市整備課だって不動産業界とも話をして

いるでしょうし、やっぱりそうやって庁舎内、

それから官民挙げた形の組織化して一生懸命や

っている姿もやっぱり見せる必要があるのでは

ないかと。その点に対して、何か考えがあれば

お聞きしたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 専門職大学の支援につき

ましては、新庄市はもちろんですけれども、最

上に初の４年制大学ができるということで、最

上８市町村が県と一緒になったプロジェクトチ

ームというような形で検討を進めております。

このプロジェクトチームという部分、いわゆる

本当に最上８市町村で検討しているのだと、こ

この部分がなかなかやはり、今お話を聞くと、

見えてないのかなというふうに思ったところで

ございます。 

  14日にも、また改めまして最上総合支庁のほ

うに行って、８市町村で、今回Ｚｏｏｍになっ

てしまったのですけれども、意見交換をする形

になっておりますので、そのような形で進めて

いるのですけれども、アピールの仕方というの

は、今のお話をお聞きして、考えなければいけ

ないのかなと思った次第でございます。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 専門職大学の支援関係というこ

とでありますけれども、庁内でも関係各課が集

まりまして、随時課題の共有と今後の取組の方

向性ということについて、確認しております。 

  その中で、県からも言われているのですけれ

ども、大きな課題としましては今現在２つあり
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まして、一つは、新庄市の住宅事情ということ

になるのですけれども、学生用を中心とした間

取りのアパートが少ないということがあります。 

  あともう一点が、交通手段をどうするのかと

いうような、２つの大きな課題は県も相当気に

しているところなんですが、市のほうの検討の

状況ということになりますが、アパート、学生

用の小さいワンルームタイプのアパートについ

ては、今現在県と協議しているところでありま

すし、そのほかに市としてどういうふうな取組

ができるのか。不動産関係業者の開発の部分と

いうことも出てくるのですけれども、その部分

について具体的に検討しているところでありま

す。 

  あと、交通手段については、山交バスの運行

の状況がどうなるかという部分はありますけれ

ども、実際、学生の方が実習先に行く際は自家

用車となるケースが相当ありますので、その部

分をどういうふうにして、実際何人乗るのかと

いうところが、結構捉え切れない部分もありま

すので、そこも含めて課題を整理していく必要

があると考えております。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 令和６年に開学するわ

けですよね。そうすると、その前に学生募集が

始まる。学生だって、その学校のよしあしもあ

るけれども、その場で生活するのに必要な要件

というのも勘案しなければならないのです。開

学してから整えるのではなくて、ある程度開学

前に、受験生にアピールする要素も必要なのだ

ろうなと思います。それはしっかり進めていた

だきたいと思います。 

  実は、たしか昨日、舟形町の予算が通りまし

た。その中で、東北農林専門職大学関連造成事

業という形で4,500万円が可決されたと思いま

す。これは、中身は別としても、積極姿勢を示

しているというふうな評価はすべきなのだろう

と。 

  新庄市で、例えば学生用のアパートを造れと

いうわけではないですけれども、本当に見える

形というのは必要なのではないかと思いますの

で、まだ２年あるではなくて、もう２年しかな

いという感覚で取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしいですか。 

  次に、これは予算書に載っていますので、ペ

ージ58、３款民生費２項児童福祉費１目わらす

こ広場管理運営事業費2,414万6,000円が計上さ

れております。 

  昨年というか、令和３年度と大した変わりは

ないと思いますが、例年と違うことを何かやる

予定はありますか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の事業についてのお尋ねかと思います。 

  わらすこ広場につきましては、例年、秋に利

用促進事業として大きな事業をやってきたわけ

ですけれども、コロナ禍ということで、大きな

事業も中止または縮小して行っているところで

ございます。 

  昨年度はできなかったその促進事業について、

令和３年度についてはかなり規模を縮小して、

土曜日や日曜日ではなく、平日に定員を設けま

して、本当に手作りの職員による事業をしたと

ころでございました。 

  今後も、そうしたコロナ禍の中での事業とい

うことでいろいろ難しい面もあるのですけれど

も、やはり支援センターと抱き合わせというよ

うな施設もありますので、未就学児を抱えるお

母さんの相談事業を行いながら、そうした年齢

別の相談なども行っておりますので、そうした

ところを充実させながら行っていきたいと思っ

ているところです。以上です。 
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１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） このコロナの中で、本

当に運営は大変だと思います。 

  それで、最近いろんなところで屋内遊戯場の

建設が進みつつあります。たしか令和４年度に

は山形市、令和５年には米沢市が、何か複合施

設の中の一角を改修してやられると。それから、

多分令和４年度の予算になると思うんですが、

尾花沢市は徳良湖周辺に屋内遊戯場を造るとい

う話。 

  新庄市のわらすこ広場は、県内でも先駆的な

施設だと。ところが、同じような形態でずっと

進んできたわけです。そうすると、よそがだん

だんよくなってきていると。どこも子育てに一

生懸命。新庄市だって、子育てするなら新庄市

と言いながら、古いまんま、そのままにしてい

る。 

  市の総合計画の中のまちづくりの柱の中で、

子育て、子供の笑顔があふれるまち、こううた

っている。それで、この施策の背景を見ると、

子ども・子育て支援事業計画策定に関するニー

ズ調査、この数字がやっぱり一番関心があるの

かと思うんだけれども、屋内外遊戯場の充実が

求められているとしますよね。それで、小施策

の中で、子供の遊び場等の充実、主な取組はわ

らすこ広場の充実、屋外遊戯施設の整備となっ

ている。2020年は、このニーズが充実している

という回答が11.6％だと。目標は、2030年に

22％にしようとしている。それで、実施計画を

見ると、令和７年まで事業類型はソフト事業。

ソフト事業だけやって、11.6％が22％に上がる

と思いますか。よそと比較されているんですよ。 

  この予算を見ますと、施設の借上料が1,998

万4,000円だ。約2,000万円のお金があれば、何

か新たな展開があってもいいのではないかと私

は思う。ずっとこのままあそこでやっていてい

いのかなと。こんなに、まちづくりの柱の１番

目に持ってきているんですよ、子育てに。本当

に昔は県内でも有数の先駆的な施設だったんだ

けれども、いつまでもそれにあぐらをかいてい

るわけにいかない。やっぱり新庄市だって攻め

ていかないと駄目だというふうに思います。 

  ですから、実施計画では令和７年までソフト

事業でいくんだけれども、後期の部分で何らか

の展開を考えていらっしゃるのか、その点をお

聞きしたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 確かに、

屋内遊戯場の要望等は、アンケート調査などで、

必要とされていることは十分に認識していると

ころです。今のところは、わらすこ広場は未就

学児を中心とした遊び場としてかなり定着して

おりまして、お母さん方は、楽しく遊んでいた

だいているといいますか、屋内の大型遊具とい

ったところを更新しながら運営しているところ

ではあります。 

  ただ、屋内の大きな遊戯場となりますと、建

設費もしくは造成もしくはいろいろな活用方法

等含めまして、検討課題としては大きなものに

なろうかと思っているところです。 

  例えば、可能性としては、市内の公立学校の

廃校になったようなところの運用ですとか、

様々な取組をしているところもあるようです。

そうした公立施設の活用等も含めての検討とい

うことも必要ではないかと思ってはいるところ

ですが、今のところ具体的なそうしたところま

では至っていない状況でございます。以上です。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 大変ありがたい御質問ありがとう

ございます。今、下山委員のほうから、令和７

年までのその後のことについてということは、
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なかなか確約はできないんですが、今、新庄市

内における土地の流動化が始まっているという

ことが、一番大きく今後の期待の一つだという

ふうに思っております。いろんな意味で、これ

から高校の再編、あるいは小中一貫校の建築、

様々な土地の流動化が始まってきております。

県立病院の跡地とか、そのトータルを今考えて

いかなければいけないと思っているところであ

ります。 

  ですから、明日明日そこに何々ということで

はないですけれども、令和７年、開府400年と

いう時期になりますけれども、高校の再編も進

むというようなことで、その後で、それを見越

して、土地の流動化をどういうふうな活用にす

るかということは、市にとって大きな課題であ

ると認識しております。 

  委員の提案があったようなことも含めながら、

市民が満足できるようなこと、一旦造りますと、

やっぱり40年、50年という形での施設になりま

すし、その維持等は様々な形で考えなくてはい

けないということで、大きな大きな少子高齢化

の中で来ている波というのは感じておるところ

でありますので、十二分に参考させていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 市長、課長から、前向

きな答弁があったと捉えます。 

  本当は時間があれば、子ども・子育てから老

人福祉のほうに行きたいと思ったのですが、時

間がないのでできませんけれども、一言言いた

いのは、交流人口ありきではなく、定住されて

いる人たちを大事にする市政であってほしい。

子育てもそうだし、お年寄りの対策、障害者の

対策もそうだ。実際に新庄市に住んでいる人を

大事にしない政治なんてあり得ない。観光地化

して交流人口が増えただけで喜ぶようなもので

は駄目だろうと私は思う。もっと定住されてい

る方々、私なんかもよそから来て、新庄市に家

を造って、ここで死んでいく人間だ。新庄市を

選んだ人たちを大事にしなければ駄目だ。その

姿勢は忘れてほしくない。 

  まだ２分ありますけれども、終わります。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時２９分 休憩 

     午前１０時３０分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 引き続きまして、予算

書の58ページのわらすこ広場です。 

  これは私も前に質問したことがありますけれ

ども、この契約というのはどうなっているか、

その点お聞きしたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 この賃

借料になりますけれども、毎年、使用料につき

ましては、予算書を作成する前に協議を行って

いるところでございます。 

  令和４年度の契約に当たりましては、様々な

交渉を行ったところでございますけれども、例

年どおりというようなところでのお話をいただ

いたところでした。施設全体として、ＬＥＤ化

ですとか、エレベーターの改修等もあるという

ことのお話をいただいているところですので、

具体的に言うと減額は困難だというような回答

をいただいてございました。そうしたところも

ありまして、例年どおりというような金額を計

上しているところです。以上です。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 
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今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） ただいまのお話ですと、

毎年協議するということは、当初借り上げをし

たときに、契約書というのは作らなかったとい

うことですか。一年一年の契約ということでし

ょうか。ちょっとその点、教えてください。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 契約書

につきましては、年度ごとの契約となっており

ます。以上です。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 建物もかなり老朽化し

ておりますので、遊具は少し最近直したようで

すけれども、この点、５年間で１億円近いお金

になります。だったら、例えばほかのところに

市の土地があるわけだから、そこにわらすこ広

場を建ててもいいというような市民の意見もあ

ります。その点も少し考えていただきたいと私

は思いますが、その点については、今後何年間

もずっとこのままいくのか、その点もうちょっ

と進歩した意見がないか、お聞きしたいと思い

ます。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子供た

ちの遊び場ということで、市全体の大きな施策

というようなことにもなろうかと思いますので、

先ほど市長から答弁がありましたように、今後

の様々な土地の活用の仕方ですとか、それから

公的な施設の在り方ですとか、そういったとこ

ろを含めて検討してまいる必要があると考えて

いるところです。以上です。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） これから先、ずっとこ

のままということではなくて、幾らでも金額を

下げていただくような交渉をしていただきたい

と思います。 

  次に、予算書の55ページの３款民生費社会福

祉費の特別養護老人ホームの建設整備補助金

2,576万3,000円。これは建設整備費の補助金と

いうことになっていますけれども、今、新寿荘

とかつろくの里があるわけですけれども、その

ほかに新しく建築するということでしょうか。

その点、お聞きしたいと思います。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 これにつ

いては、かつろくの里を建設した際の建設費に

対して、毎年、補助金を出しているものでござ

います。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 毎年2,500何がしの金

額を、これは何年続けるということになるので

すか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 かつろく

の里については、平成15年度に建設したもので

して、そちらのほうに令和５年度までこちらの

補助金を出していくという形になっております。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 今、特老が少し足りな

い、不足しているという話を聞いていますけれ
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ども、これから新しく建てる予定というのは、

ないのでしょうか。 

  あと、現在、かつろくの里と新寿荘で、全体

で何人ぐらい収容しているのでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３６分 休憩 

     午前１０時３７分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 今、市内

のほうには、新寿荘と、かつろくの里と、みど

りの大地というものがございまして、３つの特

別養護老人ホームがございます。定員としては、

新寿荘は84人、かつろくの里は80人、みどりの

大地も定員は80人となっております。３つ合わ

せますと、240人程度という形になっておりま

す。 

  特別養護老人ホームに関しては、法人のほう

で建設するものでして、今のところ建設に関す

る申請ですとか、要望といったものは、こちら

のほうには届いてはおりません。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 今、定員数はお聞きし

ましたけれども、全部満杯という状況なのです

か。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 ほぼ満床

ということは聞いておりますが、ただ一部の施

設においては、介護員といいますか、人材の不

足によって定員に達していない部分もございま

すが、今のところ受け入れられる人数としては、

定員に達していなくても、現状では満床という

ような形にはなっているということを聞いてお

ります。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 分かりました。 

  では、次ですけれども、予算書の85ページか

ら86ページの７款商工費１項商工費の企業誘致

対策事業5,437万1,000円とあります。この中で、

分筆登記業務委託料38万円とか、工事請負費が

4,375万5,000円とありますけれども、この詳細

について教えてください。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま御質問いただき

ました予算書86ページの委託料等についてだと

思いますけれども、こちらについては横根山工

業団地の国道13号線側に緑地がございますが、

こちらにある排水路を国道側に移設しまして、

そこに盛土をして整地するという工事内容でご

ざいます。そちらの工事が整いますと、また所

有権移転等の手続を行ってまいりたいというよ

うなことで、こちらも売買に入るということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 横根山工業団地という

ことですけれども、これは何社ぐらい入れて、

面積的にはどのぐらいの面積なのか、教えてい

ただきたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 こちらの国道13号線の土

地の現在では緑地となっている部分でございま

すが、約3,000平方メートルほどでございまし
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て、ある企業のほうから、そこの土地を譲って

いただきたいという申出があったものですから、

そちらの企業の工場増設等に使われるものと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） １社が入っているとい

うことですけれども、この売買価格は大体どの

ぐらいでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 現在のところ具体的な数

値というのは申し上げられませんが、鑑定価格

を検討したり、それから既存の底地の価格等の

検討を図りながら、売買価格を決定していきた

いと考えてございます。よろしくお願います。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 分かりました。 

  次に、予算書の92ページから93ページ、８款

土木費の住宅管理費の空き家有効活用事業46万

4,000円、それから93ページ、空き家物件調査

業務委託料33万円と載っていますけれども、こ

れは空き家についてどのようなことを行うか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 空き家活用事業費につい

て御質問いただきました。 

  この空き家物件調査業務委託料につきまして

は、現在、新庄市で空き家バンクの運用をさせ

ていただいております。この空き家バンクに登

録をされる場合、市のほうで、その現物の調査

を行いまして、統一した表示の仕方をさせてい

ただいているところです。 

  この費用につきましては、地元の宅建宅地、

不動産業界のほうへ、その物件の調査の費用を

お支払いして、その調査結果をまとめていただ

くという内容になっているものでございます。

その委託費用ということで計上させていただい

ております。以上でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 空き家活用有効事業の

46万4,000円については。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 空き家活用事業費につき

ましては、この内訳として、空き家物件調査委

託料、そのほか謝金、消耗品費等を含めて46万

4,000円ということで、合計の金額ということ

で計上しております。以上でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 分かりました。 

  それから、ちょっと分からないのが、42ペー

ジの２款総務費の中の空き家応急措置業務委託

料35万5,000円というのは、これはどういう内

容なのですか。それからもう一つ、936万円の

工事請負費も。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 お答えさせていただきます。 

  総務費の中の空き家応急措置業務委託料35万

5,000円ですけれども、こちらは早急に対応を

図らなければ近隣へ被害を及ぼす可能性のある

空き家に対して、応急処置を実施するための費

用となっております。 

  それから、下の工事請負費ですが、こちらは

新規事業で防犯カメラを新しく８基、市内に設

置するための工事費用となってございます。以

上です。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 予算書の117ページの
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10款教育費５項社会教育費、市民スキー場の修

繕料980万4,000円、これはどのようなことをす

るのか、お伺いします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 市民スキー場の修繕費で

ございますけれども、３点ございまして、一つ

がペアリフト通信ケーブルの更新修繕というこ

とで、リフトの運行上、運行状況を随時把握す

るために通信ケーブルを設置しておりまして、

もしもリフトに緊急停止などが必要な場合に、

それをかけられなくなる可能性があるものです

から、更新を図るというものでございます。 

  もう一つは、照明の安定器の交換修繕費。こ

れにつきましてはナイター照明の安定器の交換

でございます。 

  あと、水道メーターの交換の修繕でございま

すけれども、水道メーターが口径により水道の

使用状況の料金が変わるものですから、今まで

使っていた口径よりも少し小さい口径でも施設

の利用はできるのではないかということで、そ

この交換の修繕を行うものでございます。以上

でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 同じページの山屋セミ

ナーハウス指定管理料の工事請負費700万円が

ありますけれども、これはどういう内容ですか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 こちらにつきましては、

下にございますけれども、照明のＬＥＤ化とい

うことで、山屋セミナーハウス内の施設全ての

蛍光灯なりについて、ＬＥＤ化を図るという事

業でございます。よろしくお願いします。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） ここでちょっとお聞き

したいと思いますけれども、前から懸案事項で

あります灯油問題、これは収束したのでしょう

か。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 灯油の流出事故につきま

しては、今現在も状況を見ているところでござ

いますので、収束というところまでは、こちら

のほうではまだ至っていないのかなと思ってお

りますので、もうしばらくお時間を頂戴しなが

ら、必ずてんまつにつきましては再度議会のほ

うにもお知らせしますので、もうしばらく状況

を御覧いただければと思っていますので、よろ

しくお願いします。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） この灯油問題ですけれ

ども、これの収束につきまして、これをどこか

の業者に依頼しているのか、それとも自分たち

で判断しているのですか。その辺、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 灯油流出事故におきまし

ては、当初、油水の分離ということで、地下水

の部分から影響ある部分について、油が出てき

ているところにつきましては、油と水を分離し

てきれいな水を放水するというような形で作業

しておりました。そちらにつきましては、その

傾向が見られなかったものですから、油水分離

作業については一旦中止をさせていただいて様

子を見ていると。 

  今につきましては、一番影響のある箇所の水

路の定点観察ということで、定期的な水質検査

を実施させていただいておりますので、その結

果を見ながら、それについてはおおむねという

か、ほぼ油が出てきていることは全くございま

せんし、臭いとか、水質検査において、その状



- 245 - 

況を見ているという状況でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 今の説明ですと、業者

にお任せしているということではなくて、自分

たちでこれを管理しているということですか。

その専門家には依頼していないということです

か。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 ある程度、油の流出等に

つきましては、収束を見られている状況にはあ

ると思いますので、そこの水質検査、一番影響

のあると思われているところの水質検査を定期

的に行わせていただいております。その結果に

つきましては、専門の分析業者から意見等、調

査結果を受けてお話をしておりますので、そこ

の部分については専門的な方から御判断いただ

いているというか、お教えいただいているとい

う状況でございます。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） 分かりました。できる

だけ早く収束していただきたいと思います。 

  終わります。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、これより押切明弘委員が欠席となりま

す。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。誰もいませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それでは、46ページの

２の３の１、ここが前年比で3,980万5,000円増

えております。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

事業名を申し上げてください。ページ数と事業

名、款項目。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今言ったのですけれど

も、もう一回大きな声で言いますか。46ページ

の２の３の１です。分かりましたか。 

今田浩徳委員長 事業名を。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 事業名は、戸籍住民基

本台帳費の中、全体についてです。 

  ここが、前年比3,980万5,000円増えておりま

す。中身を見ますと、住民票等コンビニ交付シ

ステム導入事業費関係が約3,000万円近くある

ということと、２つ目にはマイナンバーカード

の交付推進事業費が1,155万円となっています。 

  このコンビニ交付事業の業務委託料というこ

とで、次々出ているのですけれども、この委託

先はどうなっているのでしょうか。本当は職員

が学んで、これを委託ではなくて、市として、

職員として、進められる技術などを身につける

べきではないかと思いますし、委託することで

ブラックボックスにならないのかということ。

また、これを進めることで、直接窓口職員対応

がなくなるということでは困るのではないかと

いうことをお聞きしたいのです。 

  次に、同じくマイナンバーカードの交付推進

事業費についてですが、これがマイナンバーカ

ードの取得強制にならないのか、お聞きします。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ交付の構築の業務委

託についてですが、コンビニ交付の業務につい

ては、戸籍システムと住民記録システム、こち
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らに連携したシステムになっておりますので、

今回は住基システムのベンダー、それから戸籍

システムのベンダーから、新庄市に最適な構築

方法を御提案いただいて、職員も一緒に勉強さ

せていただいて、コンビニ交付のシステム構築

について協議をいたしまして、契約について進

めているところです。なので、決して業者任せ

ということではなくて、職員も一緒になって、

かなり勉強させていただいたところです。 

  それから、窓口業務についてですが、コンビ

ニ交付を進めれば市役所に来なくてもよくなる

方もいらっしゃいます。ただ、そういったとこ

ろがなじまない方もいらっしゃいますので、窓

口にいらっしゃった方については、丁寧な対応

を今後も心がけてまいりたいと思います。 

  続きまして、マイナンバーカードについてで

すが、これは決して強制はしておりません。Ｑ

Ｒコードつきの申請書も今回国のほうから送付

されておりますが、申請の意思のある方が窓口

にいらっしゃって、その申請のサポートを市民

課で行っているというふうな状況でございます

ので、決して強制ではなく、御本人の意思で、

御本人確認をさせていただいた上で、申請のサ

ポートをさせていただいております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 業者の委託先はどこな

のか、お願いしたいと思います。 

  業者任せではないという課長のお話でした。

大変ありがたいと思っているし、窓口職員も丁

寧な対応をさせるということでありますが、こ

れも大変ありがたいことで、実際に私も市民と

共に窓口の職員に相談に行ったときに、住民票

だったと思いますが、それが要るか要らないか

という話になって、結局、丁寧な職員の話によ

って、余計な出費をせずに、住民票、これはこ

の人の場合は要らないかもしれないねという話

まで丁寧にしていただいて、助かったという市

民の声もありました。 

  そういう意味で、窓口職員がやっぱりおられ

て、困った市民に対応し、なるだけ市民の立場

に立ってやっていく、そういう丁寧な対応はこ

れからも必要だと思います。 

  先ほど、市職員が学んでいるということです

が、市職員がシステムを自らチェックでき、行

政責任を果たせる体制が確保されるのでしょう

か。大規模停電や災害、システム障害に対応で

きる体制は確保できるのでしょうか。情報漏え

いやサイバー攻撃を許さない体制はどう考えて

いるのでしょうか。 

  それから、マイナンバーカードについて、強

制はしてないということでありましたが、今度、

令和４年度に、健康保険証等に使うという話も

あって、国のほうはほとんどの国民に取得させ

るように考えているようですが、そういう方向

なのでしょうか。そうなりますと、マイナンバ

ーカードによる個人情報の集約化、プロファイ

リングということが行われます。それは許され

ないのではないかと考えますが、どう考えてい

るでしょうか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ交付の業務委託先に

つきましては、住基ベンダーのＴＫＣ、それか

ら戸籍ベンダーの富士フイルムとの契約の予定

で今進めております。 

  それから、コンビニ交付において、職員のチ

ェック機能であったり、それから災害対応につ

いては、これから契約なのですが、契約の内容

の中で、そういったチェック体制は職員だけで

は難しい部分もありますので、業者のサポート

を受ける体制であったり、それから災害対応に

ついても契約書の中でどういった対応をするの

かといったところを、契約の中で明確にうたう

予定です。 

  それから、マイナンバーカードのひもづけに
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ついてですが、今、保険証とのひもづけを進め

ているところでありますけれども、こちらも任

意になりますので、保険証をひもづけない場合

でも保険証は残りますので、これは強制ではご

ざいません。 

  あと、個人情報の集約化というふうなお話が

ありましたが、マイナンバーカードには個人情

報は入っておりませんので、マイナンバーの表

示はありますが、それぞれの業務の情報は別々

に保管されておりまして、マイナンバーカード

自体で全ての情報が分かるといった仕組みには

なっておりませんので、そちらのほうは心配な

いと考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大規模停電や災害の場

合、あるいはシステム障害の場合に対応できる

ように、業者サポートという形で、業者にさせ

るのだという話だったように思います。しかし、

私はやはり市役所は市民の権利を守る立場の公

務員ですから、市役所職員がこういったときに

は全力で対応できる体制が必要だと思うのです。

業者任せになってしまうのは、問題だと思いま

す。 

  そういう意味では、職員にその内容を把握し

ていただき、こういった事件というか、災害な

どが起きたときには、職員が全力で当たれるよ

うにするべきと思います。情報漏えいやサイバ

ー攻撃を許さない体制については、どうでしょ

うか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 危機管理体制については、や

はり職員だけで実施するのは不可能ですので、

業者、専門知識を持った方のサポートが必要で

あります。そういったところは、きちんと契約

書の中でうたって業務を遂行してまいりたいと

思います。 

  それから、全国的にも災害が起こった場合の

対応ですが、データセンターを２つ置いたりと

か、いろんな国のクラウド化の動きに合わせま

して、危機管理体制が取られておりますので、

自前で管理するよりは、そういった国全体のク

ラウド管理のほうが有効と考えております。以

上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国のクラウドに合わせ

て一律にしていくということが、やはり私は危

ないと思っているところです。 

  次に行きます。55ページの３の１の５、冬期

生活支援業務委託料がプラス・マイナス・ゼロ

ということで、先ほど、前に一般質問で、条件

の緩和について検討する旨があったように思い

ますが、特に条件の中に親族がいるかいないか

という条件があるんですけれども、これは撤廃

すべきでないか。扶養できないという方が多い

わけです。そういう意味で、条件の緩和につい

てどう考えているか。 

  それから、排雪支援も考えないと家を保てな

いという世帯が少なくありません。そういう意

味では、ボランティア頼みでは排雪できないの

ではないかと思いますが、どうですか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者世

帯の冬期生活支援事業については、現在は65歳

以上の独り暮らし、または高齢者のみ世帯、ま

たは障害と高齢者のみの世帯という形で、その

中で所得税が非課税の世帯ということで対象と

しておりますが、委員がおっしゃられたように、

それに加えて、近隣や親族の援助が得られない

方ということを条件としております。 

  それで、確かにこの条件があることで対象が
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狭まるということも実際にはあるわけですが、

今現在、こちらの制度を利用している世帯が

100世帯ほどあるんですけれども、そういった

条件をつけないで、今のような形態で実施する

となりますと、なかなかその世帯数がかなり多

くなってくるのではないかということが懸念さ

れます。 

  今後、高齢者の人口については、爆発的に増

えるということはないんですが、若年層の人口

が減ってまいりますので、高齢化率というもの

が、こちらの割合が上がっておりまして、さら

に75歳以上の後期高齢者の割合も高くなってま

いります。そういった状況の中で、条件をどの

ように設定するか、こういったところはそうい

った人口の状況なども考えながら、全体的に考

えていかなければならないことだと思っており

ますので、まずは現在の対象を維持しながら、

どういった支援ができるのかというところを考

えてまいりたいと思います。 

  なお、排雪支援についてですが、ボランティ

ア頼みというようなお話でしたが、まずは生活

支援という形になっておりますので、今の自宅

で生活に支障のないところでという形で支援を

続けていきたいと思っておりますので、まずは

屋根の雪を下ろして家屋の倒壊などが起こらな

いように防いだ上で、どうしても窓が塞がった

りとかということがございますので、そういっ

た部分でボランティアなどを活用しながら、排

雪がどうしても必要な方については支援を行っ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 考えていただくという

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、民間立保育所等施設整備費補助金とい

うのが、ほかの委員の方からもたくさんありま

した。5,720万2,000円で、これは今まで保育所

の整備をするに当たって、全く建物に補助がな

かったと。これがあることで、これからありが

たい気持ちでいるという関係者のお話でした。 

  しかし、今までやった方々、民間立保育所を

自らほとんど借金をしたりしながらつくって整

備した方々、返済に難儀している方がおられま

す。そういうことをさせておくと、保育士の賃

金なども抑えられて、大変子供たちに影響して

くるわけです。 

  そういう意味で、今まで、全くこれに補助な

く自らやってきた、借金をしてしまっている、

こういう今までやってきた方々への補助も考え

るべきではないかと思うのですが、どうですか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 こちら

の補助制度につきましては、来年度からの新し

い事業としてやっていきたいと考えているとこ

ろでございますけれども、確かにこれまで増設、

それから改修等をしてこられた施設の方々もい

らっしゃいます。これまでの方につきましては、

今のところ、例えば利子補給ですとか、県など

が行っているようでございますけれども、そう

した考えもあるのではございますが、今のとこ

ろは、具体的にはそうした案までは至ってはお

りませんが、何らかの形で検討していく必要が

あろうかとは思っていたところです。 

  ただ、保育士の賃金につきましては、このた

び国を主導として、それぞれ３％を上げるとい

ったような事業もございますので、こちらのほ

うは活用していただき、保育士の賃金アップに

向けて施設の方に対して行っていきたいと思っ

ているところです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 何らかの形で検討して
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いただくというお答えをいただき、ありがたい

と思います。ぜひ手厚く考えていただきたい。

同じ市民の子供ですので、手厚い保育が行われ

るようにお願いしたいと思います。 

  次に、68ページの４の１の６、地球温暖化防

止対策事業費について、新庄エネルギー懇談会

負担金、僅か2,000円ということですが、気候

変動対策、脱炭素化事業というのがあります。

2025年まで取組推進しなければならない問題で

す。これについて、2030年までの地球温暖化対

策推進計画を策定するとともに、地域に還元さ

れ、地域に貢献する、再生可能エネルギー活用

に取り組むべきではないかと思いますが、これ

は人類の未来がかかっている大事な問題で、真

剣に取り組んでいただく立場にあるのか、お願

いします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 地球温暖化防止対策事業につ

いてでございますけれども、環境課において、

こちらのほうの取組としましては、新庄エネル

ギー懇談会、これは民間の事業者と関係行政機

関と我々が組織しております地球温暖化対策防

止に向けた意見交換の場でございます。それと

併せて、地球温暖化、脱炭素に係る啓発事業も

行っておるところでございます。こちらは負担

金ということなので、実施主体、事務局は山形

県で持っているのですけれども、そちらのほう

で関係者が集まっていろいろ意見交換している

状況だと。 

  市としての対応につきましては、令和２年度

に策定いたしました第３次新庄市地球温暖化対

策実施計画（事務事業編）、これは市役所の中

での地球温暖化対策の取組になりますが、これ

を今後も引き続き推進していくとともに、こう

いった実行計画を、今度は民間の事業者の取組

として広げることができないかということで、

こちらのほうは新庄市の環境基本計画審議会の

ほうで議論されておるところでもございます。

こちらの会議は昨今のコロナでなかなか開催で

きずにいるという現状もあるのですけれども、

それに加えまして、令和４年度、山形県の脱炭

素アクションプランというものが策定されて示

されることになります。 

  新庄市としましても、そのアクションプラン

に基づきまして、行政でどのようなことができ

るのか、これは行政ですとか、事業者、市民の

方の役割というものが示されますので、その中

で我々として実行可能なものから取り組んでい

くと、このように考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 脱炭素化事業という中

で、公共施設などに太陽光発電をつけるとか、

そういったことに対して、事業費に国の補助が

出るような大変いい内容であります。そういう

意味では、これからの市の持っている公共施設

に、これからというのは今まで持っているもの

も含めて、太陽光発電をつけ、そしてそこで使

う電気などを、その再生可能エネルギーで発電

して賄うというか、プラス・マイナス・ゼロに

なるぐらいやることもできる内容です。そうい

う形で脱炭素を市で図っていくことができる事

業ですので、これを活用する気持ちがないか、

それに向けた計画を持つ気持ちはないか、どう

ですか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 脱炭素化の取組に対して、公

共施設等で太陽光発電による再生可能のエネル

ギーの利用ということで、これはやはり取組と

しては実効性のあるものですし、またほかの

方々、民間ですとか、市民の方々への啓発ＰＲ

にもなる事業というふうに考えております。 

  ただ、どうしても技術的な問題というものが



- 250 - 

絡みますので、例えば施設のどこに設置するの

か、耐久性といったものがあるのかとか、あと

はどのぐらい再生エネルギーが還元されるのか、

そういうところの技術的な課題というものがや

はりあると思いますので、まずそちらのほうを

研究いたしまして、取組につなげていけるのか

どうか、そこからまず検討させていただきたい

と思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ研究していただい

て、急いでやっていただきたいと思います。 

  次に、94ページの８の６の２で、生活道路排

雪事業費補助金がプラス120万円となりました。

この内容をお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 生活道路の排雪事業費補

助金についての御質問をいただきました。 

  この事業につきましては、今年度でございま

すが、限度額を、上限を上げさせていただいた

ところでございます。おかげさまで今年度も、

おかげさまと言っていいのか、大雪に伴いまし

て、多くの方から御活用いただいているところ

でございますので、この内容については継続し

て実施していくということで計上させていただ

いたものでございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変いい内容だと思い

ます。 

  次に、57ページの３の２の１で子育て支援医

療給付費がマイナス246万円となりました。こ

れについて、どういう理由か、子供が減ったか

らか、お願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療給付事業の減額についてでございます

けれども、全体的にはお子さん、児童の数の減

少といったところもございますが、令和２年度

からのコロナ禍における医療控えも見えている

ところも感じているところでございました。以

上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 高校３年生まで医療費

無料化を、上山市、南陽市、長井市が、令和４

年度に高校３年まで拡大するという話がありま

した。県内13市の高校３年まで医療費無料化を

進めている状況、それから郡内の町村の状況が

どうなっているか。本市もやるべきではないか

と思うんですが、必要経費は幾らかかると見て

いるか、お願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 こちら

の高校生までの無料化につきましては、郡内に

おきましては、町村は全町村が行っているとい

うような状況でございます。 

  確かに医療費、18歳までを対象に上げるとい

うことにつきましては、子育ての経済的負担、

子育て支援としては有効な手だてだとは感じて

おりますが、子育て世帯全体と考えたときの

様々な支援策がありますので、そうした実効性

の高い施策としてどういったものがあるのか、

今後とも検討を続けながら、開始時期等を検討

してまいりたいと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ早くやっていただ

きたいと思います。 
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  56ページの３の２の１で、第３子以降児童副

食費免除事業費補助金448万2,000円があります

が、第１子、第２子でも低所得世帯の副食費を

免除軽減する気持ちはないか、お願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

今田浩徳委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 第３子

以降の児童副食費免除事業、こちらにつきまし

ては、本市で行っております第２子保育料半額

事業、それから第３子の保育料全額免除事業が

ございますけれども、この第３子の保育料の市

の対応として免除対象となっている方への補助

事業となっておりますので、御承知おきくださ

い。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） それでは、私のほうか

らは４点ほど、歳出について質問させていただ

きます。 

  まず１つ目が、46ページ、２款３項１目戸籍

住民基本台帳費、主要事業の概要では４ページ

の住民票等コンビニ交付システム導入事業につ

いて。次に、81ページ、７款１項２目商工振興

費、主要事業の概要では13ページの移動調理販

売車両等導入支援事業補助金について。続きま

して、90ページ、８款４項１目都市計画総務費、

主要事業の概要でいうと15ページの道の駅整備

事業について。最後に、108ページ、10款５項

１目社会教育総務費、この中の各学校の運営協

議会委員報酬について、御質問させていただき

ます。 

  まず初めに、46ページ２款３項１目の住民票

等コンビニ交付システム導入事業について質問

をさせていただきます。 

  今後、様々な証明書がコンビニで取得できる

ようになり、働いている方など、時間、場所に

とらわれず証明書を取得できるようになり、年

配の方なども近くにコンビニがあれば歩いてで

も行ける。そして、今まで市役所が遠くて困っ

ているという方々もたくさんいたと思われます

ので、大変便利になるシステムかと思っており

ます。 

  一方で、サービスが広がればトラブルが増え

るのも当たり前のことではあるんですけれども、

コンビニなどは結構頻繁に開店、閉店、また場

所の移動とかが結構あり、それに対しての周知

などは、民間ですので全くなされません。そう

いうことに対して、住民への対処法とか、また

システム上の問題とかがあれば、お伺いしたい

と思います。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ交付システムについ

てですが、現在、全国５万6,000店舗のコンビ

ニ等で、証明書を受けることができます。 

  このシステムは、地方自治体情報システム機

構、Ｊ－ＬＩＳというふうに呼んでいますが、

そこの証明書交付センター、これが市町村のほ

うの取りまとめの窓口になっているわけなので

すが、そことコンビニ事業者の中継システム、

これはＥＣセンターと呼ばれているところなの

ですが、そこが専用の回線で結ばれておりまし

て、そこにキオスク端末のあるコンビニが、全

てそこにつながっています。 

  なので、市内で例えば閉店したとか、お休み

しているとかという店舗があったとしても、私

たちのほうでは個別にコンビニと契約するわけ

ではないので、全体の中での業務になりますの

で、まずはコンビニが開いていてキオスク端末

があれば、コンビニ交付は可能だというふうな

システムになっております。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 
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９ 番（佐藤文一委員） すみません、今ちょっ

と言葉足らずで申し訳ないです。なくなったり、

新たにできたとかというような情報を市民につ

なげる周知方法とかというのは、考えているの

でしょうか。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ自体が、閉店とか、

開店とか、そういった情報を市がお知らせする

かということでしょうか。 

  そちらは特には考えておりませんが、普通は

コンビニがあれば、キオスク端末がほとんどあ

りますので、コンビニが開いていればできると。

やめるのであれば、それは民間事業者のことな

ので、そちらまでは想定はしておりませんでし

た。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 結局、私どもなんかは、

車とかに乗っていて、どこにコンビニがあると

か、ここにはこれがあるとかというのは分かる

と思うんですけれども、歩いて移動している方

とかというのは、近くにどこにあるか、聞かな

いと分からないこともあるだろうし、独り暮ら

しの高齢者の方なんかは、もしかすると近くに

あるかどうかも分かっていないというような状

況も考えられると思いますので、そういうよう

な、例えばマップにしてこことここにコンビニ

があって、そこで支払い可能だというような周

知も考えていただけたらと思いますので、検討

していただければと思います。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 当初予算にも計上しておりま

すが、コンビニ交付を始めますといったチラシ

とかポスターの印刷費も上げております。それ

から、当然、市報、ホームページ等でお知らせ

をしていく予定ですので、そういったところで

市内のコンビニ交付ができる店舗について、お

知らせをできるようにしてまいりたいと思いま

す。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） もう一つ、システムが

便利になっても、やっぱり年配の方とか、高齢

者の方がすぐ問題なく使いこなせるかというと、

なかなか難しいところがあると思います。そう

いう手順とか、使用方法など、そちらのほうの

住民サービスについて、また周知についてです

けれども、どういうふうな考えを持っているの

か、お願いいたします。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 操作の方法についても、広報

の中でお知らせをしたいと思います。 

  ただ、実際コンビニの店員が教えるというこ

とはできませんので、もし店舗のほうで御不明

な点があれば、市役所のほうに御連絡をいただ

くというふうな対応になると思います。以上で

す。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 最後にちょっと単純な

質問なんですけれども、コンビニ交付運営負担

金の中に、このコンビニへの手数料とかも入っ

ているという考えでよろしいんでしょうか。値

段がそれにしては安いのかなと見たのですけれ

ども。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 コンビニ交付の負担金につき

ましては２種類ありまして、Ｊ－ＬＩＳという

全国のシステムのほうに発行枚数に応じた負担

金をお支払いする分と、それから店舗のほうに

お支払いする１枚何円という交付委託手数料、

例えば住民票を１件その店で交付すると、１件
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当たり117円、市のほうから手数料としてお支

払いするという形になっております。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 分かりました。こうい

ったものを導入することよりも、導入した後の

ほうがやっぱり大事なことだと思います。なる

べく早く住民の方々が簡単に使えるような方法

を考えていただいて、進めていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、81ページ、７款１項２目商工振興費の

移動調理販売車両等導入支援事業補助金になり

ますけれども、目的のほうに、市内事業者の販

路拡大、経営力強化を図りますというふうなも

のがあるのですけれども、今後、この車両を使

ってさらに事業展開する予定があるのか、それ

とも購入に際しての補助金だけ用意して、その

後は採択して購入した方の自由営業となるのか、

お伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 このたびの事業につきま

しては、購入費等の補助金に充てるというもの

でございます。 

  それで、前段として、移動調理販売車を導入

したいと、新たな事業展開をしたいという方の

公募を行った際に、その移動販売車の経営コン

サルで全国的に展開しておられます方を招聘し

て、その方の研修を受けていただくということ

を考えてございます。また、その方もいろんな

ところでの移動販売の実績、それからノウハウ

をお持ちの方でございますので、そういった方

をおつなぎして、こういった経営の在り方であ

るとか、ノウハウとかを聞くという機会を設け

ることは可能というふうに考えてございます。

よろしくお願いします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） また、この事業を始め

る前から、移動販売車、キッチンカーなのでし

ょうけれども、これ以前より購入して営業して

いる方もいらっしゃいます。今後、その方々へ

の対応の考え方とかを、あれば教えていただけ

ればと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 令和４年の事業につきま

しては、新たな方というふうなことであります

けれども、現在も何名かの方が、実際にキッチ

ンカーをお持ちになって営業されている方がい

ます。そういった方についても、何かお困り事

があれば、そういった事業者、コンサル業者等

を紹介しておつなぎするということは可能かと

思いますので、御承知いただければと思います。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 今後、イベントや事業

等に対してキッチンカーの協力を求めることも

出てくるかと思います。そのときに、この事業

で購入した方のみならず、以前から持っていた

方、これから購入する方も平等にと言ったら変

ですけれども、同じような扱いで協力のお願い

をしていくべきかと思いますので、その辺を取

り計らっていただきながら進めていただければ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次に、90ページ、８款４項１目都市計画総務

費、エコロジーガーデン周辺、道の駅関連につ

いてお伺いいたします。 

  結局、現在エコロジーガーデン周辺の道の駅

の内容としては、私どもには約２か月前、この

整備計画の素案が初めて示されて、その後、そ

れ以上のものは示されていないのが現状だと思

っております。 

  今現在の状況では、全体予算の規模も分から

なければ、市が負担する金額も分かっていなく
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て、財源に関しても補助事業の活用メニューは

載っているものの確定していないということも

あり、またどこの区画が国担当のものになって、

どこが新庄市になるのかも想定となっており、

現時点では不確定要素が多過ぎて判断する材料

が不十分と私は思っております。 

  そこで質問いたしますけれども、このたびの

測量業務、不動産鑑定業務の委託料に関しまし

て、これに関して、今後国と協議継続のために

必要なものなのか、それとも市単独で進めてい

るものなのかを伺います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の整備事業に関し

ての御質問をいただいたところです。 

  これまで議会の皆様のほうにもお示しさせて

いただいた内容といたしましては、委員がおっ

しゃいましたとおり、整備計画について皆様の

ほうにお示しさせていただいて、御意見もいた

だいたところでございます。この内容につきま

しては、現在もパブリックコメントの実施中と

いうことで、皆様からの御意見をいただいてい

る内容となっているところです。 

  また、その中でもお示ししていた中身といた

しましては、規模や整備費用等については、ま

だ具体的なものとしてはのせ切れていないとい

うふうなこともございます。また、整備の区分

につきましても、今後、国土交通省との協議の

中で進めるというふうなことで、御理解いただ

ければと思っているところでございます。 

  ただ、国のほうとの協議の中でも、これまで

一体型の整備ということで、市の考え方を示し

ながら協議をさせていただいておりまして、国

のほうでも、市の思い、考え方につきましては、

一定程度御理解いただいていると認識している

ところです。 

  そのために、今回、用地の測量業務、また不

動産の鑑定業務委託ということで計上させてい

ただいたところですが、今後国のほうとの協議

を進める上で、具体的な施設の配置や機能など

といった内容、また全体の整備費用につきまし

ても、国との協議の中ではもう少し圧縮できる

のではないかということの話も出ているところ

でございます。 

  この参考というか、協議の中の資料としまし

ても、実際にその測量された成果を基にして協

議を進めるということも必要になってくると思

いますし、整備費用につきましても、実際の価

格の面でどのくらいの費用がかかるのかという

ことの根拠としての活用も必要になるものと認

識しておりますので、今後の国との協議の中で

も必要になってくる資料として業務を実施した

いと考えているところですので、よろしくお願

いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 私個人としては、やっ

ぱりこの予算に関してはそこが重要だと思って

いるのです。結局、国との協議を継続するため

であれば、今後の判断材料のための必要経費と

捉えますし、市単独で動いているとなれば、た

だの見切り発車という形に捉えられてもおかし

くないことになり得ますので、国との協議を継

続するためということですので、納得いたしま

した。 

  エコロジーガーデンのトイレ、駐車場の整備

に関しては、ほとんどの皆様が理解を示してい

ると私は感じているのですけれども、ここから

は私のあくまでも個人の見解なのですけれども、

道の駅として国と一体型の整備をした場合の新

庄市の負担額、またいろんなところで言われて

いる市単独で必要最低限の整備をした場合のお

およその予算規模。こちらの２つのどちらのほ

うが、費用対効果があるのか。金額が同じよう

なものであれば、もちろん活用しやすい国との

一体型の道の駅がいいと思うし、莫大な予算が
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違う、変化があって、これは費用としてかかり

過ぎだろうというものがあれば、やはりちょっ

と厳しい事業になるのかという見解でおります。 

  これから、エコロジーガーデン周辺道の駅の

市の負担分がどれだけ圧縮ができるのか分から

ない限り、やっぱり協議は進まないと思ってい

るのです。こちらを踏まえて再度質問いたしま

すけれども、昨年、市で発行した公告、市の持

ち出しが５分の１程度まで圧縮できるようなこ

とが書かれていたと記憶しております。現在、

国との協議を進める中で、その可能性について

伺います。 

  また、補助事業の活用ができるメニューを含

めて、その金額全て完璧にというわけではない

のです。ある程度の金額でもいいのですけれど

も、提示できるであろう時期について、お伺い

をいたします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 整備に関する費用の市と

しての費用の負担の考え方ということで、御質

問いただいたところです。 

  委員がおっしゃいますように、これまでもエ

コロジーガーデンの整備に関しましては、大規

模な駐車場の不足、また屋外のトイレが欲しい

という要望もございまして、整備に向けた準備

ということで進めてきたところでございます。 

  今回の一体型の道の駅の整備ということで、

当然必要とされる駐車台数を確保するというこ

とでの整備内容となると思っておりますが、そ

の整備を単独でするものと、一体型で整備を行

うということに関しましては、当然その一体型

で整備をすることによりまして、国の負担区分

ということで、整備区分ということで負担をい

ただく部分につきましては、市としては負担の

軽減ということで実施できると考えております。 

  また、先ほどの業務委託の部分、また用地に

関しましても、その区分に応じた整備割合とい

うことで、国からの負担もいただける内容とい

うふうに認識しておりますので、その部分につ

いても市としては大きな負担の軽減になると考

えているところです。 

  また、今後の維持管理につきましても、その

整備区分に応じた負担によって、維持管理費の

ほうも、国からの負担ということも考えられる

内容と思いますので、その部分についても負担

の軽減にはつながるものと考えているところで

す。 

  また、全体の整備費用の提示ということで、

これまでもお示しした内容につきましては、市

独自としての考え方としての試算はしていると

ころでございますが、実際に国との協議の中で、

具体的なところの整備の方法だとか、設備の種

類などといったところにつきましては、まだ今

後細かく協議をしていくということが必要だと

思いますけれども、国の一体型での整備の方針

が決定して、回答がいただけたとなれば、速や

かに協議を行いまして、市の考え方を示しなが

ら国とのすり合わせを行いまして、できるだけ

早い形でお示しできるように詰めていきたいと

いうふうなことで考えているところです。 

  その参考というか、材料となる今回の業務委

託の内容につきましても、用地費用の単価など

ということは、直接的にその費用の積算に関わ

ってくる部分でございますので、その内容につ

きましても含み入れて、早い段階での協議を進

めたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 道の駅の進捗状況も含めてとい

うことでありますけれども、まず市としては、

国のほうに市の考え方というのを説明している

ところであります。 

  その中で、市としては一体型で進めさせてい

ただきたいというような内容を御説明している
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ところですが、一定程度の理解はいただいてい

るのではないかというふうに市としては感じて

いるところであります。 

  そして、まずは一体型で、国で了承していた

だけるかどうかというその回答を待って、全体

の事業費などが詰まっていくことになりますけ

れども、まずは一体型となれば、国の負担割合

がどうなるかというところが一番大きなところ

となっておりますので、そこの部分を確定して、

その残りが市の負担ということになります。そ

して、その市の負担のうち、例えば起債をすれ

ば戻ってくる分とか、あとそのほか有利な補助

制度もありますので、その部分についても今現

在、国とやり取りしているというような状況で

あります。 

  結果、国の負担分を除いて、市の負担分のう

ち、戻りの部分とか、補助金の部分を除いた分

が、市の実質的な負担となるところですので、

今後、国にも再度説明しながら進めていきたい

と考えているところであります。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。

そうはいっても、先ほども話したとおり、おお

よそでも市が負担する額が出てこない限り、協

議を進めていくというのはかなり難しいと思い

ますし、スケジュールにある用地取得という日

数が決まって、載ってあるわけですけれども、

これに対しても出てこないとなれば、皆様の承

認を得るのも、市民も含めてですけれども、か

なり難しいことになると思います。 

  まず、国との相手があることですので、こち

らの判断では難しいということですので、強く

は言いませんが、早急に示していただくことを

お願いしまして、次に移りたいと思います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 貴重な時間、すみません。慎重に

慎重に話しているものですから、国から問われ

ているのです。要するに協議をするので、その

具体的な資料を出してもらいたいと。それで国

も検討しているというようなことを御理解いた

だきたいと思います。やらないということでは

ないのです。国が、確定をするための資料を出

してくれということなので、測量と、あれが必

要だと。これだけの面積こうですよということ

で、向こうに上げたいということの話合いだと

いうふうに御理解ください。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 市長自らありがとうご

ざいます。これから協議も進めていって、必要

な処理ということで、この予算に関しては、私

自身は納得するところでございます。 

  それでは、次に参りたいと思います。 

  次に、108ページ、10款５項１目社会教育総

務費、この中の各学校の運営協議会委員報酬に

ついて伺いますけれども、この運営協議会の詳

細をまず伺いたいのと、ちょっとこれ見たとき

に、単純に萩野学園が15万6,000円、明倫学園

は19万2,000円と細かく予算化されているのに

対して、ほかの学校に関しては一律24万円とず

らっと並んでいるのが随分大ざっぱな印象を受

けてしまったので、ここら辺をお伺いさせてい

ただければと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 学校運営協議会につきま

しては、学校と地域住民や保護者の方が学校運

営の基本的承認や様々な課題を学校とも共有し

ていただきまして、学校に対して地域の方々が

必要な支援などをしていただく場として設置さ

せていただくものでございます。 

  萩野学園と明倫学園につきましては、それぞ

れ義務教育学校が開設するときに、この学校運

営協議会が設置されたものでございまして、委
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員の方々はそのときにもう既に何名というふう

に決まっているところでございます。 

  ほかの学校につきましては、今年度末をもっ

て全部の学校にこの学校運営協議会を組織する

というふうにしておりますので、今の段階でま

だその運営協議会のメンバー、委員の方が何人

になるか分からなかったものですから、ただ規

則の上では最高で20名となっておりますので、

最大値ということで、このような形で予算化さ

せていただいたところでございます。よろしく

お願いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

今田浩徳委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 分かりました。これか

らということですので、了解いたしました。 

  私の質疑はこれで終わるのですけれども、昨

日、歳入時に、新庄まつりの基金の歳出先とい

うことで質問させていただくという話でしたけ

れども、昨日の答弁の内容を聞いて理解いたし

ましたので、ここは省略させていただきます。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

今田浩徳委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） まずは、90ページ、８

款４項１目都市計画総務管理費の中から、道の

駅測量業務委託料について質疑いたします。 

  これまでの質疑の内容の中で、新年度に入っ

たら国と連携をしてこの事業を執行していくと

いうふうな回答をしていらっしゃると思います。

具体的には、この測量調査はいつから始める予

定でいるのか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅測量業務委託の執

行時期ということで御質問いただきました。 

  先ほども答弁させていただいた内容とかぶる

のですが、今後、国との協議の中で必要となる

資料といたしまして、これから業務を進めると

いうことで、新年度に入りましたら早速発注を

したいと考えているところでございます。よろ

しくお願いいたします。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） これまでの国との協議

の中で、13号の付近の事業を、この道の駅事業

を進めていくに当たって、一番重要となる交通

量の調査について、国との協議の中でどのよう

な話になっているでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備に係ります前

面道路の交通量の調査ということで御質問いた

だいているところです。 

  こちらにつきましては、調査の内容につきま

しては、これまでも実施してきております交通

センサスという内容のものをベースにしまして、

それの将来交通量の推測ということで、国のほ

うとも協議をさせていただいている内容となっ

ております。この内容につきましては、国のほ

うからも御協力いただきまして、その交通量の

算定の方法については、お示しいただいた数字

を基にして、市のほうとしてはそれをベースに

したもので検討を進めているということでござ

います。以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 現在の高速道路が大分

延びてきたこの状況の中で、センサスは平成27
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年当時のもので、将来推計はその時点で将来推

計をしたもの、平成にして42年のものであると

思うんですけれども、現在の実数値についてど

うであるのかというような、そういった指導で

あったり、協議の中ではなかったのかどうなの

か。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 実際の現在の交通量とい

うことでの御指導は、格別いただいておりませ

ん。道の駅の整備に関しましては、基本的には

将来交通量をベースにして考えるということが

基本となっているということでしたので、その

指導に基づきまして協議を進めているというこ

とでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 将来交通量の数は確定、

決まっているというか、公表されているわけで

すけれども、その協議の中で国の負担割合と一

体型で進めていく場合、交通量に即した負担割

合になっていきます。それに伴って、土地につ

いても、国交省が持つ分、そして市が持つ分、

それが交通量に従って明確になってくると考え

ますが、今回、国との協議を進めていく上で測

量が必要だとおっしゃっているのですが、実際

の事業を進めていく上で測量が必要になってき

ます。 

  それで、今回一般財源で計上したこの測量費

については、事業を進めて、もう執行がされる

予定で進めていらっしゃいますけれども、執行

をしてしまったものに対して、国のほうは交付

補助金というか、国が持つ負担の中に、既に執

行してしまった測量費についても、国の負担額

の中に見てくれるのか、くれないのか、そうい

った協議をしているのか、していないのか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 現在、協議を進めていま

す一体型の整備の負担割合というふうなことで、

国のほうとも協議、相談をさせていただいてい

るところでございます。 

  これまで経費というものは、今回の計上をさ

せていただいている費用も含めまして、今後、

最終的には国との一体型の整備区分に合わせた

それぞれの費用負担の割合というものが確定し

た時点では、その部分の負担を国のほうと市の

ほうと両者で負担を分けるということで理解し

ておりますので、そのようなつもりでの協議を

進めているところでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今回、先に執行してし

まうこの費用についても、国との負担部分で、

きちっと案分になるというふうに理解していて

よろしいということですね。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 そのように理解しており

ます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 分かりました。既に執

行する予算に対しても、今後協議をして案分が

決定したら、その分は遡及して負担があるとい

うことですね。まずそれを確認しておきたいと

思います。今後の国との協議の内容をしっかり

と調査をして、見ていきたいと思っております。 

  次に、７款１項３目新庄まつり観光振興対策

事業費の新庄まつりｉｎ巣鴨山車派遣事業、こ

れは昨日、質疑がありました。その中で確認を、

ちょっと返答として弱いなと思ったところです

が、５年前に派遣事業を行ったのは承知してお

ります。そして、そこから５年間空白で、その

間この事業を行った成果を、昨日の回答だと、

近くにある旅行代理店がツアーを行っていてく
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れたのでという返答だったのですが、どういっ

た成果だと市のほうでは整理されているのか、

再度お伺いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま82ページの山車

派遣についての御質問をいただきました。 

  こちらにつきましては、昨日もお答えしまし

たとおり平成29年に実行したということでござ

いますが、その後、大学の旅行代理店からの誘

客、それから巣鴨の３商店街にあるアンテナシ

ョップの開設、それから大学とのインターンシ

ップ、それから各在京からのふるさと納税の増

額ということもあるのかなというふうに思って

おります。 

  大きなところで言いますと、アンテナショッ

プの売上げにつきましても、当初、苦戦を強い

られていたということでありますけれども、こ

こ数年、徐々に伸びてきておりまして、新庄市

からの物産の供給量、こちらのほうも多くなっ

ている状況でございますので、実績としては上

がってきているのかなというふうに理解してお

ります。以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今、アンテナショップ

ということが出てきました。アンテナショップ

は、すみません、どちらにあるんでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 アンテナショップという

のは、巣鴨地蔵通りに存在しております。当初、

１号店の出店から、３号店まで出店するという

ことで計画がございましたが、現在は３号店で

はなくて、一番いいところの立地のほうに新庄

市の物産のほうも移していただいておりました

ので、かなりの収益も上がっているというよう

なことで聞いております。 

  毎年、徐々にではありますが、新庄市の産品

も周知されまして、収益も上がっているという

ことでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

今田浩徳委員長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 今の新庄まつりの派遣事

業でございますけれども、新庄開府400年のイ

ベントの中のプレイベントというか、これから

今年度から令和７年までの間の中での、まず来

年度においての、打ち上げ花火ではないですけ

れども、市としてこういう開府事業を行うとい

うことに当たって、各地に全国的に周知を図る

上でも、ぜひ新庄まつりの山車を派遣させてい

ただきたいというふうな思いで事業を進めてい

るところでございますので、よろしくお願いい

たします。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） これまで５年間空白だ

った理由というのは何だったでしょうか。再度

伺っておいてよろしいでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ５年間空白だったという

ことで、御質問いただきました。 

  平成29年度については、昨日、市長のほうか

らも答弁ありましたけれども、大学のほうから

ぜひ来ていただけないかということのお誘いも

ありまして実施したわけですが、これまで新庄

まつりの山車、各銀座であるとか、大阪である

とか、または海外であるとか、沖縄であるとか、

派遣はしておりますけれども、そんなに毎年行

けるほどの予算的なものもできませんし、ある

程度、蓄えておきながら行きたいというような

こともございますので、空白の期間があるとい

うのは致し方ないのかなと考えております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 
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今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） これまで５年前に派遣

をしてから、今回、開府400年プレ事業だとい

うことだったんですけれども、開府400年とい

うことは、新庄市制が始まってから何年後に

400年というのは分かるわけなんですけれども、

この派遣をするというのは、いつどの段階から

協議を重ねてきたのでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 この派遣事業につきまし

ては、開府400年の事業実行委員会の立ち上げ

も成るというような話もありまして、その以前

から、また山車を派遣できないかという検討は

してきたところでございます。ですから、今年

度に入る以前から検討というのを進めておりま

して、その開府400年の記念のプレ事業という

ような位置づけにもしていただけるということ

でございましたので、ちょうどその時期が令和

４年度となったということでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 前回、大正大学の何百

年記念かに合わせて行ったのですけれども、そ

もそも戸沢藩の殿様が新庄に、高萩とか秋田と

かと縁があって、時代のそのときの流れで新庄

にいらしたわけじゃないですか。それで、400

年プレ事業とした場合に、この巣鴨のところか

らは、戸沢、新庄市の歴史というものが何も酌

み取れないですね。どういった縁起があって巣

鴨なのか、伺ってよろしいでしょうか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 経過をずっとたどりますと、新庄

まつりが重要文化財になったというようなこと

がございます。その中で、文化庁から、ぜひ

山・鉾・屋台の全国組織に入るようにというよ

うな御指導をいただいたところであります。 

  当時は財政が大変厳しく、その入会費、たし

か８万円から10万円ですけれども、それを捻出

するのも容易ではない時期でありましたけれど

も、何とか文化庁の先生の御指導の下、山・

鉾・屋台に入ったと。そうしたら、数年後にユ

ネスコへの登録が成ったということで、御指導

いただいたおかげだなというふうに思って、

山・鉾・屋台の全国大会へ行くと、その先生に

も御挨拶して、先生からも大変よかったという

ように言っていただいたわけですけれども、そ

のことを私の出身の大学を訪問したときに、ユ

ネスコに登録になるねというようなことを、ま

だそれが12月の初めになるという以前に、新聞

等で向こうが察知しまして、ぜひお祝いしたい

というようなことで、ぜひ来年、御招待したい

というようなことのお話が持ち上がったと。当

初1,500万円程度、１台では駄目だというよう

なことで、複数台数でなければ華やかにならな

いと。ただ、ちらちらと、日本橋あるいは銀座

に行ったときに、ふるさと会等でお話を聞くと、

大変広い通りで、ほかの屋台、そこにはねぷた

とか様々入ったときに、新庄山車が来るとリア

カー引いてるようだというような批評も向こう

の方々から聞いたのであります。 

  そんな中で、巣鴨地蔵通りは通りが７メート

ル程度、それに歩道というようなことで、反響

がよろしいというようなことで、非常ににぎや

かになるというようなこと。向こうも、地域お

こし、地域協力と、豊島区自体が23区の中で消

滅都市と言われるような非常に危機感を持って

いたということもあるんではないかというふう

に思います。そんなことで、ぜひ地蔵通りをに

ぎやかにしてもらえないかというようなことで、

全額向こうの負担で行くことが決定したと。そ

のときは、予算関係ありませんので、大手を振

って行くよ、行くよということを言い切ること

ができたわけですけれども、今回予算を取ると

いうようなことでありますので、皆さんの御理
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解をいただかなければこの事業を実施できない

ということであります。 

  しかし、５年間の空白は、先ほど商工課長が

言ったように毎年出せるほどの金額ではないと

いうようなことであります。それは、過去にも

そうでありますし、大阪に行ったり、銀座に行

ったり、日本橋に行ったりと、ある程度の一定

の期間をもって派遣しているというようなこと

で、その成果につきましては、やはり屋台を造

る方々にとって非常に大きな希望になるという

ことであります。 

  実際に派遣を行いますと、非常に厳しい、人

材がいない中でも、ＯＢを誘ったり、あるいは

近所の方々、一度でも誘ってくれた方々を巻き

込んで、何とか山車を造ろうという、そういう

意欲に変わっているというふうに思いました。

派遣する事業の大きな成果というのは、こうい

うところにあるんだなということをつくづく感

じたところです。 

  また、過去に派遣された方々の話を聞くと、

やっぱり実際行くまではうんうんだけれども、

行ってみるとやはりやってよかったな、行って

よかったなと。やっぱり広く外へ出てそれをや

るということが、どんなにその自信になるかと

いうような話も聞いており、定期的に出したい

なというようなもの。しかし、コロナで２年間

というようなことがあったということで、内部

で検討して、400年祭になると。昨日おととい

も申し上げましたが、ふるさと納税、大変多額

の納税をしていただいていると。それの一つの

御礼の形ということが一つ。 

  もう一点、付け加えたことにつきましては、

移動については地元の観光業者を使いたいとい

うのが裏にあります。それは、予算書の中には

出てきませんけれども、大変観光業者が疲弊し

ていると、誰かがどこかで使ってあげないとま

ずいというような思いもございまして、ぜひ地

元の観光業者を使って往復することもいいので

はないかというようなことを考えたと。 

  そのほかの成果としましては、大学との関係

が深まりまして、コロナ禍で１年飛ばされまし

たけれども、昨年10月に学生が７人ほど来られ

まして、約１週間、市内の旅館に泊まりまして、

地域の研修、そして市内の若者アンケートをや

っていただき、若者を残すための施策というよ

うな報告書もいただいたところです。 

  また、大学のほうからは、東山球場での大学

の野球の合宿もさせていただきたいというよう

なことがありました。しかし、コロナで２年潰

れていますけれども、先月行ったときに監督と

お会いして、ぜひ令和４年度については、コロ

ナが収まれば、東山球場で合宿をさせてもらい

たいというような申出を受けたところです。そ

ういう小さなつながりを大事にすることによっ

て、これから大きなつながりになっていくのだ

ろうというふうなことを信じています。 

  前回は、向こうから全額で呼ばれたわけであ

りますが、今回はふるさと納税も勘案しながら、

地域のコロナ対策も含めて、そして元気な新庄

市を、疲弊なときこそ新庄まつりで元気な姿を

見せたいという思いで予算化したということを、

ぜひ御理解いただきたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 大変たくさんの新庄市

ファンの方がふるさと納税をしてくださること

への御礼ということで、大変、心広い市長でい

らしてすばらしいと思いますが、ただこの事業、

令和７年が400年でしょうか。そうした場合に、

大変まちの中がコロナで疲弊してしまっている

状態の中で、ＰＲが大事だとはいえ、なぜ今年

だったのだろうと思うわけです。来年では駄目

だったのでしょうか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 一昨日もお答えしたので、私のほ
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うからですが、令和７年度は当日の年なので無

理だというようなことを、担当課とも話して考

えておりまして、令和６年というようなことも

あるわけですけれども、それはさらなるプレ事

業が多くなるというようなことで、令和４年か

令和５年だろうというようなことで、当時検討

した際には、緊急事態宣言が解除されて、皆全

国的に人が動き出したときであります。11月と

いう予算要求の時期になるわけであります。ぜ

ひ来年、１年後にはできたいなと。 

  今ここに来てコロナというようなことで、市

民の皆さんの多くが経済的に疲弊しているとい

うようなことは、私も承知しているところです。

それにつきましては、改めて経済対策をすると

いうようなことを約束したところであります。

それについては、今月末に議会のほうにお願い

したいと思っているところであります。 

  ですから、行く費用とタイミング、さらには

コロナでまん延防止、あるいはさらなる第７波

とか、第８波が出たというようなときは中止と

いうのは、それは当然です。行けるという状況

を想定して、通常にやれるということを祈って

いるわけでありまして、そうでない場合は中止

するというようなことは当然でありますので、

その辺についても御理解いただきたいと思いま

す。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 実際にこの派遣が例え

ば決まって、予算が通って、そして若連、もし

くは囃子若連が一緒に行くわけですけれども、

そういった若連の端々のところから、いろんな

ところから、こういう事業をするのであったら

ば、本当に疲弊している若連のところに、なぜ

もっと手を経年的に差し伸べてくれないんだろ

うという声が上がって、市長の耳にも届いてい

るのではないでしょうか。どうでしょうか、市

長。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 令和３年度のまつり開催

では、かなりの感染拡大が広がりまして、通常、

新庄まつりの名物の一つと言ってもいい花もら

いができなかったということで、かなり製作費

用についても捻出が難しいということでありま

したので、そちらについては実行委員会からの

要望を受けまして、増額支給したという事実も

ございます。 

  現段階では、昨年11月の実行委員会での通常

開催をするということでの話をいただいており

ますので、通常開催のベースでの補助金額とい

うことで積算をしております。ただ、状況が悪

くなって、その状況、花もらいができないとい

うことであって、実行委員会からの要望もあれ

ば検討していきたいというようなことはお答え

しているつもりでございますので、御理解いた

だければと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 花を今年はもらっても

いいとは言われたと、それは聞いております。

しかしやっぱり子供の数も減って、そして人を

集めること自体が大変で、花をもらう人、運行

を段取りしていく人たち、それが人数が足りな

くて、本当に継続していけるのかということ自

体を危ぶんでいかなくてはいけなくなってきた

ということが現実的にあります。それは耳に入

っていると思います。 

  そういった中で、祭りの地元のプレ400年事

業だからこそ、市内の祭りを、市民の祭りをち

ゃんともう一回見直していくということを優先

的にしてほしい。しかし、それよりもこういう

事業が新規事業としてぽんと出てきてしまうと

いうことに、やはり違和感を感じるわけです。 

  市内の市民の祭りに携わる若い人たちの声を

しっかりと聞いて、政策、予算のほうに反映さ
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せていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 大変貴重な御意見ありがとうござ

います。今の観光課長以外の以前の観光課長と

も様々な意見交換をさせていただいておるわけ

ですが、現状の新庄まつりの厳しさというのは、

どこかではっきりさせないといけない時期には

来ているというふうに思っています。 

  まずは、少子高齢化、ここにいろいろな形で

提案をさせていただいているわけでありますが、

議題としてなかなか取り上がったことがないと

いうことも事実であります。まず、去年やった

から今年やろうという見切り発車が、これまた

多かったのかなということは思っております。

そうしたことをやっぱりはっきりと、将来子供

たちがこの祭りを続けていくには、どのような

方策があるのかということは真剣に話さなくて

はいけないというふうには思っています。それ

と派遣とは、また別事業だというふうにぜひ考

えていただきたい。 

  これは、将来にわたって、400年以上これか

ら続けていこうというような思いは、少子高齢

化になっても続けられる祭りの在り方というこ

とは、お互い胸襟を開いて話し合う必要がある

と思っています。派遣事業とは、また別個とい

うふうに考えていただきたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） また、この派遣事業を

するに当たって、一つ考えていっていただきた

いことは、新庄市出身の方々、関東方面にいら

っしゃる方々が、多数お客さんとして、声をか

けますから、やっぱり市民の方が行きます。そ

うすると、そこで見てしまうと、久しぶりに見

てよかった、じゃあ本家本元の新庄市に新幹線

に乗って足を運ばなくたっていいという話にな

るというのを聞いているのです。そういったこ

ともあるということで、昨日ほやほやに聞いた

ばっかりでしたので、そういうこともあるとい

うことを、計画していく上で頭の片隅に入れて

いただけるといいかなと思うのですが、いかが

でしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 私は初めてそのようなこ

とを聞きました。以前、見ていただいた方から

お聞きしているのは、せっかくだったら本場の

やつを見たいということで、ツアーを組むから

そっちのほうの宿を取ってくれないかというふ

うなお声は聞いていますけれども、あといいわ

やという声は聞いたことがありませんので、よ

ろしくお願いたいと思います。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） それでは、簡潔に質問

したいと思います。 

  ページ数95ページ、９款消防費１項消防費の

常備消防費についてお聞きします。 

  実は２月23日の新聞に、新庄署の隣に、新消

防本部最上広域組合庁舎建設地決まるという新

聞報道がありました。我々この議会、広域の議

員以外は初めて知った事項であります。 

  広域消防は、私から申すまでもなく、かつて

は１市４町３村に、各町村にあったのですけれ

ども、６署体制になって、５署がその行政市町

村で場所を選定して建築されてきました。本部

機能のあるこの新庄市の消防本部です。昨年11

月の二十何日か、議員懇談会で市長より、るる

報告されました。そういう中で、建設予定候補

地が我々に示されたわけですけれども、そうい

う中に……。駄目なんですか。首傾げているか

ら。いいですね。（「続けてください」の声あ

り）そっちで首傾げられるとね。 
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  というわけで、現場の声も実はありましたよ

と我々に知らされました。 

  先ほど言いましたけれども、あの支署を建て

る場合は、今５署が建っているわけなんですけ

れども、その支署を建てる町村で場所を選定し

て建てたのだけれども、２月23日に、新庄署隣

に新消防本部の建設地決まるということは、新

庄市としてどのような思いで申入れをしたのか、

その辺をお聞きしたいと思います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 これまでも消防が非常に、ここ10

年、揺れ動いた経過がございます。その中で、

それぞれ町村にあった消防署を４署体制、１署

体制、５署体制というような議論が広域で語ら

れました。 

  最初に手をつけたのが、大蔵村と舟形町がそ

れぞれ一緒にするというようなことで、南支所

ができたわけですけれども、土地については両

町村が広域に提供しているというようなことで

あります。また、次に鮭川村と真室川町もあっ

たわけですけれども、負担割合というようなこ

とで、鮭川村が下りて、それで真室川町が土地

を提供するというようなことで決まった経過が

ございます。さらには、金山町が土地を確保し、

ここにお願いしたいというようなこと。これま

での流れは、合併するときにはそれぞれの町村

ごとの話合いによって場所を決めたというよう

なことがございます。金山町については、金山

町はちょっと外れているというようなことで、

金山町の土地を提供したというようなことであ

ります。 

  本市で今度は番が回ってきたわけであります

けれども、どのようにするかというようなこと

をしたときに、庁舎建設検討委員会を組織いた

しまして、鮭川村の村長が委員長になったと。

ただし、場所については専門的な意見も要るだ

ろうというようなことで、山大の防災の先生に

入っていただいて、市内の各地、それで５か所

ほど挙げていただいたというところです。ここ

で懇談会を議員の皆さんにお願いしたわけです。

その当時、現場では、市内に、今の現況に近い

ところがありがたいというような意見もいただ

いたところでありますが、この現場の中で、そ

ういう意見も紹介したわけですけれども、どこ

であっても３分、４分の違いだろうと。水の上

がらないところであればいいというような御意

見があって、それ以外の意見、いやもっとここ

にだと、何々だというような意見がなかったよ

うな気がしているわけであります。 

  そうしたことで、防災の観点の５か所の中か

ら、２か所、ＡとＢを選んでいただいて、そし

てＡから交渉に入ったということであります。

その結果、新庄警察署の脇ということの第１案

が提示されたということであります。 

  結果として、新庄市が土地を最初から提供し、

来年するという方法もあったのかもしれません

が、やはり現況の中で、応分の負担の中で広域

消防であるというようなことで、消防本部の部

分だけを新庄市が負担するので、広域の分は負

担してくれというようなことの割合をなかなか

決めかねることができなかったというのが事実

であります。 

  結果的に、新聞等で報道されたところについ

ては、全員異議なく、承知というようなことで、

広域議会も９つ目の地方議会でありますので、

その議員の皆さんにやはり説明した後に町村に

というようなことになるわけですが、それが新

聞報道でされたということで、あえて招集して

報告することはなかったわけですけれども、段

階的には、広域議会のほうに第一義的に場所を

報告させていただいたというような経過でござ

います。何とぞ御理解をいただきたいと思いま

す。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 
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１８番（小野周一委員） 理解しました。 

  次に、同じく95ページの９款消防費です。２

項の非常備消防費についてお聞きします。 

  消防団員報酬が３年ほど同じ予算計上になっ

ているのですけれども、今、全国津々浦々、消

防団員の団員数の減少が続いております。そう

いう中で、新庄市の消防団も条例定数1,194名

という団員の条例数があるわけなんですけれど

も、３年間同じ団員の報酬が計上されるという

ことは、団員の推移はどのようになっているか、

お聞きしたいと思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、消防団の団員数の

推移ということで御説明させていただきます。 

  まずは、令和元年が全団員数で1,145名、令

和２年が1,135名、令和３年が1,125名という推

移となっております。以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） やはり新庄市消防の団

員数も減っているわけですけれども、昨年、総

務省の消防庁のほうから、団員手当のベースア

ップの通知が来ていると思います。今回の県内

の市町村の予算を見ても、総務省消防庁から通

知されているベースアップで、団員のあれが計

上されているのですけれども、新庄市では団員

のベースアップは考えてこなかったのか、それ

についてお聞きしたいと思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 消防団の報酬のベースアップ

についてでございますけれども、環境課としま

しても、各市町村の情報あるいは県13市の情報

を様々入手いたしまして、検討に入っていると

ころでございますけれども、ただその財源につ

きまして、国の交付金があるわけなんですけれ

ども、そちらの詳細がまだ未決定ということが

ございます。 

  現行の国の交付金の制度ですと、1,000万円

弱のこちらのほうの財源の持ち出しが生じるの

ですけれども、それについて、国のほうで、こ

れから徐々に改定が行われるというふうなこと

を聞いております。こちらの交付金等が固まり

次第、検討に入りまして、いつからかというの

は具体的に申し上げられないかもしれませんけ

れども、検討は行っていくという考えでおりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 実は、前も私は一般質

問で申し上げたと思うんですけれども、市の団

長報酬が、１市４町３村で一番低いんです。最

上の中心都市の団長報酬が。副団長もそうです。

それは幹部連中の報酬なんですけれども、総務

省消防庁から、団員のベースアップをしてくだ

さいよと言われて、最上郡でも恐らく舟形町と

大藏村は上げたと思います。ほかの市町村も上

げているのです。 

  やはり今、防火防災に携わってくれる消防団

が減少の一途をたどれば、どうなんですか、本

当に。想定外の災害が起きるのです、今は。お

金が全てではないのですけれども、国のほうで

消防団員のほうに、もう少し手厚くしてくださ

いよと言ったら、やはりほかの市町村に先駆け

て新庄市はしてほしかったという思いでありま

す。 

  今回の予算計上は計上して、この１年間をか

けて、消防委員の方々もおります。どうかその

方々の意見もいただきながら、極力、総務省消

防庁の通達に沿ったような団員のベースアップ

をお願いしたいと思います。 

  次に、ページ数94ページの８款土木費６項雪

対策費２項雪総合対策費についてお聞きします。 

  市長の施政方針の中にも、雪対策については、
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雪に強い安全で快適なまちづくりを目指すと言

っております。これは財政課長の議案説明でも

あった言葉なのですけれども、でも実際に今回

の予算を見ますと、前年比2,700万何がしマイ

ナスとなっています。これは、国の工事関係が

あると思うんですけれども、前も言ったのです

けれども、この第２次新庄市総合雪対策基本計

画は、平成16年に第２期ができております。そ

れから今日まで約16年間、17年間かな。まだ総

延長でたった６キロメートルぐらいしかできて

いないですね、流雪溝整備が。やはり国のお金

が来なければどうしようもないと思うのですけ

れども、私はそろそろ第２次新庄市総合雪対策

の基本計画を見直す時期に来ていると思うんで

すけれども、その辺どうでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 ８款の雪対策費について

御質問いただきました。 

  委員おっしゃっておりますとおり、新庄市と

いたしましては、市内雪対策ということで、大

変重要な事業ということで認識もしているとこ

ろでございます。 

  また、実際の流雪溝また防雪柵といった事業

につきましては、国の交付金を活用させていた

だいて、順次進めているというふうなことでご

ざいます。 

  ただいま御提案いただいたように、第２次総

合雪対策計画につきましては、平成16年の策定

ということで、今回の一般質問の中でもお話が

出たところでございますが、大きく社会情勢の

変化、また少子高齢化や町並みの変化などとい

ったところも出てきているところも確かでござ

います。 

  平成16年に策定した計画の中では、全体延長

91キロメートルの流雪溝に対して、現在、実施

延長が50キロメートルほどというふうなことで、

五十数％までの実施率ということで進捗してい

るところでありますが、実際には町並みの変化

によりまして、今後、沿線に住宅等が建ち並ん

でいる部分について、重要な箇所として位置づ

けを見直すということも必要になってくるので

はないかなということも考えております。 

  また、今後、都市計画の用途地域の変更など

の中でも、今後のまちづくりということを踏ま

えまして計画をつくっていきますので、市の将

来方針に合わせた雪対策の方向性についても検

討を進める時期にあるということでは理解して

おりますので、今後、十分検討しながら進めて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 課長、どうもありがと

うございました。やはりこれは、当初、総延長

が91.97メートルですね。実際にこれは17年間

かかって、できたのが50.何がしキロメートル

です。 

  先ほど言いましたけれども、国の交付税なく

してできないわけなのですけれども、しかし十

何年間でたった６キロメートルですよ。側溝の

整備率も54％です。無雪都市新庄、書かれてい

るように、もう少し優先順位を上げてやはりこ

の事業を進めてもらわなければ、市民アンケー

トでも雪の問題が一番市民の問題であります。

やはり早急に第３次の基本計画をつくってほし

いという思いでありますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  次に、73ページの６款１項３目の収入保険新

規加入緊急奨励事業について、再度お聞きしま

す。 

  昨日、我々会派の佐藤文一委員が、歳入でお

聞きしたのですけれども、県の支出金140万円、

市を合わせて恐らく70万円、210万円の事業費

で１戸当たり３万円の青色申告する農家に補助

をするのだという話ありました。そして今まで、
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90戸の青色農家が参加していて、全体で三百何

戸の農家が青色申告をやっていると。この予算、

事業費から申しますと、70戸ぐらいしかありま

せんよね。これは70戸を超えた場合は、恐らく

１戸３万円のやつが２万円に下がり、１万円に

下がるということがあるのですか、お願いした

いと思います。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

今田浩徳委員長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 収入保険の新規加入支援策と

いたしまして、委員おっしゃるとおり加入保険

料の県が２万円、市が１万円ということで、お

よそ50％の加入率を目指すというふうな形で新

規予算として取らせていただきましたけれども、

正直、青色申告加入者がなかなか増えないとい

うのが大きなところでございまして、加入者の

中であっても、なかなか保険料が高くて入れな

いということもございまして、私たちといたし

ましても、いろいろな会議の中で共済の職員を

お呼びしてＰＲ活動をやっていただいておりま

したけれども、このコロナ禍の中でなかなかＰ

Ｒができないということで、私たちとしては、

この50％をはるかに超えていただきたいという

思いでおりますので、もし超えていただけるよ

うな件数になれば、改めて補正をして、提案を

させていただきたいと考えているところでござ

います。 

  これはあくまでも県の全体的な予算もござい

ますので、それは調整をさせていただいてとい

うことでございます。ただ、県といたしまして

は、この支援策につきましては、今年度限りと

いうふうなことで計画をしているようなので、

もし新庄市の加入率が高く、希望なさっている

方がいるということであれば、要望等をさせて

いただきたいと考えているところでございます。

以上です。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

今田浩徳委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） この収入保険は、国の

事業なんですけれども、これ見ますと令和４年

度の予算の概算要求が18億4,800万円ほどです。

そして、全国で10万経営体を望んでいるそうで

あります。 

  今、課長が言ったとおり、一農家が３万円の

補助金なんですけれども、これにやはり賛同し

て、残りの青色申告農家なり、法人なりが申込

みをした場合、足りなかったら、県のほうに強

くやはり申入れをして、皆が、今年度１年限り

なのですけれども、そしてこの収入保険に加入

していただければ、恐らくいろんな、コロナで

野菜なり、果樹なり、そして米価の下がった分

をカバーできると思いますので、この事業費が

足りなかった場合は県のほうに強くお願いをし

てもらいたいと思います。 

  それでは、最後になりますけれども、ページ

数38ページ、２款１項７目の地域づくり支援事

業費、そのうちの区長の報酬費についてお聞き

したいと思います。 

  これは去年の１年前、私と小嶋議員が、区長

がやはり市民と行政の橋渡しをやっているので、

今の手当でいいですかという一般質問をしまし

た。本当に、平成８年から全然改定になってい

なかったのです。渡辺課長が退職する置き土産

だか分かりませんけれども、私から言わせれば、

我々から言われる前に、新庄市は財政調整基金

もまあまあ積んでいますよね。前と違って、新

庄市は財政難とは言わせないです、我々は執行

部のほうに。やはり我々から質問される前に、

もっと前からやってほしかったなという思いで

います。 

  それでお聞きするのですけれども、この内訳

というのが分かれば教えていただければありが

たいと思います。そして、区長ハンドブックに

は、手当となっているのです。そして、財政課

長の説明によると、謝金から報酬に切り替えた

という説明があったんですけれども、その流れ
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について、我々は言葉はどうであれ区長手当が

上がってもらえば一番いいんですけれども、謝

金から報酬に切り替えたという理由づけをお願

いしたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 委員長、渡辺安志。 

今田浩徳委員長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ただいま小野委員のほう

から御質問いただきまして、いろいろと思い出

すことを思い出させていただきました。そして、

そのときに、検討しますということで検討させ

ていただいた結果、今回、謝金から報酬という

ような形で、区長手当の増額も含めて提示させ

ていただいております。 

  まず、質問の中でもありましたけれども、こ

の区長の手当につきましては、これまで紆余曲

折あったわけなんですけれども、区長の非常勤

特別職であるという職務の中で謝金措置されて

いるのは疑義を出されたということで、それも

含めて検討させていただきました。 

  その中で、経過といたしましては、12月のと

きに条例改正案を出させていただいて、報酬と

して位置づけますというような形。それから、

12月議会で、来年度の区長手当を増額したいの

で、それぞれの均等割世帯割に該当する部分の

金額も明示させていただいたという経過がござ

います。 

  本当におっしゃるとおり、我々のほうとして

の検討が遅かったのかもしれませんけれども、

令和４年度からは、報酬として、そして均等割

につきましては従来の１万5,000円から３万円

にして、世帯割につきましては800円から1,000

円というような形で、全212地区に対しまして

は増額の形で皆様方のほうに令和４年度はお支

払いしたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。（「以上です」の声あり） 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 時間も押してまいりま

したけれども、なかなか手挙げるのが遅くて手

を挙げられないのだけれども、まずひとつよろ

しくお願い申し上げます。 

  今、県内13市でやっぱり予算をいろいろやっ

て、昨日の朝日新聞の中に、13市の中でいろい

ろ比べておりました。増減があったり、低かっ

たり、その市によっていろいろなやり方がある

と思って。新庄市の場合は前年度より2.3％の

減額になりましたけれども、大方私の感じで見

ますと、身の丈に合った予算組みではないかな

と思っております。その中で議員の皆さんもい

ろんな意見を交わしたわけですけれども、私か

らも二、三お聞きしたいと思います。 

  まず、ページ数を申し上げますので、よろし

くお願いいたします。ページ数35ページの総務

費６目の財産管理についてお聞きいたします。

次、ページ69ページの衛生費２目塵芥処理費、

お願いいたします。次、ページ82ページの商工

費の３目観光費、新庄まつり派遣山車について

お聞きします。次、90ページの土木費の都市計

画費の住宅リフォーム支援事業についてお尋ね

します。次、ページ95ページの消防費、災害対

策防災無線保守点検事業と備品購入費の内訳に

ついてお聞きいたします。 

  まず最初に、総務費の６目です。この中に公

舎借上料があります。前年度の予算書を見ます

と、この項目が、ちょっと探したのだけれども

当てはまらないので、金額が724万8,000円とい

うことですので、これはどういうことなんでし

ょうかということを、まずお尋ねしたいと思い

ます。 
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荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 公舎借上料でございます。令

和３年度の予算については、各課において計上

をしておりました。それで、令和４年度から、

それを一括して財政課の個々の項目で計上させ

ていただいたということになってございます。 

  公舎借上料については、電通派遣と、それか

ら地域おこし協力隊、それからＡＬＴの方々の

分でございます。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 改めてなったわけでは

なくて、項目を変えてこういうふうになったか

ら、前のと比べても比べるものがなかったと、

ただ項目が違ったということで理解していいわ

けですね。分かりました。 

  あと、電通派遣、これは非常にいい制度だと

思うんです。これは過去今まで何回、ずっと続

けてやっていただいたのでしょうか。 

関 宏之総務課長 委員長、関 宏之。 

今田浩徳委員長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 電通派遣につきましては、来

年度で12年目になります。令和４年度に派遣を

予定しておりますけれども、12年目になる予定

です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 大変これは、よその釜

で飯というのか、よそに修行に出すという制度

は、非常になかなか行政ではできない勉強をし

て、大変いいと思うのです。でも、そろそろと

いう意見もあるのでしょうけれども、私はずっ

と続けていってもらいたい。なぜならば、行っ

て１年間勉強した連中が、輪になって行政の中

心で固まって、いろんな民間、そういう大きい

電通とか、いろいろなもののノウハウを生かす

ように、ただ行って頑張ったなではなくて、行

った人方をくくりとして政策にはめ込むような

システムがなされているのかと。１人、２人行

って、へらへらと我ばり覚えてきて、そんなこ

と分からないということになりかねないような

大きい組織ですからね。そうじゃなくて、その

行ったものを生かすために、やはりそういう大

きなマグマ的なものも、組織の中でそれをシン

クタンクまでいくかいかないか分からないです

けれども、そういった手法を取られているので

すか、取られていないのですか。そういった人

材をどういうふうに今後とも行政の中核に据え

て発展させるのかというようなことが、ちょっ

と気になるものですから、そういった点を教え

ていただければありがたいと思います。 

関 宏之総務課長 委員長、関 宏之。 

今田浩徳委員長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 過去に電通に行った人は、今

現在派遣している人を除くと10人ほどいるわけ

ですけれども、帰ってきた段階では、本人がテ

ーマを決めて研修してきたことがありますので、

その要望に基づいて配置しているのが現在です。

そちらの関係で、グループ化してというふうな

お話もあるわけなんですけれども、なかなかそ

ちらのほうまでは今現在至っていないと。各課

においてその能力を発揮していただいて、個人

的な交流はあると思いますし、電通の方々との

交流のほうもある程度持っていると思いますけ

れども、委員から言われたことも含めまして、

そういった形で、シンクタンクというふうにな

るか分かりませんけれども、いずれは中心的な

立場になっていく人材かと思いますので、考え

てまいりたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） そうだと思うのです。

普通の業務のセクションでいいんです。それは

それでこなしていただいて、さらにそういう固

まり的なものを、テーマを与えるか、与えない
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かは別ですけれども、そのノウハウを生かして

行政に反映してくれるような制度になれば、生

きてくると思うんですよ。ぜひそういった意味

で、もしそういった考えの余地があるのだった

ら、そういうふうにして人材を育てて、市政の

発展に頑張っていただければありがたいと思い

ますので、今後の検討でしょうけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、同じく市内駐輪場の予算計上になって

いますけれども、私も必要性をお願いして、検

討するというようなお答えをいただいて、早速、

予算計上していただいたと、よかったなと思う

んですけれども、この内容はどういうふうに配

置するか、どういうふうな形式にするかという

ことをお聞きしたいんです。 

  今も私、控室、会派室から見ると、そっちの

ほうにもう自転車が止まっていましたね、露天

で。それではやっぱり、これがだんだん雪解け

で暖かくなるんですけれども、どういった250

万円ぐらいの規模の施設になるのかというのを

お願いしたいと思います。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 駐輪場の設置工事ということ

で、258万9,000円ほど計上させていただいてお

ります。 

  実際の設置場所等を今予定している部分につ

いては、今残っている労金のＡＴＭの脇を想定

してございます。 

  ただ、今現在、駐車場の区画線もやっており

ますけれども、３台分ぐらいは潰れてしまうか

なと思いますけれども、そういった形でそこに

配置したいと考えております。 

  実際に駐輪できる台数としては14台程度。こ

れについてはあくまでも来客者をメインとして

考えてございます。 

  ただ、市の職員の部分については、裏の駐車

場等に止める、もしくは東庁舎のほうに止める

という部分があろうかと思いますけれども、そ

の部分についてはどうしても露天になるわけで

すけれども、ただ整列の部分では駐輪スタンド

を用意しまして、強風等で倒れることのないよ

うに整然とした形で駐輪できればと考えてござ

います。以上でございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 今、14台というような。

少なくないかな。もっと来るのではないでしょ

うか、市民の方々が。その辺、どういうふうな

予測をしているのでしょうか。 

荒澤精也財政課長 委員長、荒澤精也。 

今田浩徳委員長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 実際に、傾向等ということで、

今お話しいただいたんですけれども、あんまり

その数自体は、一番多くてもその程度かと思っ

てございます。ということは、入れ替わり立ち

替わりという部分がありますし、まして雨の日

は当然乗って来られないという部分もあります

ので、その辺については設計のほうとも相談し

まして、14台分で足りるだろうというようなこ

とで想定してございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） やってみなければ分か

らないな。これはしようがない。でも、止めっ

放し、置きっ放しになると、すぐ利用されなく

なるのです。以前、小屋みたいな、あれだって

駐輪場なんだけれども、あそこに置きっ放しの

が結構あるのです。そうすると、新たに入れら

れなくなるということもあると思うのです。や

はり何らかの形で、置いたら持っていってくだ

さい、そして次に利用する方がスムーズになる

ようなことも、運営上大切なことだと思います。

その辺も、よく管理して、建てて終わりではな

くて、皆さんが使いやすい、使ってよかったと

いうようなことをぜひしていただきたいと思い
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ますので、よろしくお願いします。大丈夫です

ね。ありがとうございます。 

  あと、69ページの衛生費の２目の塵芥、ごみ

収集購入補助金25万円ですけれども、これはご

みステーションのことが対象になるんでしょう

か。具体的に、この購入補助金の内容を教えて

いただきたいと思います。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 それでは、ごみ集積器具購入

補助金についてお答えさせていただきます。 

  こちらは町内で設置してあるごみステーショ

ン、ごみ集積器の補助となっております。ごみ

ステーションの新設、建て替えの場合と、費用

の２分の１ということで、現在800か所の市内

ごみステーションがあるんですけれども、そう

いったものの修繕ですとか、あるいは新しく建

てるということに活用していただいていると、

こういうふうな内容になります。以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ごみステーションだと

私も思って、確認のためにお聞きしたんですけ

れども、今大きいと何ぼぐらい、結構前と違っ

て高いですよね。町内の利用者方がお金を出し

ながらするんだけれども、大体どのぐらいの大

きさで、どのぐらいの補助率で、今まではこの

25万円の中で収まっているのだか、収まってい

ないのだか。 

  かなり私のところも使ってみると、ごみステ

ーションはくたびれてくるけれども、がたがた

になるまで使うんですね。やっぱりごみは毎日

の生活で、生活必需するものであるわけですの

で、私は新庄市のごみ収集はすごくいいと思う。

前は、旗日とかあるときはしなかったけれども、

以前、旗日でも決まった曜日に収集してくださ

いというようなことで、特に４月、５月、ゴー

ルデンウイークのときは物すごくたまって、そ

して収集する人も１か所でいっぱいあるものだ

から、なかなか時間がかかるんだけれども、や

っぱり平準化してくれたおかげでそういうこと

もないし、非常にごみの収集に関しては、新庄

市は俺は褒めてあっぱれと言ってもいいくらい。

まだまだ分別はもっとする必要があると思うけ

れども、今の現状ではいいと思うのだけれども、

そういういい制度もある。 

  収集所、ごみステーションにぴたっと収まら

ないと、カラスとかが来てごちゃごちゃになる。

だから、これで大丈夫かなと心配しています。

この辺は衛生連合とかで十分に打合せをしてい

ると思うのだけれども、衛生連合との話合いの

中で、この25万円くらいで収まるという根拠を

ひとつ分かれば教えてもらいたい。俺は足りな

いかなと思うのだけれども。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 お答えさせていただきます。 

  25万円の根拠、25万円で収まるかというと、

どうなるかちょっと難しいところもあるんです

けれども、例えば中には町内の方々が資材を用

意して、自分たちで工夫して、立派な大きなご

みステーションを作ったという町内もございま

す。また、ゼロから資材とかもどこかにお願い

して建てたというふうな、あくまでもその町内

の方々の管理ということですので、その設置に

ついても様々な形態があるので、その25万円が

適正な価格かと言われると、判断は難しいもの

があるのではないかというふうに考えておりま

す。 

  それにつきましては、小嶋委員からもござい

ましたけれども、衛生連合組合と協力を図りま

して、その事業としまして、新規、修繕とも上

乗せの補助というものを、組合連合会の中でも

設けてございます。こういったことも御活用し

ていただいて、町内にふさわしいごみステーシ

ョンを建てていただきたいというふうに考えて
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おりますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほどの補助率ということでございましたけ

れども、新設、建て替えの場合、事業費の２分

の１の補助割合となっております。以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ありがとうございます。 

  ついでに、環境課長だから95ページをお願い

します。災害対策の防災無線委託事業なんだけ

れども、これは何を言いたいかというと、防災

無線を大変頑張っていいのだけれども、何を言

っているか分からないという人が結構いるので

す。この間は、お昼の新庄市民歌、５時のチャ

イムが、防災無線が鳴っていいなと思うんだけ

れども、今年は雪が降ったからか、随分チャイ

ムが鳴ってお知らせみたいになっているけれど

も、何を言っているか分からないと市民の多く

が。私も分からない、はっきり言って。でも、

市民の方もそういうことがあるのです。聞いて

みると、ＡＩでお話しするということで、なの

でと言ったらいいか、何といったらいいか、そ

の辺、原課の課長として、こういう声はどうい

うふうにお耳に入っているのか、入っていない

のかということをまずお聞きしたいと思います。

いかがでしょうか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 防災行政無線は、様々な防災

情報あるいは地域の情報の発信のために活用し

ておるわけでございますけれども、やはりこう

した中で、季節的なものですとか、あるいは交

通量の多い時間帯とか、聞こえづらいというふ

うなことでの声は環境課にも届いているところ

でございます。そのような事案に対しては、こ

の保守点検業務の中で、そういうふうなことが

あったんですけれども、点検を行っていただい

て、改善できないかというふうなことで、業者

ともお話しさせていただいておるところでござ

います。 

  あとは、ＡＩでお話しするという内容ですけ

れども、これは確かに国から来る一斉の通知の

ものであれば、その機械、ＡＩがしゃべってい

るということで確かにあるんですけれども、そ

れ以外でも市の職員が分かりやすい、例えばは

っきりした声ですとか、ゆっくりした口調です

とか、こういったことで録音を行いまして、そ

れを直接流すことも可能ですので、様々保守点

検のほうと、そういった環境課としての発信の

仕方もいろいろと検討しながら、本当に皆さん

に聞いていただけるような放送にしていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） たまには区長あたりと、

防災無線どうですか、聞けるかどうかというの

も、アンケートを取ってもいいのではないでし

ょうか。それぞれの場所とか、気候によって違

ってくると思うから、一概に私も言えないけれ

ども、でも往々にして分からない、聞こえない

という声があるものだから言わせてもらったの

ですので、そういった議会とかじゃなくて、も

っと一般市民の区長とか、代表者あたりにアン

ケートみたいなものを取って調査することも、

大事な一つの情報手段として、せっかくのいい

ものつくっているわけだから、活用してよかっ

たということをしないと、いざ災害のときも困

るわけですので、そういう点も頭の中に入れて

やっていただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  次、90ページの土木費の住宅リフォームに関

して、昨年よりかなり大幅に上げてきて、この

事業は、大変いい事業だと思う。去年は予定を

オーバーして、補正を２回組んできたわけです。

今年もやっぱり、今、春だと待っている人がい

ると思うのです。だからこの4,200万円の内訳、
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どのくらいの件数をリサーチして予算を組んだ

のかというようなことをお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

今田浩徳委員長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅リフォーム補助金総

合支援事業費ということで御質問いただきまし

た。 

  委員おっしゃいましたように、この事業に関

しましては、住宅リフォーム補助金、大変人気

のある事業ということで、皆様から好評で御活

用いただいているところでございます。 

  実際に御活用いただいている方々には、自分

の住宅について、性能の向上や、大雪などで破

損した部分も含めて、補修や改修ということで

活用していただいているところでございます。 

  昨年、令和３年度につきましては、県のほう

の事業の内容の見直しということで、市が補助

制度を使ったものを半分の補塡ということで、

事業費、当初の予算では、早々と予算を使い切

ってしまったということで、補正もさせていた

だいたところです。 

  今年度、結果といたしましては、例年程度、

160件ほどの御利用をいただいたところです。

来年度の事業につきましても、今のところ今年

と同じような形で、県が半分、市が半分の負担

ということで予算計上させていただいていると

ころでありますけれども、今年度と同じように

160件の見込みで予算を計上させていただいて

いるところでございますので、よろしくお願い

いたします。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 本当にこの評判がいい

というのは、大工さんも喜ぶのです。それで大

きい仕事でなくても、小さい仕事が数来れば、

やっぱり仕事が回るし、大変いい制度ですので、

もしすぐなったら追加補正等も、過ぎたときに

お考えいただければ、非常に皆さん喜ぶのでは

ないかと思いますので、ぜひその節は御検討い

ただければいいのではないかということをお願

いします。 

  次、82ページの商工費の山車派遣、巣鴨なん

ですけれども、いろいろこれは意見がありまし

て、私は派遣が非常にいいと思うんです。とい

うことは、私は個人的に、大阪御堂筋祭りとか、

銀座祭りとか、行ってまいりました。やはり自

分だけではなくて、町内の若連とか、囃子若連

が派遣へ持っていって、向こうに新庄市出身の

方が集まってくるとか、やっぱり心が湧き立つ

わけです。やっぱりそういうものもないと、活

性化につながらないと思うんです。 

  新庄まつりの原点は、分かるように、1756年、

これは稲垣吾郎ということで俺は1756年と覚え

ているのだけれども、このときに飢饉があって、

打ち壊しがあるとき、世直し祭りとして、やっ

ぱり鼓舞したわけだ、農民とか我々の先祖。そ

して、その後、五穀豊穣を願って、あの山車の

中には山があって、滝があって、ぼこすこ水が

あって、水がやっぱり農家を潤すというような、

ずっと伝統的な飾りが綿々としてあるわけです。

新庄まつりは、もちろんボタン、桜、決まり事

があるわけです。そういったものがあるという

ことは、我々新庄市民は、そういうお祭り、新

庄まつりの山車、囃子があるということは、財

産だと思うのです。これがやっぱり山形の花笠

まつりみたいに新しくつくったのとは格式が違

って、国の重要文化財なり、それが33か所一括

になってユネスコになったという流れが綿々と

してあるわけです。 

  それで、この巣鴨に私は５年前に行ってきま

した。残念ながら雨が降ったけれども、でもみ

んな新庄市から行った人とかが来て、やっぱり

喜ぶし、巣鴨の人もびっくりする。こういうの

が２台、３台でなくて、20台もあるよと言うと、

やっぱりびっくりするのです。ぜひ機会があれ

ば本場に行って見たいというような思いを、私
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は現場に行ってひしひしと感じたのです。 

  ただ私は、だからといって、この山車をこの

まま、一番心配なのは、今の世情です。コロナ

とか、そういうものが、市長もそういうときは

やめますよとはっきり言ってお答えいただいた

けれども、くどいようだけれども、もし何らか

の形でいったときはやめますよというようなこ

とで、再度、そのような考えでよろしいのでし

ょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 委員長、柏倉敏彦。 

今田浩徳委員長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 山車派遣についての御質

問をいただきました。 

  市長の答弁にもございましたとおり、コロナ

禍で緊急事態宣言があった、まん延防止措置が

なったというふうな状況等々、何かまた災害が

起こったというふうな場合には、こちらのほう

を中止させていただくという考えは持っており

ます。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

今田浩徳委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ぜひ安全第一でひとつ、

予算を計上したのは、私は認めます。 

  終わりです。 

今田浩徳委員長 以上をもちまして質疑を終了い

たします。 

  ここで、議案第10号令和４年度新庄市一般会

計予算について、修正動議が提出されておりま

すので、ただいま事務局に写しを配付させます。 

  暫時休憩します。 

 

     午後２時３６分 休憩 

     午後２時３８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  修正動議を直ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

今田浩徳委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 議案第10号令和４年度

新庄市一般会計予算に対する修正動議。 

  上記の修正案を別紙のとおり会議規則第101

条の規定により提出します。 

  提案理由を読み上げます。 

  一部、本日の討論でのタイムログといいます

か、生じていますが、それについては御了承願

います。 

  提案理由。歳出、７款商工費１項商工費３目

観光費、観光振興対策事業費、新庄まつりｉｎ

巣鴨山車派遣事業実行委員会負担金1,571万

8,000円及び８款土木費４項都市計画費１目都

市計画総務費、都市計画総務管理費、道の駅測

量業務委託料971万3,000円、道の駅不動産鑑定

業務委託料54万4,000円、合計2,597万5,000円

を減額し、同額を歳出、14款予備費１項予備費

１目予備費に措置するものであります。 

  ２つの事業でありますが、説明申し上げます。 

  修正案の商工費に関する理由として、遅い夏、

市挙げて最大行事である新庄まつりは、コロナ

禍の中で、関係団体はここ数年大変な苦労をし

ています。今必要なのは、安全、そして安定的

に山車の制作と運行ができる体制を構築するこ

とではないか。次の理由により修正を求めるも

のである。 

  ①コロナ禍の先が見えない中で、相当な準備

を要する山車派遣は、混乱を呼ぶだけである。 

  ②２度目の巣鴨派遣について、前回の効果検

証がなされていない。 

  ③令和７年が400年祭、３年前の今年にしな

ければならない理由はない。 

  修正案の土木費に関する理由として、国との

一体型整備により、新庄市独自の道の駅を目指

す事業でありますが、①交通量が激減するとこ

ろに用地取得までして大規模駐車場を造る理由

はない。 

  ②ハザードマップの点から、駐車場をかさ上
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げすることにより、エコロジーガーデンの施設

群と分断され、施設の魅力が半減される。 

  ③本事業は、多額の投資を要するものであり、

一体型整備の課題を整理し切っていないと判断

するものであります。また、施政方針では、結

びで、市民第一主義を理念としていますが、説

明会を拒否するなど、市民説明が極めて不十分

であります。よって、エコロジーガーデン道の

駅の設置は、24時間開放する公の施設としては

不適当である。 

  以上の理由から、エコロジーガーデン道の駅

は再考するべきであり、関連する業務委託料を

削るものであります。 

  よって、別紙の修正案を提出するものであり

ます。 

  令和４年３月10日、新庄市議会予算特別委員

長今田浩徳殿。提出者、八鍬長一、叶内恵子で

あります。 

  なお、修正する表中と参考資料については、

別紙のとおりでありますので、よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

今田浩徳委員長 ただいまの修正案に対する質疑

を行います。質疑ありませんか。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） それでは、私のほうか

ら質問させていただきます。 

  今回の修正案のほうで、エコロジーガーデン

道の駅を再考するというものとなっております

が、その中において、今回の主要施策のほう見

ていただきますと、ページ15ページになります

が、ここに道の駅登録候補事業費は21万4,000

円も入っています。道の駅に反対するのに、こ

の道の駅の登録料は事務費がかかっているんで

すけれども、これは修正案に入ってない理由を

教えていただきたいと思います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

佐藤卓也委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 予算書では、事務費で

は、主要事業の中では事務費として分類されて

いますけれども、予算書ではどこに入っている

か分かりません。それで、そういう点では、事

務費は一般的な事務費でありますから、上位機

関との交渉とか、そういうことまでしては駄目

だとは言っていませんので、あくまでも委託料

の削減を求めるものです。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） ということは、道の駅

は賛成だけれども、エコロジーガーデンの道の

駅化を反対するという意味なんでしょうか。ち

ょっとそこら辺の意味が分からなくて、一緒に

計上するならば、事務費も一緒に削減するべき

だと思ったんですけれども、これだけが、21万

4,000円が浮いている状態ですので、どういう

意味でこれを抜いたのか、主要事業ではしっか

り書いていますので、そこら辺もう一度お聞か

せください。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

佐藤卓也委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） あくまでも予算書に基

づいて判断したということで、先ほど説明した

とおりであります。 

１７番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

今田浩徳委員長 佐藤卓也委員。 

１７番（佐藤卓也委員） 分かりました。あくま

でも予算書ということなのですけれども、これ

も予算書の概要ですので、もしやるならば一緒

のほうがよかったのかと思っております。 

  また、再度お聞きしますが、先ほど予算委員

会の中でも、山車派遣については、コロナ禍、

向こうのほうが緊急事態やまん延防止が起きた

ならば中止となっていますけれども、そしてそ

の中で①の状況や、前回の検証がなされてない

ということだったんですけれども、そこは①、

②で説明していますけれども、こちらの理由は
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そのまま受け取ってよろしいのでしょうか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

佐藤卓也委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 今の予算特別委員会の

審議の中では、予算修正を求める場合に、全て

討論が終わってから修正案を作って出すという

ふうになっていますので、冒頭に申し上げまし

たように、多少のタイムログが生ずるのは御承

知いただきたいと思います。 

  ただ、本筋としては、骨格は変わっていませ

んので、あえて、当初、一般質問や予算提示の

段階で判断したもので、修正したものでありま

す。 

  検証がなされていないというのは、口頭では

聞いたんですが、文書では一切、こうこうこう

であるという今日の口頭での説明については拝

見しておりません。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 ほかになしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより修正案の討論に入ります。ただいま

のところ討論の通告はありません。討論ありま

すか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  採決は、電子表決システムにより行います。 

  議案第10号令和４年度新庄市一般会計予算修

正案について、賛成の委員は賛成のボタンを、

反対の委員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

今田浩徳委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成４名、反対10名、棄権な

しです。賛成少数であります。よって、修正案

は否決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後２時５０分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  これより原案について討論に入ります。ただ

いまのところ討論の通告はありません。討論あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤委員、賛成か反対か。 

１ 番（佐藤悦子委員） 反対です。 

今田浩徳委員長 原案に反対討論としてですね。 

  それでは、原案に反対討論として、佐藤悦子

委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 2022年、令和４年度新

庄市一般会計予算に反対討論をいたします。 

  最初に、評価する点もいろいろあったことは

確かです。デマンド型乗合タクシーのモデル地

域での実証運行、それから生活道路排雪補助の

限度額を上げた、それから国保税15歳以下の均

等割の減額、保育、学童保育、介護など職員の

賃金の引上げ、民間立保育所の施設建設への補

助、中部保育所の木造によるという建設方針な

どなどありました。 

  反対の理由として、先ほどの山車の巣鴨派遣、

それから道の駅の国の補助を使って駐車場用地

測量などについては反対の立場の理由の一つに

しております。 

  さらに私は、マイナンバー制度は強制ではな

いとのことですが、拡大しようとしていること

に、中止すべきだと考えます。国はマイナンバ
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ーカードに健康保険証の機能を持たせようとし

ています。さらに今後、金融機関ともつなげよ

うとしています。個人マイナンバー制度の狙い

は、徹底した給付抑制を実行し、国の財政負担、

大企業の税や保険料の負担を削減していくこと

が最大の狙いです。 

  国のデジタル改革の狙いは、マイナンバー制

度を実質的に拡大し、国民の全ての情報を国に

集め、そのデータを大企業のもうけの種にする

という成長戦略です。デジタル技術について有

効活用し、住民の福祉向上と自治体職員の労働

条件の改善が図られることが重要です。しかし、

現在デジタル技術は未完成であり、セキュリテ

ィーも万全ではありません。 

  行政機関に巨大な個人データが集積されるこ

とで、利用価値が高まり、攻撃されやすくなり

ます。使い方によっては、住民と職員に重大な

被害をもたらします。デジタル化に対応する部

署には、多くの民間企業が関わっています。地

方公務員法の服務規程、全体の奉仕者、守秘義

務の遵守やシステムの開発変更とメンテナンス

が民間任せになることは危険です。入札への関

与、自治体政策に直接関与されるおそれもあり、

自治体が自らチェック、検証、改善できる体制

が必要です。トップダウンではなく、職員の意

見や住民の声が適切に反映される庁内体制をつ

くり、担当者は自治体の業務に精通した正規の

職員を配置するべきです。 

  デジタル関連法では、国が定める標準に従う

ことが義務づけられ、自治体独自の仕様変更は

原則禁止されました。しかし、地方自治法第２

条第13項で、国は地方が地域の特性に応じて当

該事務を処理することができるように特に配慮

しなければならないとしています。国会でも、

自治体独自の施策を制限するものではないと答

弁されています。 

  自治体の仕事は、住民とコミュニケーション

を図りながら、要求やニーズを把握して、行政

サービスを提供する役割を担っています。この

役割は、ＡＩやデジタル技術に代替させること

はできません。地域のデジタル化推進にどう臨

むのか、次の５点が必要です。 

  ①デジタル技術を悪用した住民サービスの低

下、自治体職員の削減、民間企業への便宜提供

は許されず、ＡＩをブラックボックスにさせな

い。 

  ②国の標準によらないカスタマイズを行い、

独自の住民サービスを確保する。 

  ③住民の個人情報、プライバシーの権利を守

る。マイナンバーカードの取得強制、マイナン

バーカードによる個人情報の集約化、プロファ

イリングを許さない。 

  ④デジタル技術の導入は、住民に情報を公開

し、住民の熟議と合意で決める。 

  ⑤自治体職員がシステムを自らチェックでき、

住民に行政責任を果たせる体制を確保する。大

規模停電や災害、システム障害に対応できる体

制を確保する。情報漏えいやサイバー攻撃を許

さない体制をつくるという点が必要だと思いま

す。 

  ２つ目の反対の理由を挙げますと、防犯カメ

ラの拡大です。 

  令和４年に８台、令和５年に８台と書いてあ

りましたが、これはプライバシー権の侵害につ

ながると思います。記録されたデータはどう扱

われるのか極めて曖昧です。民間人が設置した

場合は、監視カメラ作動中という警告なしに撮

影することは許されません。個人情報保護法で、

監視カメラが集めた個人情報の目的外利用が禁

じられているからです。しかし、警察や公共機

関はその縛りがありません。 

  私たち人間が生きていく上で、本当の自分の

ままでいられる空間は必要です。ほかの人とコ

ミュニケーションを取る、たわいないおしゃべ

りをするなど、そのプライバシーを撮影され、

横流しにされ、恥ずかしい姿を人前にさらして
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笑い物にするような行為は、明らかに権利侵害

です。しかし、今の法律では、裁判を起こして

賠償金を取ることによってしか、他者の監視カ

メラによるプライバシー侵害の救済は得られま

せん。そういう意味で、防犯カメラの拡大は問

題だと思います。 

  ３つ目の理由として、正規職員を増やすべき

だということです。 

  正職員数は、2020年度265人、2021年度261人、

2022年度は258人と減らしてきています。そし

て、2022年度会計年度任用職員を３人増やすこ

とになっていますが、会計年度職員でなく、正

職員を増やすべきだと考えます。 

  2020年度までの10年間で、事務事業数は職員

１人当たり1.24倍に増えていました。市正職員

総数は、県内の他市との比較で、人口３万

5,000人で見ると、約90人も少ない状況です。

公立保育所は正職員が少ない、技術職が足りな

い。こなし切れない仕事のために、残業をせざ

るを得ない職員がおられます。これは自己責任

ではありません。職員が少な過ぎるからです。

病気やその他で早期退職となることは、市民に

とって大きな損失です。職員の声に耳を傾けて、

正職員を増やす立場に立つべきです。 

  次に、指定管理、民間委託、民営化は、自治

体自ら労働者の低賃金、不安定雇用を増やし、

地域の少子化、人口減少を加速させるものです。

正採用、最低賃金の大幅引上げのための施策が

必要だと考えます。 

  また、学校統廃合、小中一貫校の問題もあり

ます。小中一貫校である明倫学園の建設で、建

設費用が上がり、さらに市の借金が増えていま

す。小中一貫校は、学校統廃合のためのもので

あり、子供の足で通える小学校をなくし、子供

から地域を奪うものとなっています。小学校高

学年としての大事なリーダー経験をさせられな

いという問題も重要です。小学校や小規模校は

統合すべきではありません。 

  最後に、国の悪政の防波堤となって住民を守

る姿勢が重要だと思います。市民の暮らしが冷

え込む中で、日本の経済をどうするのかが問わ

れています。 

  国による労働法制の規制緩和や消費税増税な

ど、弱肉強食の政治、新自由主義の政治が、日

本の社会を自己責任に押しつける冷たい社会に

変えました。賃金が上がらず、経済成長できな

い、食料自給率が４割を下回るなど、もろくて

弱い経済になっています。これを転換させてい

かなければなりません。雇用は正採用が当たり

前にし、最低時給1,500円への大幅賃上げ、社

会保障や農林漁業に国の補助を増やさせる。そ

して、気候危機打開、ジェンダー平等の対策強

化が必要です。 

  そのために、消費税５％への減税、また数年

のアベノミクスで130兆円も増えたと言われる

大企業の内部留保に課税する、所得１億円を超

える富裕層への所得課税の強化などの税制改正

で、優しく強い経済をつくるよう、あらゆる立

場から国に求めていくことが重要です。 

  ロシアのプーチン政権のウクライナ侵略、核

による脅しも許せません。本市議会の決議は大

変よかったと思います。人類と核兵器は並存で

きません。ロシアのプーチンは侵略をやめ、国

連憲章を守れと言うと同時に、核兵器禁止条約

を日本政府は批准せよと求めていくことが、市

民の命を守る立場だと思います。市長もそうい

う姿勢を持っていただきたいと願っています。

以上です。 

今田浩徳委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第10号令和４年度新庄市一般会計予算に

ついては、反対討論がありましたので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第10号については、原案のとおり決する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

今田浩徳委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成11票、反対１票、棄権２

票です。賛成多数であります。よって、議案第

10号は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上をもちまして、本日の審査を終了いたし

ます。 

 

 

散      会 

 

 

今田浩徳委員長 次の予算特別委員会は、明日11

日金曜日午前10時より再開いたしますので、御

参集を願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時１５分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

令和４年３月１１日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 今 田 浩 徳     副委員長 八 鍬 長 一 

 

 出 席 委 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ４番   八  鍬  長  一  委員     ５番   今  田  浩  徳  委員 

  ６番   押  切  明  弘  委員     ７番   山  科  春  美  委員 

  ８番   庄  司  里  香  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １２番   奥  山  省  三  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   石  川  正  志  委員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  委員    １６番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １７番   佐  藤  卓  也  委員    １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

  ３番   新  田  道  尋  議員 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 



- 282 - 

選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会   
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１１号令和４年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１２号令和４年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

議案第１３号令和４年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

議案第１４号令和４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第１５号令和４年度新庄市水道事業会計予算 

議案第１６号令和４年度新庄市下水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

今田浩徳委員長 改めまして、おはようございま

す。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  欠席通告者は新田道尋さんの１名です。 

  それでは、これより、３月10日に引き続き予

算特別委員会を開きます。 

  審査に入る前に、昨日も申し上げましたが、

再度確認のため、審査及び本委員会の進行に関

しての主な留意点を申し上げます。 

  会議はおおむね１時間ごとに10分間の休憩を

取りながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。質問の際は、必ず予算書のページ数、款項

目、事業名などを具体的に示してから質問され

るようお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審議に入ります。 

 

 

議案第１１号令和４年度新庄市国

民健康保険事業特別会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 議案第11号令和４年度新庄市国

民健康保険事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  なお、本件を含む特別会計、水道、下水道事

業会計につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。 

  それでは質疑ありませんか。山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） おはようございます。 

  まず、歳入歳出混ざってということで、歳入

から入りますけれども、令和３年度、まだ見込

みでしょうけれども、このコロナによって経営

悪化に陥った事業者の方々いらっしゃるかと思

います。非常に納税が厳しいという点があろう

かと思いますが、猶予とか免除の申請とか、あ

と未納者数というのはどの程度ございますか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 おはようございます。 

  令和３年度のまず減免関係のお話をいたしま

す。 

  コロナ関係の減免では、国民健康保険税では

11件の減免申請がございまして、現在のところ

11件でございまして、減免額として130万6,900

円減免いたしております。 

  未納の状況ですが、例年に比べますと現年度

分につきましては昨年度と比べますと少しいい

という状況になっていまして、１％までは行き

ませんけれども、例年の同時期に比べますと

１％ほどよくなっているという状況にございま

す。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 減免に関して11件、未

納に関しては向上しているという点で、令和２

年度と比べた結果であろうかと思いますけれど

も、そもそも令和４年度において、令和３年度

の見込みとして数を考慮した予算計上なのかと

いう点が１つ質問あるんですけれども、例えば、

今後、今のところ上昇した要因というのは様々

な補助金とか、あといろいろな手だてがあった

という点で上がったのかなと思いますが、これ

からますますコロナと併せてウクライナ状況、



- 284 - 

情勢がありまして、物価等が上がっていくとい

うことで、非常に国保税に関しても納入が厳し

くなるのが懸念されると思います。その辺を踏

まえた令和４年度の予算計上であるのかどうか

を伺いたいと思います。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 先ほど１％に満たないという

ふうなお話ししましたけれども、おおむね１％

でございます。訂正させてください。失礼いた

しました。 

  そこで、今後の状況いかがかというようなお

話だったと思います。コロナ減免につきまして

は、昨年度から比べますと非常に減免の申請数

が少ない、少ない理由は比較している所得の状

況が令和２年度と比べて令和３年度どうかとい

うことで、既にコロナが発生した状況の令和２

年度と比較して令和３年度さらに下がった場合

に減免するという制度になってございます。し

たがいまして、該当する方が少ないといったよ

うな状況になっています。それから、この制度

につきまして、今のところ令和４年度該当ある

かどうかというのは、通知等は一切ございませ

んので、ないといったような状況で、このまま

引き続きなるかどうかは今のところ分からない

といった状況にございます。 

  令和４年度の税金、国民健康保険税の推計に

当たりましては、まず、先ほど、一般会計の歳

入で個人住民税の御説明の中でいたしました推

計に準じまして、おおむね各所得においてはマ

イナスになるのではないかというような推計を

いたしたところでございます。 

  それから、大きくマイナスになっている要因

の一つとしまして、これも補正予算の御説明の

ところでいたしましたが、令和３年度の予算に

おきましては、税率の減額改定が考慮されてい

ない、高い税率のままでの推計の予算となって

いるというふうなことでございます。したがい

まして、令和４年度におきましては、税率改正

後の推計の予算となってございますので、その

点が大きく下がっている要因の一つです。 

  もう一点ございまして、国の制度でございま

す未就学児の均等割の軽減、このたびの議会で

条例改正をお願いしておる点でございますけれ

ども、国の制度であります未就学児童の均等割

の軽減、それから、市の子供の均等割の軽減、

これらを考慮して、それらをマイナスとしてご

ざいます。 

  以上の点をマイナスとしまして推計いたしま

した結果として、令和３年度の当初予算と比較

しまして大きくマイナスとなっていると考えて

ございます。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 分かりました。ちょっ

と、あと運営上の質問をさせていただきますけ

れども、特に未納の家族の中に児童生徒、それ

から学生等がいる場合、基本的に親が未納であ

れば子供のほうの病院にかかるときに不利があ

るという点はあると思うんですけれども、その

辺の救済の点を国保としてはどのようにお考え

でしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 資格証とか短期給付、短期保

険証の件での御質問かと思います。 

  資格証明書短期、短期資格証明書等短期保険

証につきましては、国保税が未納となってござ

います世帯に対して随時納税相談を行っており

ますが、その上でなかなかこちらと相談に乗っ

て、来ていただけないといった事情、またはそ

ういった、こちらとしては納税相談しっかりや

りながら通常の保険証を出したいということで

取り組んでおりますが、その中でやむを得ず短

期証を、また資格証明書を発行する場合におき

ましても、18歳未満の方がその世帯にいた場合
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には６か月の短期保険証の交付としておりまし

て、資格証明書を出すということはございませ

ん。ですので、お医者さんのほうには短期証明

書のほうでかかれるという状況でございます。

以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひ、そういう弱者と

言っては語弊があるかもしれませんけれども、

子供たちが親の稼ぎの都合で病院に行けないと

か、それが恥ずかしいから相談にも行けないと

いうことはないような体制を取っていただきた

いと思います。今後、これから悪化するかもし

れないというこの国保の状況においては、やは

り基金というのがあるわけですから、その辺の

運用というのをもっと柔軟に考えて、余ったか

らずっと積んでいって将来に備えるのも当然な

んでしょうけれども、基本的にその目先にある

課題というのを解決するために、基金を積極的

に運用していくというようなスタイルも大事か

と思いますが、いかがでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 基金の運用についてというこ

とで御意見ありがとうございます。 

  基金は、今回余剰金、剰余金のほうを合わせ

て10億円程度ございます。そちらのほう使いま

して、今回令和３年度に税率改正ということで、

大幅に税金のほう下げさせていただいておりま

す。こちらのほうの財源としては不足する部分

については基金を活用するということでござい

ます。 

  また、今回条例にて提案させていただいてお

ります15歳以下の子供に係る均等割額の減額で

す。こちらについても、基金剰余金等使いまし

て、皆さんの負担軽減に図っているということ

でございます。そういった形で今後も活用しな

がら国民健康保険のほう運営してまいりたいと

思います。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひとも、しゃくし定

規な運用だけじゃなくて、新庄市独自でいろい

ろなこと使えるわけですから、その辺はしっか

りと管理して、あと運用をしていきたいと、し

ていただきたいと思います。 

  私からの質問は以上です。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 149ページの２の６の１、

傷病手当金21万6,000円というのが予算になっ

ておりますが、令和２年、令和３年何人ぐらい

おられたのか、そして事業主本人がコロナで休

業となった方は何人ぐらいおられたのかお願い

します。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 傷病手当の申請状況というこ

とでございますが、現在までのところ最上地域

でもコロナウイルス感染が急激に増加している

ところでございます。ただ、社会保険への加入

の方の割合が増えていることや、国民健康保険

の加入者が減少しているということもございま

して、実際の申請の実績はございませんでした。

以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 事業主本人はこの傷病手

当金はないわけなんです。しかし、実際にはコ

ロナ感染ということで、休業とならざるを得な

い事業主がおられると思うんです。今まで感染

だと判明した方の中で傷病手当金は出ないこと

になっておりますが、事業主本人がなられて、

仕事を休んだということが分かる方などは何人

ぐらいおられたでしょうか。 
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山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 コロナに感染した方の個人情

報というのは、私たちのほうには入ってきてお

りませんので、把握してございません。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） この傷病手当金に事業主

本人は該当させられないわけです、現在、残念

ながら。そういう意味で、申請がないのは当然

だろうと思います。また、把握もできないとい

うのも、課長がおっしゃった理由からあるなと

思います。しかし、考えてみると、これほど今

現在、新庄でも過去最高の陽性者が出ておりま

して、この中で事業主本人になっている、ある

いはもしかしたら傷病手当金の出る被用者、雇

われている方もいるかもしれない、そういう意

味では、どの方々もコロナに感染したと分かれ

ばうちは出られない、仕事にも行けない、行っ

てはいけない、そういうような状況に陥るわけ

でありまして、被用者と言われる、働いている

人の加入者だけでなく、事業者本人もコロナ感

染になることは非常に高いわけですから、対象

拡大や支給額の増額などが求められているよう

に思うんですが、どうお考えでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 傷病手当の事業主への対象の

拡大という御提案いただきました。新庄市の傷

病手当金につきましては、国の制度に基づきま

して実施してございます。その中で事業主に関

しては、やっぱり対象外ということになってご

ざいまして、そちら、そういった場合には、市

でやっております経済対策であるとか、そうい

った制度のほうを活用していただいていると思

ってございます。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 国の制度ではそうなって

いるので、そのまま被用者と言われる、雇われ

ている方で国保に加入していらっしゃる方しか

傷病手当金は出ないんだということで、非常に

狭くしているわけです。でも、市民というふう

に考えますと、コロナになる、感染になって仕

事を休む方が多くなっている中で、やはり事業

主本人がなるということがあるわけなんです。

そういう方に対して、仕事を休まざるを得なか

ったことに対し手当を出して十分に安心して生

活を回していただくという姿勢が私は必要だと

思うんです。そういう意味で国の制度ではなか

ったけれども市独自で事業主本人にもコロナ感

染した場合は傷病手当金が出るとしている自治

体についてはお調べになっているんでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 特に把握はしてございません。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 出しておられる自治体が

あるので、そういうところも調べて新庄市で該

当できたら救えるようにしたい、できるんでな

いかと思って、検討をお願いしたいと思います。 

  次に、152ページの６の１の１、基金積立金

が出ていますが、現在高は幾らで、この予算が

あった後の令和４年度最後には幾らになる予定

なのかお願いします。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 令和３年度末で基金の残高で

すが、４億9,875万7,000円でございます。今回

の予算に計上しています１万円は、これは基金

の利子相当額ということで、プラス１万円にな

るということで、利子は、実際には決算ではも

っと少なくなると思いますけれども、予定とし

てはプラス１万円ということで考えております。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 基金残高は約５億円弱と

いうことで、先ほども山科委員の質問に課長が

お答えになっておりました繰越金という黒字な

どを合わせると10億円程度になっていると。そ

して、令和３年度、今年度の国保税引き下げ、

さらに15歳以下の均等割の減額で少し減るだろ

うということでありますが、それでもかなりの

金額が基金として残るようです。そういう意味

では、減額免除できる制度を市として持つとか、

あるいは国保税の引下げで負担を軽くしていく

という力は、お金はあると私は思うんですが、

どうでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 剰余金基金の活用をしてさら

なる減額等新たな制度を創設できるんではない

かということでございますが、そちらに関しま

しては、今後の国保の運営状況を見まして、運

営協議会のほうでも審議しながら財政状況を毎

年ローリングしながら３年ごとに税率の改正に

ついても協議してまいりたいということで考え

ておりまして、状況に応じて下げられるか、ま

たは上げなきゃいけないのかそういったことを

今後とも検討してまいりたいと思います。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 別に質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  議案第11号令和４年度新庄市国民健康保険事

業特別会計の予算は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

 

議案第１２号令和４年度新庄市交

通災害共済事業特別会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第12号令和４年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 新庄市交通災害共済、

この事業に関して特別会計の予算に対しては、

昭和44年発足、それから、来年度、令和４年度

をもって廃止決定ということになっております。

この理由は、加入者が減少している、あと民間

保険が充実したというような社会情勢だという

ことで、市の制度としての役割を終えたという

ふうな理由づけになっております。 

  需要としてですが、お聞きしますが、今現在

そこの庁舎のほうで受付をやっているようです。

これ、令和３年度の事業費の中で、受益した人

数、年齢と人数をお願いいたします。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 受益……（「市がお金を出し

た額と人数」の声あり）はい、分かりました。 



- 288 - 

  それでは、令和３年度の見舞金の支給状況と

いうことでお答えさせていただきます。まず、

人数に関しては25名、事故件数で25件というこ

となんですけれども、に対しまして、金額が今

現在で274万円。年齢は30代から90代まで幅広

い形になっております。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） これ、私もちょうど昼

休み時間とかに行って、今度廃止になるんだよ

というような話を市民の方と話をしております

けれども、実際来所者の方々が今窓口にいらっ

しゃると思うんですが、その方たちに、例えば、

これから廃止になるんだといった場合にどのよ

うな反応であるかと今把握しておりますか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 窓口に来られたお客様に対し

て、お声がけさせていただく場面もあるんです

けれども、特に廃止に対して反対するような意

見はいただいてございません。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ある方の話でしたけれ

ども、やはり廃止の理由づけとして、民間保険

が充実しているというようなことを私も話しし

たんですが、実際高齢の方、やはりもう民間の

保険に入れないと、そこまでお金のほうを回し

ていけないというような話もあって、ちょうど

イメージとすればちょっとしたお守りを取られ

たような気持ちだねという方もいらっしゃいま

した。実際、もう廃止ということで決まってい

るので別に疑義申し立てるつもりはありません

が、いわゆるこれから高齢化社会始まる上で、

実際収入面、もうないということで、民間の保

険にも入れなくて、最後のとりでのような感じ

でこの保険に入るという方も、共済に入る方も

いらっしゃるかと思うんです。いろいろな意味

で、今後代替とする、代わりとなるような施策

を考えていくのが必要じゃないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

小関 孝環境課長 委員長、小関 孝。 

今田浩徳委員長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 まずは、交通災害共済の性格

的な部分といたしまして、こちらのほうは、例

えば事故に遭われた方の損害賠償ですとか、逸

失補償のような性格は持ち合わせてございませ

ん。あくまでもお見舞金という形のものでござ

います。なお、これからの高齢者ですとか子供

さん方に対しての施策としまして、現在基金と

してございます交通災害共済、皆様からお預か

りしたお金をそちらの交通安全対策に回して、

事故を減らしていくと、安全対策に使っていき

たいというふうに考えてございます。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

今田浩徳委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） そうですね、それも幅

広く学校関係にも使えるでしょうし、実際警察

の予算でいろいろなことをやれというと、非常

に、手続上非常に面倒くさいんです、はっきり

言って。公安委員会のほうに行ったり、いろい

ろな面で大変なものですから、その辺は市でカ

バーできる基金があるのであれば、先ほども国

保でも言いましたが、柔軟に運用していって対

応していただきたいと思います。以上です。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 別になしと認めます。 

  よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 
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  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第12号令和４年度新庄市交通災害共済事

業特別会計の予算は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

 

議案第１３号令和４年度新庄市介

護保険事業特別会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第13号令和４年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑いたします。 

  質疑ありませんか。 

７番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７番（山科春美委員） 予算書の183ページ、４

款地域支援事業費３項包括的支援事業費、２、

事業費７目生活支援体制整備事業費の生活支援

体制整備事業費生活支援コーディネート事業委

託料について質問させていただきます。 

  地域包括支援センターのところで生活支援コ

ーディネーターの方々が仕事をされていると思

うんですけれども、地域における生活支援、介

護予防サービスの資源を開発してサービスが提

供されるような整備をされていると思いますが、

生活支援コーディネーターの方は、現在何名の

方が仕事を、支援員として仕事をされているの

かということと、具体的な仕事の内容を教えて

ください。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 生活支援

コーディネート事業についての御質問ですが、

委員がおっしゃられたように、生活支援体制整

備事業については包括支援センターのほうに委

託しております。支援員のほうは、１名おりま

して、具体的な活動の内容については、やはり

地域における資源の掘り起こしということが重

要な業務になっておりますので、地域サロンな

どに訪問して、例えば体操の指導を行ったりと

か、そういったこととか、あと事業所で行われ

ているような予防事業がどういったものがある

かといったようなことで、元気な方に介護予防

を進めていくような、それにつながるような活

動をしているような状況でございます。 

７番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７番（山科春美委員） 地域サロンとか訪問とか

体操とかして、元気な方に介護による支援をし

ていただけるようにするための方だということ

で分かりました。 

  2025年問題ということで、1950年代に生まれ

た方々が一斉に後期高齢者になってくるという

ところで、今2025年問題というのがあって、こ

ういった地域包括システムとか生活コーディネ

ーターという役割も、これからどんどん重要に

なってくると思います。住み慣れた地域で自分

らしく生活し続けるために、住まい、医療、介

護、予防、生活支援の５つが一体的に提供され

る仕組みということなんですけれども、やっぱ

り、今１名と急に聞きましたけれども、今後こ

の事業がすごく大事になってくると思われます

けれども、今後の、これからの行程というか、

どのように発展させていきたいかといったこと
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についてお伺いしたいと思います。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 生活支援

体制整備事業については、やはり中心となって

活動していただくということにはなっておりま

すが、当然市のほうでも協力して行っておりま

す。 

  今回の予算の中にも、令和４年度の予算の中

にも、４款のほうなんですけれども、介護予防

生活支援サービス事業、４の１の１ですけれど

も、そちらのほうの事業の一つとして、地域で

行っていただく介護予防、こちらのほうを、そ

んなに多くはないんですけれども、予算化して

おりまして、地域で行っていただく介護予防に

ついて今後推進していきながら、身近で、やは

り委員がおっしゃるように、住み慣れた場所で

引き続き安心して暮らせるようにということが

大きな目的となっておりますので、地域の方々

の見守りも含めながら地域でそういった集まる

場の提供ですとか、確保ですとか、そういった

部分にも力を入れていきながら、なお訪問事業

ということも考えておりますので、例えば、簡

単な生活支援、ごみ出しですとか、例えば、庭

の草むしりとか、冬場であれば玄関前の簡単な

除雪とか、そういった形の生活支援が行えるよ

うな体制整備もそちらのほうでできたらという

ことを考えておりますが、まだこれから始まる

事業ですので、具体的にはここまで進められる

ということは今は申し上げられませんが、そう

いった形でも進めていきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

７番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

今田浩徳委員長 山科春美委員。 

７番（山科春美委員） 地域一体となって見守っ

ていくということとか、また、生活支援なども、

身近な生活支援などもやっていくということで、

今後すごく需要も高まってくると思います。や

っぱり元気な方々も社会参加、高齢者の社会参

加ということで、本当に地域で支え合って見守

り体制を地域づくりというか、そういったとこ

ろも合体して、ぜひ地域包括ケアシステム、よ

りよい形で進めていっていただきたいと思いま

す。以上です。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 私のほうからは２点ほ

どお伺いします。 

  予算書の168ページ、歳出の一括した表のほ

うが分かりやすいので、そちらの数字を用いて

質問いたします。 

  歳出の２款の保険給付費というところで、35

億円程度の予算、今山科委員のほうからもござ

いましたが、年々この制度を使われる方が増加

傾向にあるということで、保険給付費も前年度

と比較して伸びているというふうに捉えており

ますが、私、これでちょっとお伺いしたいのは、

保険給付費はサービスを提供されている事業者

の方へお支払いする部分と思います。このたび

３月定例会の３月補正というところで、ちょっ

と分野は違うんですが、国による職員処遇改善

のための補助ということで、保育の部分で保育

士さん、あるいは幼稚園等の教諭の皆さんの処

遇改善ということが議決されましたが、同じ国

のお金の中で、多分12月の新聞報道かと思いま

したが、介護職まで国の補助によって介護職員

の方々の処遇改善をされるということで、要綱

ちょっと私も拝見しましたけれども、このたび

の職員給付、保険給付費には含まれているんで

しょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊
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藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 令和４年

度の予算になりますが、介護職員処遇改善とい

うことで、11月19日の閣議決定における介護職

員も対象になるということで賃上げということ

が報道されておりますが、介護職員については、

まず令和４年の10月に介護のほうの報酬改定が

ございます。その中で、処遇改善加算という形

で報酬に事業所のほうで加算ができるような改

定が行われます。その前に、２月から９月まで

の間については、国のほうで事業所ごとに賃上

げが実施された場合に補助金を出すという制度

を実施することになっております。こちらは、

事業所のほうから県のほうに申請して補助金を

受けるような形になっております。そのため、

市のほうの令和４年度の予算については、その

加算の部分については予算化はされておりませ

んが、10月からの報酬改定になりますので、市

の予算に関しては11月以降の請求という形にな

りますので、様子を見ながら必要であれば補正

を行っていくというふうに考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 非常に分かりやすい説

明でした。直接この要綱を拝見しますと、事業

者の方がこの国の補助に関しては直接県のほう

に申請されるので、補助の業務として新庄市は

関わることはないのかなと想像しますが、今状

況を見ながら補正で対応をしていくということ

でしたので、安心しました。 

  もう一つですが、予算書、歳出の174ページ

の一般管理費の中で、先ほど山科委員のほうか

らもちょっと言葉尻だけあったんです、地域包

括支援センターの委託料ということで、これ保

険給付費のめくっていくと、ここだけは100万

円くらいの予算になっていますが、実際事業ベ

ースで考えると保険給付費の中にも多く含まれ

てくるということで、大きな委託料というふう

に捉えています。私もこの前、人間ドック受け

まして、通信簿が来たんですが、あまり芳しく

ないと。山科委員が先ほど介護予防という事業

を出しましたけれども、できるだけ重篤な状態

にならないように自己管理をするつもりではお

りますが、やはり私も歳を取ればいずれはこの

制度にお世話になるのかなという観点からの質

問になります。 

  一般的ですが、地域包括ケアということで、

これは新庄市の場合は社会福祉協議会のほうに

委託されていると思いますが、医療と福祉の部

分、福祉の部分というか介護、そこの部分の連

携を図るのが地域包括ケアの最も大きな仕事な

のかなというふうに捉えておりますけれども、

本年度の予算措置で十分包括ケアということで

委託料設定していると思いますが、機能を十分

に発揮し得る予算措置なのかどうかお願いいた

します。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 地域包括

ケアに関しては、一部社会福祉協議会のほうに

委託しておりまして、地域包括支援センターを

運営しているという形になっております。その

ほかにも、４款の地域支援事業全体が地域包括

ケアの事業となっておりまして、委員がおっし

ゃる医療と介護の連携という部分になりますと、

４款３項６目在宅医療介護連携推進事業費とい

うところに予算化しておりまして、こちらのほ

うは市が直接事業を行っております。具体的に

は、こちらのほうは、病院に入院している方の

退院支援、退院して在宅になるのか施設に行か

れるのか、そういった形の連携の事業をしてい

くと、そのための支援を行っていくという事業

になっておりまして、それについては市のほう
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で直接看護職の方を会計年度任用職員として雇

用しておりまして、そちらの方が中心となって

相談などを受けております。 

  そのほかにも、市で直接やっているような事

業もございますので、地域包括ケアについては

これから重点的に進めていかなければいけない

事業と思っておりますので、委託料などについ

ても、年度ごとに社会福祉協議会と検討しなが

ら進めていきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

今田浩徳委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） ちょっと私も款項目間

違えてすみませんでした。そうですね、なぜこ

のような話をしたかといいますと、当面2025年

と言われておりますけれども、これから介護、

この事業、介護に関わる事業の関わる事業に関

わるニーズ、どんどん増加傾向にございまして、

今言ったように、医療と福祉、それから介護と

ラストステージまでのというのはこれから誰で

もが経験しなきゃいけないということですので、

ちょっと私勘違いしておりました。今当然社会

福祉協議会内に委託ということで考えておりま

して、今課長答弁の中では、市の会計年度任用、

市の職員が対応しているということだったので、

委託料で丸投げしているのではないかとちょっ

と邪推したものですから、このような質問をさ

せていただいたところでした。 

  終わります。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 169ページの１の１の１

で、保険料がマイナス127万3,000円となってい

ます。コロナの影響による減免、介護保険料の

減免の状況についてお尋ねします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 新型コロナウイルス関連の減

免の何件あるかというような御質問です。 

  令和３年度におきましては、６件、48万

5,700円、今のところ減免してございます。以

上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 介護職員の賃上げ政策を

介護報酬の改定で対応するというのが令和４年

度10月以降なりになるというふうな方向で今あ

ります。そうなりますと、保険料の引上げにな

るのではないでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 令和４年

の10月にございます介護職員の処遇改善加算に

ついては、このたびの経済状況に関しての経済

的な措置という形になっておりますが、介護の

報酬改定については毎年見直しが行われるとい

うことになっております。減額ということは今

までないような状況ですので、当然報酬改定の

たびに徐々に上がっているというような状況が

見られます。そういった中で、介護保険の事業

計画は３年ごと見直しているわけですけれども、

そういったことも勘案しながら保険料を定めて

おりますので、今のところは計画に沿ったよう

な形で給付費なども推移しているというふうに

見込んでおりますので、そのことによって介護

保険料は今現在すぐ上がるというようなことは

ございません。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） すぐ上がるかどうかは簡

単ではないと思いますが、介護報酬が上がるの

は働く人たちの安定のためにはとてもいいかも

しれないというか、そう思うんですけれども、
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これが介護保険内で行われることになりますと、

やはり保険料、利用料が上がることになり、高

齢者の生活を圧迫することになるわけです。そ

ういう意味では、保険料引上げ、利用料引上げ

にならないように国庫負担割合の大幅引上げが

必要ではないかと思うんですが、その点につい

てどう考えますか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

についてはそれぞれの国、県、市、また健康保

険の組合のほう、そういった形で負担割合が決

まっております。その中で国の負担を増やすべ

きではないかという御意見でしたけれども、そ

の適正な割合についてはその内容によるものか

と思いますので、今後の事業の推移を見ながら

必要であれば国への要望なども随時行ってまい

りたいとは思いますが、今現在そのような割合

で推移しているというようなものでございます。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 保険料、利用料が上がる

というのは大変なことだと思いますので、上が

らないように要望活動する方向で考えていただ

きたいと思います。 

  次に、180ページの４款地域支援事業費につ

いてです。 

  ここで、１の１に介護予防生活支援サービス

事業負担金１億52万4,000円が載っています。

これについてですが、要支援１、２の訪問、通

所、介護の報酬単価が低く設定されているので

はないでしょうか。８割、一般の単価に対して、

この一般の介護保険の利用に対して８割という

低く設定されている。そのために事業所の経営

に追い打ちをかけているように思います。ボラ

ンティアでいいんだという話はありましたけれ

ども、ボランティアは集まりません。やっぱり

有資格のヘルパーが低い単価で担う実態が起き

ているのではないでしょうか。どう考えるか、

お願いします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 介護予防

生活支援サービス事業についてですが、こちら

のほうは総合事業と申しまして、支援１、２の

方が全てそちらに含まれるという形ではありま

せんで、給付費のほうにも介護予防というもの

がございますので、そちらのほうで、支援１、

２の方はそちらのほうでもサービスを受けられ

るという形になっております。こちらのほうの

介護予防生活支援サービス事業については、確

かに支援１、２の方も受けられるサービスとは

なっておりますが、支援に満たないような方、

事業対象者というふうに申しておりますが、チ

ェックリストを受けていただいて、介護になら

れる前に予防を行っていこうという趣旨の事業

でございまして、まだ支援もつかないような方、

お元気な方ですが、やはり高齢化によって少し

体が少し動かなくなってきたとか、歩くのがし

んどくなってきたなどという方が利用していた

だけるようなサービスとなっております。こち

らについては半日の利用などもございますので、

８割という形で設定しております。 

  なお、サービスの利用状況や事業者の皆様と

事業内容について検討しながら、そちらのほう

の給付費については８割という形ではなくとい

うことになれば、そういったことも検討が必要

かと思いますが、今のところ、まずはそのよう

な事業内容ですので８割ということで設定させ

ていただいております。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 
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１番（佐藤悦子委員） 事業者の方と検討してい

ただくということで、事業者の皆さんは事業が

いろいろ運営が厳しくて倒れている、倒産して

いるという方が増えていると聞いております。

そうならないように、事業者が運営を続けられ

るようにすることが、やはり高齢者、高齢化の

社会を支える大事なことだと思うので、事業者

の御意見、ぜひ聞きながら検討いただきたいと

思います。 

  次に、179ページの２の７の１で、特定入所

者介護サービス費、前年比で2,672万円という

ふうに減っています。また、176ページの２の

１の５、施設介護サービス給付費というのがあ

りまして、これは前年比77万円増えております。

この入所者、施設への入所のことだと思うんで

すけれども、減った理由とか増えた理由とかあ

りましたらお願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１１時０６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 まず、特

定入所者介護サービス費のほうが減っていて、

施設介護サービス給付費のほうは減っていない

ということに対して、この比較についてどうし

てかというような御質問でよろしかったでしょ

うか。それぞれで。はい、分かりました。 

  まず、それでは、施設介護サービス費のほう

についてですが、施設の利用者については、当

然その入所される方の人数によってかなり増減

があります。当然あまりぎりぎりの数字ではと

いうところで、多めに算定しているというとこ

ろもございます。当然お一人入られただけでか

なりの金額が変わってまいりますので、施設入

所の場合は、そういったことも考えまして、施

設介護サービス給付費については多めに盛って

いるんですが、今年度の数字と見てほぼ同額に

なっておりますが、今年度の見込額もこれより

は少ないような、予算額よりも少ないような形

になっておりますが、多めに見込んでいるとい

う部分で、そういったことからも特定入所者介

護サービス費についても、今年度から見て減額

となっているというような形です。委員おっし

ゃるように、どちらも施設介護に係る給付にな

っておりますので、連携、関連して片方が減額

になれば片方も減額になるというのが通常のパ

ターンだと思うんですけれども、特定入所者介

護サービス費の単価に比べて、やはり施設介護

サービス給付費の市町村の負担のほうが大きい

形になりますので、こちらのほうは多めに見て

いることで金額が減っていないと。ただ、特定

入所者介護サービス費については、実績に応じ

てこのような形で減らしているということでご

ざいます。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 入所者が2021年、去年の

８月から補足給付が改悪されて自己負担が大幅

増となっています。このために、入所できなく

なった、出なければならないなどという方はお

られなかったでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 負担が増

えた部分については、低所得の方はあまり変わ

らないんですけれども、中間層の方と高所得と

いうか、その方についての自己負担が上がった

という形になっております。ですので、特にそ
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れによって入所ができなくなったとか退所に追

い込まれたというような話はこちらのほうには

聞こえてはおりません。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、はい。内容は、

先ほどの内容は、市民税非課税世帯の食費の負

担が引き上げられ、また預貯金の要件が強化さ

れ、そして高額介護サービス費の自己負担限度

額の引上げなどが行われました。これは、年金

は減る一方の中で、こういうふうに施設費の負

担が上がることは高齢者を苦しめる、また関係

者も心配になる、そういう不安に陥れることに

なるということだと思うんです。そういう意味

で、中止、元に戻せというようなことが必要で

ないかと思うんですが、どうでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢化が

進んでおりますので、自己負担については、や

はりその方の収入に応じて自己負担が発生する

ということは今後の介護保険制度の維持に関し

ても必要なことだと考えております。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） しかし、よく見ると、市

民税非課税世帯の食費負担の引上げです。これ

は、市民税非課税の年金生活の方々にとって、

食費が上がると、これはとても厳しい、同じも

のを食べていても負担額が上がるというのはと

ても厳しいことではないでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 当然自己

負担が少ない方が負担が少ないというのは当然

のことだとは思いますが、まずは負担能力に応

じた負担を求める見直しということになってお

りますので、御了承お願いいたします。 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

８番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８番（庄司里香委員） 私からは１点だけ質問さ

せていただきます。 

  ページ、180ページ、ここがちょっと分から

ないんですけれども、４の地域支援事業費の１、

介護事業費、１、介護予防生活支援サービス事

業費の中に入るのかがちょっと分からないんで

すけれども、先日コアカレッジさんに出向くこ

とがありました。そこで、介護スタッフになり

たいということでヘルパーさんの２級を志して

勉強されている方や、介護福祉士を目指して勉

強されている方と一緒になった機会がございま

した。そのときに、このような機会を得て勉強

させていただけてすごくうれしいというふうに、

外国の方や年配の方もいらっしゃったんです。

そういうお話を聞いていまして、介護スタッフ

の職員が足りないということで、以前も私、こ

の機会でお話しさせていただいたことがあった

んですけれども、その対策として、このコアカ

レッジ等の勉強会というか研修はとても有効だ

と思っております。連携をぜひとも、ハローワ

ークや各高校などにも広めていただいて、この

機会を捉えて勉強したいという方を広く募って

いただきたいと心から思っております。コロナ

禍でサービス業がとても厳しいというお話をよ

く聞いております。業種を変えたいと思ってい

らっしゃる方もいると思いますので、その点に

ついて担当の方の御意見を伺いたいです。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時１４分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 



- 296 - 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 御質問ありがとうございます。担

当のほうの予算的なことではないのかもしれま

せんけれども、コア学園における介護の学科を

創設、たしか六、七年前に行ったところです。 

  新庄市がリードしまして、半額新庄市、郡部

で半額というふうなことで、学校側が半分とい

うようなことで、約6,000万円ほどかけまして、

介護施設の教室を、実習室ですか、を改修した

ことがございます。当時コア学園の理事長が来

られまして、今後の高齢社会において介護人材

を育成したいということで、当時帯広にあるコ

ア学園のグループから専門の先生を呼ばないと

開設できなかったんですけれども、それをお呼

びして開設したわけであります。 

  現在はその先生のおかげで指導員が誕生して

いますので、事業が継続されているということ

で。コア学園の理事の１人になっておりますの

で、また学校側も非常に熱心に各学校のほうに

声がけをしているのは実情ではありますけれど

も、なかなか人材も集まらない。しかし、卒業

生のほぼ、既にもう20人ぐらい確か卒業してい

るんですけれども、郡内に就職しているという

ようなことで、非常に効果のある介護人材の要

請をしているというふうに思っていますので、

今後ともコア学園の、そうしたことに対しては

支援してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

８番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

今田浩徳委員長 庄司里香委員。 

８番（庄司里香委員） ぜひともそのような機会

を捉えて勉強していきたいという若い方たちだ

けでないいろいろな方たちの支援をしていただ

きたいと心から願っております。以上でござい

ます。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） すみません、私の将来

のためにちょっとお聞きしたいことあります。 

  183ページかな、認知症ですけれども、この

認知症について、介護認定を受けられている方

って現在新庄市で年代別にどのぐらいいらっし

ゃるのか、ちょっとその点をお聞きしたいと思

います。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時１８分 休憩 

     午前１１時１９分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 認知症に

ついては、年代別といったような数値はござい

ませんで、ただうちのほうでは認知症の総合支

援事業のほうで徘回高齢者支援ということを行

っております。これについては、認知症で徘徊

のおそれがある方を登録して関係、連携する、

例えば警察署ですとか、そういったところに情

報提供をしながら、その方が、例えば夜間徘回

などされてもすぐに発見して身元が分かるよう

にといったような形で登録する制度を行ってお

りますが、そちらのほうに登録されている方は、

令和２年度末現在で49件ということになってお

りまして、令和３年度も新規に13件ということ

で登録者が増えております。ただ、年代別とい

うのは、ちょっとこちらのほうでは把握してお

りませんで、認知症という形、認知機能の低下

というのは介護の認定上介護度合いを決める上

で大切な項目になっておりますが、認知症にそ
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の方が該当しているかどうかというところの数

の把握というところについては、今現在把握し

ておりません。以上です。 

１２番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

今田浩徳委員長 奥山省三委員。 

１２番（奥山省三委員） ありがとうございます。

この認知症について、介護申請した場合、どの

ぐらいの期間で介護認定を受けられるというか、

その点ちょっとお聞きしたいと思います。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

伊藤リカ。 

今田浩徳委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

法においては、おおむね１か月程度で、申請か

ら１か月程度で認定するようにというふうに決

められておりますが、実際のところは認定、申

請を受けてその後市のほうで認定調査、その方

の生活状況ですとか、身体状況などを調査する

認定調査を行うわけですけれども、それと併せ

て主治医の先生方から、その方の状況を意見書

でまとめていただくような形を取っているんで

すけれども、この２つがそろわないと審査会に

かけることができないということになっており

ますので、今のところ１か月でスムーズに出て

いる方はちょっと少なくて、どうしても１か月

半程度かかっているような状況になっておりま

す。 

  なお、急いで認定を、判定をしたほうがいい

という方については、やはり認定調査を先にし

て、認定調査の結果によってサービスを暫定的

に受けられるようにというようなことで、ケア

マネと相談しながらその方の生活に支障がない

ように、こちらのほうでもいろいろ気をつけて

いるようなことでございます。以上です。（「あ

りがとうございます」の声あり） 

今田浩徳委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 別になしと認めます。 

  よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありますか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号令和４年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

 

議案第１４号令和４年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第14号令和４年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 192ページの１の１、保

険料について、プラス340、間違えました、

3,454万1,000円となっております。プラスにな

った理由はどういうことでしょうか。また、コ
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ロナによる保険料減免の状況はどうでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 保険料についての御質問でご

ざいます。 

  保険料につきましては、後期高齢者医療保険

料につきましては、２年ごとの見直しが行われ

ております。令和４年度はこの見直しの年度に

当たっておりまして、均等割額４万3,100円は

変わりありませんが、所得割率8.68％のものが

8.8％に増加いたします。これによりまして、

保険料が伸びたというふうなことでございます。 

  それから、先ほどもちょっとお話ありました

けれども、団塊の世代が後期高齢に入ってきて

おり、１人当たりの医療費も相変わらず増加傾

向にあるというふうなことでございます。以上

でございます。 

  失礼しました。コロナ減免につきましては、

申請はございません。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 今の関連で、滞納繰越分

55万3,000円というふうになっていますが、現

在何人おられて、１人当たり幾らで、年収、収

入の状況はどういう方なのか、減免が必要と考

えないのかお願いします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 滞納者の状況というふうな御

質問でございます。人数等につきましては、５

月31日現在の人数で申し訳ございません、お願

いいたします。５月31日、滞納繰越時点では41

名の未納者がございました。100万、所得が100

万円未満の方が38名ございまして、92.7％が所

得が100万円未満というふうに把握してござい

ます。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 所得が100万円未満、収

入がではなくてですか。所得が100万円未満と

いうことは、所得ということになると大きいよ

うな気がするんですけれども、年金がどのぐら

いだとか、そういうことで分からないんでしょ

うか。100万円、所得100万円っていうと相当大

きいような気がするんで、ちょっとこれは間違

いではないかというふうに思うのですが、年金

が月幾らぐらいだとか、そういう、もう少し具

体的に分かっているならばお願いしたいと思い

ます。 

  あと、もう一つですけれども、続けて、後期

高齢者医療保険料は、介護保険料もそうかもし

れませんが、世帯分離によって保険料の本人負

担が抑えられる場合が多いのではないでしょう

か。申告や納税相談などで情報提供しておられ

るのか、どうでしょうか。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 先ほど、100万円未満が38名

と申し上げましたけれども、もう少し細かいこ

とを言いますと、50万円未満の方が35名でござ

います。ですから、所得で間違いございません。

所得で50万円未満の方が35名おります。 

  それから、もう一つ御質問ございましたが、

節税のための世帯分離というお話でございます

が、世帯分離につきましては市民課での判断と

いうことになるかと思いますけれども、例えば

節税を理由とした世帯分離というのはあり得な

いんじゃないかというふうに思っております。

実態として、例えば、何と言ったらいいんでし

ょう、財布が別だとか、インフラが別だとか、

そういうふうな客観的な住民基本台帳法に基づ

いた判断で世帯分離というのがなされるんだと

思っております。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） そういうことだと思いま
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す。世帯分離は、やはり実態として、財布やイ

ンフラが別々という場合を示しつつ、世帯分離

ということがあるんだと思います。そういうこ

とも含めて、保険料が本人負担がかなり抑えら

れる場合が多いのではないか、そして申告や納

税相談などあった場合に、そういうこともある

けれどもどうですかみたいな、どうでしょうか

という、そういう優しい高齢者のお気持ちに沿

った情報提供をしておられるかお聞きします。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

伊藤幸枝市民課長 委員長、伊藤幸枝。 

今田浩徳委員長 もとい、市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 世帯分離の考え方についてで

すが、今税務課長から説明があったとおり、生

計同一、または世帯の生活実態の状況を実際に

確認をして世帯分離が妥当かどうか判断をして

おりますので、市民課に御相談いただいた場合

も、そういったところを確認した上で手続を進

めております。以上です。 

佐藤 隆税務課長 委員長、佐藤 隆。 

今田浩徳委員長 税務課長佐藤 隆さん。 

佐藤 隆税務課長 私ども日々納税相談を行って

いるわけでございますが、世帯分離というお話

をするかどうかは別な話といたしまして、もち

ろん、例えば、申告の状況はどうだとか、世帯

の状況はどうだとか把握した上で日々納税相談

に当たっているということでございます。以上

です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 世帯の状況を把握しなが

ら納税相談などに応じているということで、市

民の皆さんにとっては税金や後期高齢者医療保

険料がどうなればどうなるのかというのは、な

かなか個人では、市民では分かりにくいんです。

なぜ、自分がこういうふうに請求されたのかと

いう理由が分からないんです。そういう意味で

は、世帯の状況は、職員の皆さんは見れば分か

るわけです。そして、こういう、世帯分離すれ

ば息子夫婦は市民税課税、所得税課税だったり

するけれども、高齢者、後期高齢者御夫婦、あ

るいはお一人の後期高齢者は１人であればもち

ろん市民税非課税で、世帯とみなされればがく

っと介護保険料や後期高齢者医療保険が下げら

れるわけです。そういう高齢者の身になって、

こういう場合はこうできそうなんだというふう

に、より節税になる方法を教えてくれる職員で

あれば、どれほど市役所がありがたいか、税務

課に行ってよかった、あの職員はよかったとい

うのが目に見えるわけです。喜ばれる仕事をす

るってそういうことじゃないでしょうか。どう

ですか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

今田浩徳委員長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 大変ありがたいお話ではあります

けれども、逆に、家庭不和を起こさないでくだ

さいというようなこともありますので、個人的

なところまで深入りというのは、職員にはしな

いようにというふうに言っているところであり

ます。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 市長は何を勘違いしてお

られるのか、こういうことをすると家庭不和に

なるというふうに決めつけておられるわけです

が、そういうことはないです。ない場合も多い

です。実際には。そういう意味で。 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。質問

はページ数、款項目、事業名など示した上で質

問をお願いします。また、その質問の域を外れ

るようなところは注意してください。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長は、私の質問に最

初に言ったことをお聞き、お忘れでしょうか、
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192ページの１の１、保険料についてお尋ねし

ていることは間違いないんです。これに沿って

私は質問しております。そういう意味で、外れ

ておりません。女性に厳しく男性には甘いとい

うことないか、反省していただきたいと思いま

す。 

  では、個人的なことまではとか、市長は家庭

不和は起こさないように、もちろんですよ、家

庭不和にならないように市職員は願っているし、

高齢者の困っている状況をお聞きして、こうい

うふうにすればいいかもしれないというのがあ

ったら教えてあげるというのは市民にとって優

しい税務課職員だと思うんです。どう思います

か。 

小松 孝副市長 委員長、小松 孝。 

今田浩徳委員長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 世帯分離の考え方も含めてなん

ですけれども、実際市のほうで誰が世帯主にな

るかということは、そもそも申し上げられる立

場にないのかなというふうには思います。あと、

制度がそもそもたくさんありまして、税金の制

度、何の制度、かにの制度ですね、そのときに

世帯主が、誰がどういう形になるかということ

を全部把握してお伝えするということは、まず、

そもそも無理ではないかというふうに感じてお

ります。そして、世帯主の考え方については、

住民基本台帳法というものが基になっておりま

すので、税金が安くなるから世帯分離をすると

いうのは住民基本台帳法の趣旨に反するものと

いうふうに理解しております。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 法律に違反することをや

れと言っているのではありません。市民課の課

長がおっしゃるように、生活実態確認の上手続、

そのとおりの中でできることがあれば教えてい

ただきたいということを言っているんです。法

律違反のことまで求めているわけではありませ

ん。もう一回繰り返しますが。市民にとって困

った市民がおられれば、何か解決方法はないか

と親身になって考えたり提案したりできる、こ

れが市民に奉仕する全体の奉仕者だと私は思う

んです。そういう税務課であってほしいと願っ

て言っています。また、市職員それぞれがどれ

ほど詳しく法律など様々、全部把握しているか

どうかは、それは限度があるかもしれません。

でも、税務課長を先頭に、また副市長、市長を

先頭に学んで市民に奉仕する、そういう立場で

学ぶべきことを徹底的に学び、住民に喜ばれる

ことがあれば１つでも提案してあげられる、そ

ういう職員が望まれる、それが市民が望んでい

る市職員、市役所であると思うんです。そうい

うふうになっていただきたいなと思って質問し

たわけでした。 

  次に行きますが、はい、195ページの３で、

後期高齢者医療広域連合納付金がプラス4,463

万6,000円出ています。これについて、これは、

つまりは医療費、保険給付費の納付金というこ

とになると思うんですが、75歳以上の医療費、

窓口負担が２割に上げられようとしていますが、

その影響はどのように見ておられるでしょうか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 後期高齢者医療の自己負担額

の２割の導入ということで、令和４年の10月１

日から一定の所得のある世代の方に負担が２割

になるということで改正がなってございます。

こちらに関しては、制度としては現役世代の負

担が大きく上昇することも想定される中で、後

期高齢者の中の一定所得以上の負担能力のある

方に可能な範囲で御負担いただくということで

の制度改正となってございます。影響について

は、国では、大体２割負担の対象者の割合を全

体の約２割ほどと推定しております。そういっ

た形で、２割の方が対象となるのかなというこ

とで考えております。 
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１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） コロナの、今のところに

関わってですが、コロナ感染拡大で精神的にも、

経済的にも疲弊して追い込まれる高齢者への負

担増が受診抑制を招いているとも言われていま

す。そして、この２割負担の対象者を国会審議

抜きで政令で拡大できるという情報があるんで

すが、御存じですか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 今回の改正につきましては、

全世代型社会保障改革の方針、こちら令和２年

の閣議決定を踏まえまして、現役世代への給付

が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代

中心という社会保障の構造を見直して、全ての

世代で広く安心を支えていくための全世代対応

型の社会保障制度を構築するための改正とされ

ております。こちらに関して、全世代対応型の

社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律ということで、令和３年９

月に決定されたもので、国会で審議されたもの

でございます。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 今回は、今度の10月から

２割の高齢者の、後期高齢者の皆さんが２割負

担になるということになりますが、これが、こ

の対象者が国会審議抜きで政令で拡大できると

いう話なんですが、どうですか。御存じですか。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 ただいま委員おっしゃられた

ことに関しては把握してございませんでした。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 把握していないというこ

とですが、こういう話があるということで、今

後調べていただきながら、このように、後期高

齢者の医療負担が保険料は６回も今まで上がっ

たのに、また８回目上がると。さらに負担、窓

口負担が２割上げられ、その対象者が広がって

いく、こういう方向にさせられているのが後期

高齢者医療制度です。そういう意味では、減ら

されてきた高齢者医療への国庫負担を抜本的に

増額し、こうした高齢者差別、そして高齢者へ

の負担増というこの制度を廃止して、少なくと

も元の老人保健制度に戻すべきではないかと思

うんですが、御見解はどうでしょうか。 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。質問

内容の範疇が大き過ぎまして、再度質問する際

は細かく内容を検討していただくか、もしくは

取消しをお願いしたいのですが。どうですか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 結論を言わせていただけ

れば、この後期高齢者医療保険制度は問題でな

いのかなと、高齢者にとって。そういう考えは

ないかということです。 

山科雅寛健康課長 委員長、山科雅寛。 

今田浩徳委員長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 後期高齢者医療の制度自体が

問題ではないかという御意見でございましたが、

国全体でこの制度をこれまで構築してきたとい

うことで、国民のための制度であると認識して

おります。ただいまのお話については意見とし

てお伺いしておきます。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 
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  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第14号令和４年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議がありますので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第14号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

  ボタンの押し忘れはありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成14票、反対１票です。 

  よって、議案第14号は原案のとおり決すべき

ものと決しました。 

 

議案第１５号令和４年度新庄市水

道事業会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第15号令和４年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 14ページの現金預金とい

うのがありまして、令和４年は８億3,000万円

余りということになります。これは、令和３年

のとも比べてみますと、確かに減っています。

２億7,000万円ぐらい減っていると。しかし、

借金返済はどうかというのを見ますと、企業債

償還金というのが９ページに出ていますが、２

億3,400万円、でも、これは企業債の15ページ

などを見ますと、これ流動負債というのが出て

いますが、令和４年の１億8,126万円が出てお

りまして、この企業債償還は来年減るわけです。

令和３年と比べると流動負債、つまり企業債返

還額は令和４年は減るわけです。そういう意味

では、かなり余裕のある現金預金の状況だと見

られると思います。引下げができるのではない

でしょうか。料金引下げです。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 ただいま令和、14ページ

の令和４年度の予定貸借対照表の現金預金が８

億3,300万円ほどに今年度、４年度末でなるわ

けですけれども、委員言われますように、令和

４年度は、建設改良費等によりあてがわれるこ

とになります２億6,700万円ほど減少になる見

込みです。この現金預金につきましては、令和

４年度工事としまして、連絡管、本合海地区の

連絡管路の整備だとか、国、県の補償工事関係

等で約５億円弱ぐらいの工事に用立てるもので

す。そういった中で、今後現金預金は４年度末

現在で約２億6,000万円ほど減少しまして、今

後令和12年度まで増減を繰り返しながら令和12

年度にはおおよそ５億5,000万円ほどになる見

込みも立てております。そのような状況の中で、

水道料金等に関する、この現金預金を使っての

料金の値下げというようなことは考えてはおら

ないところです。 

  あと、企業債の件ですけれども、令和４年度

末現在では５億7,400万円ほど残高なるわけで

すけれども、先ほど言われました９ページ、企

業債償還金２億3,400万円というのは、令和３

年度の流動負債、企業債、この部分になります。

よろしくお願いいたします。 
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１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 令和12年度には5.5億円

くらいに現金預金が減るんだということで、引

下げはできる余裕はないというお答えでありま

した。しかし、よく見ると企業債は確実に減り

ます。そういう意味では、企業債が減る中で現

金預金がまだあるという形で余裕があると見ら

れるのではないでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 先ほど、令和12年度には

おおよそ５億5,000万円ほどの現金預金が残る

見込みと言ったわけですけれども、今後、令和

12年度以降になるんですけれども、平成の１桁

のときから始まりました第２次拡張事業、それ

が当時、たしか私の記憶だと50億円以上使って、

整備費に投じているわけなんですが、その施設

が令和12年度以降から少しずつ更新事業も始ま

ってくるところです。そういった部分におきま

しても補塡財源として、貴重な補塡財源として

使う見込みも立てておりますので、料金のほう

への値下げというふうな部分はちょっと難しい、

厳しいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） ということで、残念なが

ら引下げはできないんじゃないかという課長の

お話ですが、今後とも真剣に見ながら、余裕が

あれば市民に返すという立場で見ていただきた

いと思います。 

  次に、４ページの１の１の１、また、８ペー

ジの１の１の１、これらに職員１名というふう

に載っているんです。このたびよく見て、こう

思って見ているんですけれども、こういう水道

の仕事は専門的な力量が必要でありますし、や

はり長年蓄えた知識などが生かされなければい

けない仕事です。そういう意味では、引継ぎも

含めて１人ではなく複数以上の職員配置が、私

は必要でないかと考えますが、お考えはどうで

しょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 今の水道事業に携わって

います技術職員、私も含めまして３名おります。

今後、私もそう長くいるわけではないんですが、

若手と私のようなちょっと年がいっている、年

の開きも確かに年齢構成としてあるところも現

実としてあります。そういった中で、技術の継

承というふうな部分においては、真剣に考えて

いかなければならないのかなというふうに思っ

ているところです。そういった中で、業務に携

わる機会を若手職員に対しては多く配置するな

ど、考えていければというふうに思っています。

ちょっと答えになっていないかもしれませんが、

よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） これは、やはり課長１人

で考えていても駄目なわけで、市長として水道

のこの安全、安心安全なことを考えると、職員

配置として複数、１人ではなくて複数にして、

若手に必ず仕事を引き継いでもらえるようにし、

育てると、こういう仕事が続くようにしなけれ

ばならないと思うんですが、人の配置という点

でどうでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 先ほどの意図の、ちょっ

と説明不足なところありました。原水浄水費と

いうところでいきますと職員１名配置していま

す。また、配水給水費、職員２名の配置、あと

は業務のところでは職員３名ということで、お

のおの役割分担の中で技術職員、事務職員配置

する中で、先ほど言ったように技術職員につき
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ましては、技術の継承など、業務に関しては経

営のある種特殊な部分でもありますので、そう

いった部分も継承していけるようにやっていき

たいというふうに思っています。以上です。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、失礼しました、

委員長ですね。分かりました。ぜひ職員に仕事

が継承でき、もちろん経済的にも続くように考

えながら仕事を続けられるようにお願いしたい

と思います。 

  ところで、先ほどの水道料金引下げはできな

いということに関わって別の角度からなんです

けれども、水道代の平均額について、総務省の

家計調査によりますと、世帯ごとの１か月の水

道料金の全国平均というのは総世帯平均で

4,131円、これは、水道プラス下水道料金、消

費税込みだそうです。１人世帯では2,142円、

２人以上の世帯では5,004円となっているそう

です。新庄市で口径別料金に、令和３年11月か

らしたわけですが、本市の上下水道の料金は、

平均料金は幾らで、料金は幾らなのか、平均は、

あるいは１人世帯は、お聞きしたいと思います。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 大変申し訳ありません、

その平均的な部分、ちょっと押さえておりませ

んで、ちょっと今後整理していければと思って

おります。なお、令和３年の10月に料金改定、

用途別から口径別にしたわけなんですが、その

効果としましては、約760万円ほど収益が見込

まれるというふうな部分もありますが、人口減

少、やはり進んでいまして、最終的には水道の

収益は約800万円以上の減収というようなこと

も見込んでおります。そういった中で、今佐藤

委員が言われたように、全国平均の価格からい

けば、恐らく新庄市の場合高いとは思いますが、

そのように、料金のほうも口径別料金にした際

には小さな口径に関しては料金を値下げしたと

いうような部分もございますので、御理解いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 先ほどの水道料金、ペー

ジ３、ページ、３ページの１の１の１の上水道

料金についてですが、滞納、未納となっている

方がおられます。節水の普及も大切ですが、収

入減や低所得の場合は減免制度もあってもよい

のではないかと私は考えるんです。例えば仙台

市はやっています。そういう考えはないか、お

願いします。 

今田浩徳委員長 ただいまから１時まで休憩しま

す。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 先ほどの佐藤委員のほう

から質問がありました、水道料金の減免制度に

つきましては、不可抗力による漏水があった場

合、あと災害等の理由により料金等の納付が困

難な場合と、この主に２点が該当します。 

  あと、滞納の状況ですけれども、令和２年度

の値で申し訳ないんですが、給水停止対象者が

令和２年度は226件ございまして、そのうちの

大部分は誓約書を提出していただいたりとか、

あとは相談の上分割による納入をしてもらうと

いうような形で対応してもらっているところで

す。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 停止、停止226件という

のはかなり厳しいなというふうに感じがします。
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そういう方々には、どういうような状況でそう

なっているかとお聞きしているか、あと、所得

が少ない場合は減免制度も必要かなと職員とし

て考えないか、その点お聞きします。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 あくまでも、先ほど言い

ました減免の基準にのっとってさせていただい

ているところなんですが、事情を聞いたりして

いる中で、支払い能力のある方には当然ながら

分割納入なりしてもらうような対応を取ってお

ります。また、それでも支払っていただけない

方などに関しては給水停止というような最後の

手段になるわけなんですが、そういった中で生

活保護世帯であるとか、そういう方々にも事情

を理解していただいて分割納入をしていただい

ております。水道事業におきましては、水を売

ってなりわいとしているところでもありますの

で、そこは御理解の上分割なり、負担のかから

ないような形で対応してもらっているところで

す。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 先ほど仙台市の例を説明

しなかったんですけれども、仙台市では市民税

非課税とか生活保護受給世帯とか、中国残留邦

人等に対する支援給付を受けている世帯、こう

いった方々に対して減免制度をつくっておられ

ます。そういう制度があれば職員としても丁寧

にこういう制度もあるから減免しましょうかと

言っていただければ非常に市民としてはありが

たい市だなと、市に対する信頼が厚くなるよう

な気がします。もちろん水を売って独立採算を

目指さねばならないことはもちろんです。しか

し、公営ですので、公営というのは、やはり生

活に厳しい方がおられれば免除、減免もできる

という制度を持って給水停止などという、命の

元を断つようなことではなく、こういう制度が

あって、少し助けられるんだというのがあれば

職員もどれほど市民のために働いているという

気持ちを持てるか、想像すると違うだろうなと

思うんです。どうでしょう。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 この滞納されている方々

は、主に生活保護世帯の方であるとか、あとほ

かにも当然支払い能力がある方も当然中にはい

るわけで、主にそういった方々に対しては給水

停止というような措置を取らせてもらって、そ

の上で料金を支払ってもらうと。あと、生活保

護世帯の方々に関しては負担のかからないよう

な形で分割納入などをお願いしているところで

す。ちょっと同じような回答になってしまいま

すが、今後もこのような形でお客様のほうへ負

担のかからないような丁寧な説明をさせていた

だいて進めていきたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） そこに公営企業という、

公の立場に立つ、そして自治体は住民の基本的

人権を守る、こういう立場であるわけです。そ

ういう意味では、お金を厳しく取らねばならな

いのはもちろんそうなんですけれども、生活状

況、例えば、先ほどおっしゃった生活保護世帯

であったりする場合は、余計な借金返済できな

いわけですから、借金返済できないほどの低い

生活扶助しか受けていないわけですので、借金

返済に充てる水道の滞納を払わねばならないと

いうのはとてもつらいことだろうなと想像する

わけです。そういう意味で、減免制度、私は考

えるべきじゃないかなと思うんですけれども、

やっぱり駄目でしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 同じ答弁になってしまう
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かもしれませんが、例えば、滞納の額が多くた

まらないように初期の段階から相談に応じるな

ど丁寧な説明をさせていただいて、利用者の、

お客様のほうへ御負担いただければというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

６番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６番（押切明弘委員） 私のほうから１点質問さ

せてもらいますけれども、その前に、去年度、

３年度の資料を見ますと、今回の事業の予算書

のほかに別冊で、新庄市上下水道事業当初予算

案説明書と別冊のやつが、特に図面なんか添付

されていて非常に分かりやすい資料がある。今

回は渡ってない、あるんですか。私持っていな

い。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時０８分 休憩 

     午後１時０９分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 ２月16日に配付させてい

ただきました令和４年度の新庄市上下水道事業

当初予算説明書のことで、その資料のところに

位置図とか図面の添付はしておりませんでした。 

６番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６番（押切明弘委員） そうですか、ごめんなさ

い、当日私ちょっと欠席していました。でも、

机の上にもないし、要するに、私の手元にはな

かったんです。（「タブレット」の声あり）タブ

レット対応。タブレットにも入っている。この

紙ベースではないんですね。いいです、分かり

ました。渡っているということですね、分かり

ました。私持っていなかったものだから。不思

議だなと思って、ちょっと最初。 

  じゃあ、具体的に１点だけ、ページ９ページ、

１の１の１で９ページにある区分の16、委託料

です。金沢地区配水管推進工事設計業務委託料

ほか、これ約3,000万円計上されていますけれ

ども、これ、具体的にどの場所になりますか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 業務委託の箇所としまし

ては、全部で５か所あります。 

  初めに、金沢地区配水管推進工事設計業務委

託ということで置いている箇所、場所ですけれ

ども、国道13号線東側の歩道に配水管を布設す

る計画がありまして、ちょうど中の川の河川横

断、そのための推進業務委託となります。 

  あとは、五日町地区配水管路布設替工事、こ

ちらについては、現在進めております北本町飛

田線、旧新庄警察署前通り、そこの水道管の布

設替えに伴う業務委託になります。 

  あとは、北町地区配水管路布設替え及び中道

町仮設橋梁添架設計業務委託、こちらについて

は、指首野川の河川改修に伴う設計業務になり

ます。 

  続きまして、十日町地区ポンプ施設実施設計

業務委託、こちらについては、西山地区におい

て愛宕団地のほうがどうしても水圧が弱いため

に、圧力を確保するための設計業務であります。 

  最後に、指首野浄水場受変電設備改修業務委

託、こちらについては、指首野浄水場の受変電

設備が老朽化しているというようなこともあっ

て、これの設計業務になります。 

６番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

今田浩徳委員長 押切明弘委員。 

６番（押切明弘委員） ちょっと、私資料がなか

ったもので、よく分かりました。一番最初の案

で、金沢地区に関してですが、具体的には13号

線東側の歩道、中の川を横断する、要するに具

体的に言うとクボタさんの整備工場あります。



- 307 - 

あれから北に行って、あそこは電気工事屋さん、

オリエンタルさんかな、あの間ということです

か。分かりました。あと、これは、今回設計業

務委託、そうすると、具体的な工事は今言った

箇所と、あとずっと南に下ってきて東口の交差

点、とんかつ屋さんあります、とん八、とんか

つ屋さん、そこから北上して関屋地区の入り口、

あそこも入っていないわけですか。工事はいつ

頃あの辺入る予定になっていますか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 令和４年度の工事で東山

の交差点から、とんかつ屋さんのところからで

すけれども、あと関屋入り口までの区間は令和

４年度実施予定です。あと、先ほど言った推進

の設計業務委託に関しては令和５年度以降と考

えております。よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ほかにございませんか。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） ページにして、まずは３

ページの予算実施計画の中で、２款２項２目他

会計補助金の節の説明では統合水道利子償還ほ

かの416万8,000円、こちらの内訳を伺いたいと

いうことと、その下の３目の他会計負担金、第

２庁舎管理負担金、こちらの内訳を伺いたいと

いうことと、次に、５ページの支出の部分で、

16節委託料3,181万7,000円、漏水調査業務委託

料他、こちらの中で、この業務をまず、業務を

行うことで今年度有収率を何パーセント目標と

目指しているのかを伺います。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 初めに、３ページの浄水

場他会計補助金、こちらについては、統合水道

償還、失礼しました、統合水道償還利子繰出金

ということでと、あと児童手当等経費繰出金の

44万円、合わせまして416万8,000円、統合水道

のほうは372万7,000円ほどになります。合わせ

ると、児童手当のほうと合わせますと416万

8,000円ということになります。 

  他会計負担金というのが、上下水、第２庁舎

の管理負担金としまして、一般会計のほうから

第２庁舎の中に上下水道課のほかに環境課と都

市整備課が入っておりますので、そちらのほう

の２課の分としまして管理負担金を、1,215万

7,000円を収入としていただいているところで

す。 

  次に、５ページの委託料ですけれども、主立

った委託料、委託業務としましては、配水池ダ

イバー洗浄業務に173万円、これは、指首野浄

水場の工区の部分になるんですが、その中に潜

水士が入って、たまった土砂などを吸い上げる

業務委託になります。 

  あと、漏水調査業務委託に658万9,000円、こ

れは平成30年度から続けております市内の漏水

箇所を調査して周辺対応に向ける業務、あと、

そのことに併せまして、市内各所の水圧調査な

ども行って適正な水圧に今後図っていくための

業務も併せて行っていきます。 

  あとは、水道台帳の補正業務としまして964

万7,000円、あとは施設の警備業務としまして

134万4,000円、あと水道メーターなどは８年で、

計量法に基づいて満了しますので、定期的なメ

ーター交換等業務委託、こちらに522万5,000円

を予定しております。 

  最後に有収率ですけれども、毎年度漏水調査

をして漏水箇所を発見し、速やかに修繕はして

いるものの、何と言いますか、追っかけ、また

別のところから漏水するという、いわゆる復元

というやつなんですが、そういったこともあり

ますので、有収率の上昇は、期待はしているも

のの結果としてはなかなか伸び率がちょっと低

いというような状況にあります。よろしくお願

いします。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 
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今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） まずは、この今おっしゃ

っていただいた有収率に係ってくるところの中

で、料金に換算できない水道の使用で、例えば

消火栓等に係るものであったり、あとは公共施

設において、公園やトイレや、公共のトイレで

料金がかかってこない部分について、一般財源

で繰り出してもいいという規定になっていると

思うんですが、そちらの金額が通常であれば、

先ほど申し上げた他会計補助金の中に含まれて

くるのかなと思ったんですが、新庄市としては、

そういった料金に、実際料金として徴収できな

い水道料に対して、どのような考えを持ってい

るのか伺っておきます。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 消火栓からの水ですとか、

そういったものについては、当然公共的な用途

になるわけで、漏水とは違って無収水量という

ようなことでカウントされるべきものになって

きます。当然、変な話、火事が出て消火するに

当たって、その部分の料金というのは実際頂い

ているわけでもございませんですし、そういう

ようなことはやむを得ないといいますか、当然、

公共的というような意味合いで問題ないという

ふうに思っています。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） 一般会計が国の示す地方

公営企業の繰出金について国が示す考え方に沿

って公営企業会計に繰り出しを行った場合、そ

の一部について地方交付税において考慮すると

いう内容になっておるかと思います。そうする

と、市民が公園に行ったり、トイレ使ったり、

公衆トイレ使ったり、料金にかからない部分に

ついては、一般会計の部分でしっかりと金額に

して、そして公営企業会計のほうに他会計補助

金という形で繰り出していくことが可能だと思

うんです。これまで、そういったことを協議を

したり検討したりということがなかったのかど

うなのか伺っておきたいと思います。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 これまではそのような、

これまでは一般会計のほうからの繰入金という

ようなことの協議はしておりませんでした。な

お、先ほど言った、統合水道であるとか児童手

当、この部分については、基準内繰入れという

ことで、総務省の繰り出し基準にのっとってう

ちのほうで繰入れさせていただいているもので

すので、よろしくお願いします。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） 料金に換算できない部分

についても検討の余地があるとするならば、検

討の余地というか検討していって公営企業会計

の収入に加えていくべきだと思うんですが、い

かがでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時２３分 休憩 

     午後１時２４分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 今の点につきまして、ち

ょっと即答できない部分もございますので、ち

ょっと今後検討、研究していきたいというふう

に思っています。よろしくお願いします。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） どうぞよろしくお願いし

ます。 

  もう一点だったんですが、３ページの他会計

負担金という勘定科目にしている第２庁舎管理、
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この負担金なんですけれども、今一般会計の第

２庁舎管理負担金の金額を見ますと、784万

6,000円、差額があります。その差額について

は、どちらからの収入であるのか、再度お願い

します。 

今田浩徳委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時２５分 休憩 

     午後１時２６分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開いたします。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 ちょっと質問、再度聞か

せていただいて、申し訳ないんですが、他会計

補助金1,215万、（「他会計負担金」の声あり）

すみません、他会計負担金（「第２庁舎管理負

担金で、下水道会計からの収入も合わせてなん

です」の声あり）すみません、1,215万7,000円

の内訳ですけれども、下水道の分としまして

431万838円、あとは環境課分としまして392万

2,733円、都市整備課分としまして392万2,733

円というふうな中身、内訳になります。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） 新庄市の勘定科目として、

規定、規則の中で、この他会計補助金に当たる

部分を便宜上分かりやすいようになんですか、

負担金にしているのではないかなと思って推測

をして見ているんですが、この負担金という言

葉を使われると、公営企業会計に対して素人と

いうか、一般市民の素人の自分からすると、国

が許可している負担金の科目なのかなと勘違い

するかも。他市様々見てみると、他会計から賃

料に当たるような、維持費に当たるような部分

を繰り入れている場合、営業外収益として繰り

入れている場合、他会計補助金のところに公営

企業の収益を負担する、助けるというか、そう

いう補助金として一括されていると思ったんで

すが、新庄市の場合、この他会計負担金という

勘定科目を設置した理由を聞いておきたいとい

うことと、あとは、この第２庁舎なんですが、

第２庁舎と名前を変更にして旧水道庁舎で現在

は都市整備と環境課が入っているわけですけれ

ども、その公有財産としての水道庁舎、旧水道

庁舎を一般会計、一般事務のところからどうい

った内容でというか、取引、契約という、一般

的には契約になるんですけれども、どういった

約定であそこにいる、場所を設置しているのか

ということも伺っておきたいと思います。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時２９分 休憩 

     午後１時３０分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 他会計負担金につきまし

ては、施設そのもの修繕費だとか、光熱費だと

か、そういうふうなものを案分させてもらって

他会計から負担金としてお金を頂いているもの

でありますので、他会計負担金で問題はないの

かなというふうに思っています。 

  また、このことに関する積算とかそういうふ

うなものは、上下水道課のほうで一括、令和４

年度かかる部分を算定しまして、あと上下水道

課、環境課、都市整備課というような形でおの

おの案分させてもらっている形を取っておりま

して、特別契約というふうな形には取っており

ません。よろしくお願いします。 

２番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

今田浩徳委員長 叶内恵子委員。 

２番（叶内恵子委員） 他市の事例の中で、水道

課が、公営企業が所有する公有財産に対して一

般会計の分野の、一般行政の分野の課がそこを
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間借りするという形になった場合、財産の使用

許可であったり、行政財産であれば目的外使用

許可であったりという形で、行政内で使用許可

を出して、それに対して使用料というものを徴

収することが違法なのか適法なのかというよう

な議論がありまして、その中で財産が行政財産

でなければ違法には当たらない、ただ、同一の

公営企業であれば社長に当たる方は市長になり、

新庄市の場合は管理者を置いていませんので市

長になり、そして、一般会計においても市長が

トップでありといった場合に、適切ではないの

ではないだろうかという議論もある中で、新庄

市の場合は今間借りを、間借りというか一般行

政が２つ入っている中でこの負担金という項目

があった場合、その負担金を使っている、光熱

費や様々なものを案分しているんだ、維持管理

費を案分しているんだということなんですけれ

ども、建物全体を、というかその区画を新庄市

が借りて使用料をもっと多くもらうということ

も可能なのかと思った部分があったものですか

ら、そういった部分が可能か、可能なのかどう

なのか、そういった検討はできるのか、できな

いのか、ちょっと伺っておきたいと思いました。

いかがでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 企業会計、一般会計と違

いは確かにあるものの、同じ市の仕事をしてい

るというような観点からいきますと、使用料を

求めるとかというようなことに関しては必要な

いのではないかというふうに考えております。

よろしくお願いします。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ございませんか。あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 別になしと認めます。 

  よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありますか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 

  これに異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号令和４年度新庄市水道事業会計予

算は原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

 

議案第１６号令和４年度新庄市下

水道事業会計予算 

 

 

今田浩徳委員長 次に、議案第16号令和４年度新

庄市下水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） それでは、１点だけお

伺いします。ページ30、資本的収入支出のうち

の支出の第１款資本的支出１項２目環境建設改

良費雨水補助の中の20節工事改良費についてお

伺いします。 

  先般、２月16日ですか、全協で主要事業の説

明を受けました。その中で、升形川２号雨水幹

線排水路という形で事業費１億1,000万円載せ
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てありましたが、この支出の節の明細のほうに

事業名が書いていないものですから、何なのか

なと思っていたんですが、大体委託費や補償費

を入れると1億1,000万円になるので、これはこ

の升形川雨水幹線のことかなというふうに理解

しました。ずっと前から矢目田川、矢目田川と

言ったので、升形川２号云々という、ちょっと

言いにくいんで、ちょっと質問する中で矢目田

川という言葉が出るかもしれませんけれどもお

許しをいただいて。この工事内容について詳し

く教えていただければというふうに思います。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 平成26年度と記憶してい

るんですが、矢目田川の溢水による氾濫だとか

冠水、東山アンダーパスだとか大変冠水したり

浸水したり、周辺の地区の皆様には大変御迷惑

をかけたところです。このたびようやっと工事

の運びとなったところです。 

  工事の主立った概要としましては、施工延長

を105メートル、工事の内容としましては、Ｊ

Ｒの横断ボックスの上流側から、ＪＲの敷地に

沿って升形川のほうへ排水するというような形

になります。ちょうど新庄市の維持管理センタ

ーの間を抜ける区間になるところです。これま

でひとたび大雨なんか強くなってしまいますと、

一気に水位が上昇して、ＪＲの横断箇所が水を

のめないような状況でありました。設計を精査

していたところ、圧のある水の量なんですが、

最大で12立方、１秒間に12立方メートルに対し

まして、処理できるＪＲの横断暗渠の部分が

7.5立方メートルというようなことで、約4.5立

方メートルがあふれる状態、これまでなってい

たところです。このたびの工事を行うことで、

これまでのような浸水を防げるのではないかと

いうふうに考えているところです。工事の期間

としては令和４年度１年間で終わらせていきた

いというふうに思っています。よろしくお願い

します。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） この矢目田川の溢水対

策というか、言い始めて七、八年ぐらいになり

ます。言われ続けたほうも大変だったでしょう

けれども、でも、言い続けてよかったなという

気はします。やっぱり難しい事業、大変な事業、

成就するということはすごく達成感があるし、

議員冥利に尽きるのかなというふうに思ってい

ます。最初から担当してくださった都市整備課

の歴代の課長さんや、上下水道の歴代の課長さ

ん方はじめ、担当者の皆様方に御礼を申し上げ

たいというふうに思います。 

  そこで、今の話の、説明の中で、105メート

ル先の升形川に放流するということなんですが、

前にお話を聞いたときに、ポンプアップをして

流すという話があったかのように聞いているん

ですが、今回はどういうふうな形を取られるん

でしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 今回の工事、もう少し詳

しく説明させていただきますと、矢目田川のＪ

Ｒの横断ボックスの手前から、矢目田川の底の

高さとほぼほぼ同じ高さに合わせまして升形川

のほうへ排水するわけですけれども、どうして

も升形川の川の底、河床高が決まっていること、

あと矢目田川の川の底の高さが決まっている条

件の中で、最良と思われる設計を組んだところ

です。 

  そういった中で、放水路の部分の底の高さと

升形川の河床の高さの差なんですが、43センチ

しか取れない現状にありました。ただ、集まっ

てくる水の量、先ほど12立方メートル、１秒間

にというような形で説明させていただきました

が、一応構造物的には２割の余裕を見てのつく

りとなっております。ですので、今回の設計、
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ポンプアップというようなところまではできな

かった部分は技術的にあったところなんですが、

相応の降雨量、雨量に対して堪えられるものと

いうふうに思っているところです。よろしくお

願いします。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） そうすると、矢目田川

の川底と同じようなレベルまで掘り下げるとい

うことでよろしいんですね。違うのかな。あふ

れる部分だけ持っていけるような低さまで掘り

下げるという形なんだろう。今話の中で43セン

チ、升形川との高低差というか、ちょっと自然

流下で本当に大丈夫なのかなという心配はある

わけです。例えば、大雨が降って升形川の水位

が上がって、逆流するとかという、そういう心

配はないのかなと思うんですけれども、そこら

辺も計画上大丈夫という判断をされたんでしょ

うか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 下山委員が言われるよう

に、確かに高低差が43センチというのは、確か

に少ないというふうな認識持たれても仕方がな

いのかなというふうに思っています。ただ、先

ほども言ったように、条件が決まっている中で

設計組んだというようなところも確かに１点あ

るんですが、あとは矢目田川が一気に増水する

時間、あと升形川が、山から集まった水が増水

する時間、それはどうしても升形川のほうが時

間的に遅くなる現象は間違いなくあるところで

す。そういった中で、升形川が増水した際には、

矢目田川は、恐らく水位は下がっているだろう

というふうなシミュレーションみたいなところ

まではやっているところです。そういった中で、

時間的なタイムラグもあるだろうと。あとは、

矢目田川へ集まってくる、例えば金沢堰なんか

も入ってくる部分あるんですが、豪雨の際なん

かは、例えば金沢堰の水門を一旦閉めて水量を

抑えるだとか、そういうふうな管理的な部分な

んかも必要になってくるのかなというふうにも

思っているところです。よろしくお願いします。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

今田浩徳委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） その排水路の出口の分

の向きなんかも考慮すれば、ある程度流れるの

かなという気はするんですけれども、一歩踏み

込んで考えると、やっぱり升形川の川床が上が

ってきていることとか、やっぱり支障木の問題

とか、例えば上流部の砂防堰堤の新設なんかも

やっぱり併せて県のほうにお願いしていくのも

一つの手だてなのかなと。これは都市整備課長

の分野になるかとは思いますけれども、やはり

そこまで総合的に考えた形での浸水対策をこれ

からもお願いしたいと。せっかくまちづくりの

柱の５番目に安全安心で美しい町と言っていま

すよね。新庄市の将来像、住みよさを形にと、

やっぱり安全安心で市民生命財産を守ることを

第一義に考えてやっていただければというふう

に思います。一つのめどがついたことに感謝申

し上げながら、これからも皆様方の御努力をお

願いしたいなと、期待して終わります。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 32ページの１の３の１で、

不納欠損金２万5,000円載っていますが、判断

基準はどのようになっているでしょうか。 

今田浩徳委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時４８分 開議 

 

今田浩徳委員長 休憩を解いて再開します。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 



- 313 - 

矢作宏幸上下水道課長 判断基準の御質問ですが、

債権金額が少額な場合で取立てに要する費用に

満たないと認められた場合ということに該当す

るものです。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 債権金額が少額というの

はどのくらいなんでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 ５万円と認識しておりま

す。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） この不納欠損になるもの

は下水道料金とは違うんでしょうか。何、どう

いうものが対象になっているんでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 農業集落排水の使用料に

なります。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 農業集落排水の使用料で

５万円以下になっているものは不納欠損という

ふうになっておりまして、取立てに満たないと

いうふうにこれは判断されたということですが、

こういった金額、あるいはものは、もしかした

ら水道及び下水道にもあるように思うんですが、

ないんでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 32ページのものは農業集

落排水事業でして、あと、公共下水道事業につ

きましては28ページの不納欠損金というような

ところがあります。あと、これはあくまでも令

和４年度でして、この金額よりも当然額を小さ

くする努力は当然するものですのでよろしくお

願いいたします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 下水道に、下水道関係で

はこのように不納欠損というのがあり、最低金

額は５万円というふうになっておられるという

ことで、これは、水道にも、水道にはなかった

ように思うんですが、下水道に、ありましたっ

け、水道になかったような気がするんですけれ

ども、ありますか。あるか。 

今田浩徳委員長 佐藤委員に申し上げます。水道

会計は終わっておりますので。 

１番（佐藤悦子委員） 分かりました。減免制度

が必要というふうには考えておられないのかと

いうふうに思うんですけれども、その違いはど

のように捉えておられるのか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 先ほどもちょっと説明さ

せていただいたところですが、債権金額が少額

で取立てに要する費用に満たないと認められる

ときというようなことで、このような金額を上

げている、予定として上げているところです。

よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 分かりました。これを見

たときに、減免ということもあってしかるべき

でないかという気がするんですけれども、結局

後になってこのように不納欠損というふうにな

って、減免のようなことを後でやっているよう

な気がするんですが、少し早めから、もう少し

早めからできるようにする手だてはないのか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 不納欠損金というのは限

りなく出さないように、完納を目指して本来し

なければならないものなんですが、どうしても、
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先ほど言ったように、債権金額が少額でという

ような部分に該当する場合はやむを得ないのか

なというふうに思っているところです。いずれ

にしましても、不納欠損金を小さくできるよう

に今後とも取り組んでまいりたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 

１番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

今田浩徳委員長 佐藤悦子委員。 

１番（佐藤悦子委員） 別の質問ですけれども、

30ページの１の１の３で、職員数が１名という

ことですが、先ほども水道のところで同じよう

なことを言いましたが、技術、知識が必要な仕

事だと思います。引継ぎも含めて複数以上の体

制が下水道においても１名ではなく複数以上で

やるようにしたほうがいいんじゃないかなと思

うんですけれども、どうでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 委員長、矢作宏幸。 

今田浩徳委員長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 資本的収支のところの管

渠建設改良費、職員１名分と置いているのは、

あくまでも予算上なわけでありまして、例えば

収益的収支のほうにおきましても処理場費１名

等置いているところです。こういった中で業務

を行って、決して１名とかでやっているわけで

はなくて、複数名、今年度におきましては技術

職員が３名で対応しているところです。よろし

くお願いいたします。 

今田浩徳委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 別に質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決します。 

  議案第16号令和４年度新庄市下水道事業会計

予算は原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

今田浩徳委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

今田浩徳委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、予算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  令和４年度予算７件の審査につきましては、

不慣れな議事進行にもかかわらず、各委員の活

発な質疑の下、審査を終了することができまし

た。委員の皆様、執行部の皆様の御協力に感謝

申し上げます。 

  なお、執行部におかれましては、本委員会に

おいて出されました貴重な御意見等につきまし

て、市勢発展と市民福祉の向上のため、十分に

精査され、予算の適正かつ効率的な執行に最大

限生かされることを要望いたします。 

  それでは、これをもちまして、予算特別委員

会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時５６分 閉議 
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    予算特別委員会委員長 今 田 浩 徳 




